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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案

について 

（諮問第３２１７号） 

＜目 次＞ 

１ 報告書案  …………………………………… １ 

（別紙１）意見及び意見に対する考え方  … ２ 

（別紙２）改正案  …………………………… ６ 

２ 概 要  ……………………………………… 76 

参考（諮問対象外） 
○ 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金

及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イに

規定する総務大臣が告示する額を定める件案



（案） 

令和８年６月 12 日 

情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会 

部会長 藤井 威生 殿 

ユニバーサルサービス委員会

主査 関口 博正 

報 告 書 

令和８年４月 24 日付け諮問第 3217 号をもって諮問された事案に

ついて、審議の結果、下記のとおり報告する。 

記 

１ 本件について総務省が実施した意見募集に関し、提出された諮

問事項に係る意見に対する別紙１の総務省の考え方について、適

当と認められる。 

２ 本件、電気通信事業法施行規則等の一部改正については、別紙２

のとおり修正を加えた上で改正することが適当と認められる。 

以 上 
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案

（災害時用公衆電話の補填等に関する規定の整備）等

に対する意見及び意見に対する考え方

■意見募集期間：令和８年４月 25 日（土）～同年５月 29 日（金）

■案 件 番 号：145210696
■提 出 意 見 数：３件（法人１件、個人１件、匿名１件）

別紙１
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■提出された意見及び意見に対する考え方

意見 考え方 案の修正

1 

今回の意見募集の関連資料において示されている、「令和 7 年度

（令和 8 年度認可申請）以降の交付金の算定方法」については、当

分の間の電話交付金算定の方針を定めるものであることは承知して

おり、その方向性に異論はございません。その上で、今後の本格的

な制度見直しに向けて、以下の通り要望いたします。

今後、メタル回線の縮退が本格化し、メタル固定電話の契約数が

減少する一方、光ブロードバンド上の IP 電話の利用が拡大するな

ど、電話サービスを取り巻く環境は大きく変化することが想定され

ます。

2026 年 4 月 23 日開催の「ユニバーサルサービス政策委員会（第

51 回）・ユニバーサルサービス制度における交付金・負担金の算定

等に関するワーキンググループ（第 8 回）合同会合」にて弊社から

ご説明しましたとおり、今後の電話サービスはブロードバンドサー

ビスと一体で提供される形態が主流となります。

これに伴い、ユニバーサルサービス交付金制度も、将来を見据え、

電話サービスとブロードバンドサービスを一体的に捉えた制度設計

へと移行していくことが不可欠であると考えます。

したがって、今後の制度見直しにあたっては、ブロードバンドサ

ービスを前提とした新たな交付金・負担金制度の在り方について、

速やかに本格的な検討を開始していただくよう要望いたします。

【KDDI 株式会社】 

○ 賛同の御意見として承ります。

○ なお、ユニバーサルサービス交付金制度の見直しについては、

今後、NTT 東日本株式会社及び NTT 西日本株式会社 （以下「NTT
東西」という。）によるメタル回線の巻取りと代替サービスへの移

行等を踏まえて、引き続き適時適切に検討を行うことが適当と考

えます。

無

2 
令和 8 年度認可申請分から、災害時用公衆電話の補填を開始する

ための制度整備の方向性に賛同いたします。

【KDDI 株式会社】 

○ 賛同の御意見として承ります。 無

3 

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案第三条の規定

による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付

金及び第一種負担金算定等規則第五条第一項第五号イ（１）につい

て「第三号及び前号」と規定しているが、「及び」で接続しており、

○ 御指摘を踏まえ、修正いたします。 有
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また、「加えて得た額」という額の合計を行っている規定であるため、

あえて「第三号及び前号」と書き分けずに単に「前二号」と規定す

ればよいのではないか。

【個人】

4 

公共インフラとしての通信費の適正化と、大手通信キャリアの寡占

構造および不透明な販売手法の是正について

【意見内容】

1.公共料金化への背信と寡占構造の放置

電波や通信網は国民共有の財産であるにもかかわらず、通信業界は

「自由競争」という欺瞞の下で大手 3 社による寡占状態が固定化さ

れている。電気・ガスが公共料金として国が価格を監視する一方、

通信費は企業の言い値であり、インフラ維持の名目で国民から際限

なくコストを吸い上げる「イタチごっこ」の構造となっている。今

回の一連の制度整備も、結局は大手キャリアのインフラ維持コスト

を国民に転嫁するための枠組みであり、行政が果たすべきは「事業

者への補填」ではなく「国民生活を守るための公共料金化」への舵

取りである。

2.異常な囲い込みと「実質レンタル」という販売手法の撲滅

現在、通信市場では「端末購入サポート」を隠れ蓑にした実質的な

レンタル販売や、複雑怪奇な料金プランによる「囲い込み」が常態

化している。これらは、技術革新の恩恵を国民に還元するものでは

なく、消費者を解約困難な契約に縛り付け、高額な違約金や手数料

をかすめ取るための収奪装置である。高齢者やデジタル弱者が、こ

の不透明な契約の網に捕らえられ、生活を圧迫される現状を放置し

て、なぜ「技術的条件の整備」や「防災対策」などと言えるのか。

行政は、まずこの歪んだ販売手法を禁止し、消費者が自由に乗り換

えられる環境を強制的に作り出すべきである。

3.MVNO と自由競争という虚構

政府は「MVNO の促進」を値下げの切り札としてきたが、実態は大

手キャリアが支配する回線を借りているに過ぎず、大手の意向一つ

○ 電話のユニバーサルサービス交付金制度は、NTT 東西の自助努

力だけでは、電話のユニバーサルサービスの提供を維持すること

が困難になるおそれが生じたことから、その提供の確保に必要な

コストの一部について、NTT 東西が設置する電気通信設備に接続

する接続電気通信事業者等（負担事業者）が負担金を拠出し、基

礎的電気通信役務支援機関を通じて、NTT 東西に交付金を交付す

る仕組みとして創設されました。

○ その上で、電話のユニバーサルサービスについて、NTT 東西に

おいては、令和 6 年度には、約 649 億円の赤字が生じており、約

65 億円の交付金を交付することとしております。

○ また、負担金について、負担事業者が直接負担するのか、利用

者に負担を求めるのかという点については、各事業者の経営判断

に委ねられています。

○ そのほかの点については、今後の情報通信行政に関する参考の

御意見として承ります。

無
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でその競争環境は歪められる。地デジの普及や光回線の敷設におい

ても、結局は大手通信キャリアが巨額の税金や補助金を食い物にし

ながら、末端の消費者には高い料金を課し続ける。この構造がある

限り、いくら制度を整備しても、通信費が庶民の暮らしを圧迫する

現状は変わらない。

4.結論：行政に求める姿勢の転換

私たちがパブリックコメントを通じて総務省に求めているのは、企

業のためのシステム維持ではない。「誰でも低コストで安定して利用

できる通信」という、生活インフラとしての最低限の保障である。

今回の一連の省令・告示案においても、大手通信キャリアに対する

過剰な保護を排し、以下の三点を強く要求する。

国民から吸い上げる「ユニバーサルサービス料」等の強制徴収を廃

止し、事業者自身の利益をインフラ維持に充てること。

端末の囲い込みや解約縛り、高額手数料を完全禁止し、通信料金を

純粋なサービス対価として明確化すること。

高齢者や氷河期世代が、デジタル社会から排除されず、かつ生活コ

ストを圧迫されないための「通信費の公共的上限」を設けること。

行政は、大手通信キャリアのスポークスマンではなく、国民の生活

を守る「監視役」に立ち返れ。

【匿名】

（以上）

5



○
総
務
省
令
第

号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
百
九
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
及
び
第
百
七
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

林

芳
正

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙２
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改

正

後

改

正

前

附

則

［
１
～
４

略
］

５ 

様
式
第
三
十
八
の
二
の
第
一
表
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
三
の
項
を
記
載
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

附

則

［
１
～
４

同
上
］

［
新
設
］

様
式

第
3
8
の

２
(
第

4
0
条

の
３

第
２

号
、

第
4
0
条

の
４

第
１

項
、

第
4
0
条

の
５

関
係

）
 

様
式

第
3
8
の

２
(
第

4
0
条

の
３

第
２

号
、

第
4
0
条

の
４

第
１

項
、

第
4
0
条

の
５

関
係

）
 

［
略

］
 

［
同

左
］

 

［
第

１
表

 
略

］
 

［
第

１
表

 
同

左
］

 

［
注

１
 

略
］

 
［

注
１

 
同

左
］

 

 
 

２
 

第
1
4
条

第
２

号
イ

に
掲

げ
る

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

に
係

る
も

の
の

う
ち

、
電

気
通

信
事

業
者

自
ら

が
設

置
す

る
電

気
通

信
設

備
と

の
接

続
に

関
す

る
協

定
及

び
当

該
電

気
通

信
設

備
を

用
い

る
卸

電
気

通
信

役
務

の
提

供
を

受
け

る
契

約
に

基
づ

き
他

の
電

気
通

信
事

業
者

が
負

担
し

た
額

、
通

信
量

及
び

単
価

に
係

る
営

業
収

益
、

営
業

費
用

及
び

営
業

利
益

を
含

め
な

い
も

の
と

す
る

。
 

 
 

２
 

第
1
4
条

第
２

号
イ

に
規

定
す

る
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
に

係
る

も
の

の
う

ち
、

当
該

電
気

通
信

事
業

者
が

設
置

す
る

電
気

通
信

設
備

と
の

接
続

及
び

当
該

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

を
受

け
る

契
約

に
関

し
て

他
の

電
気

通
信

事
業

者
が

負
担

し
た

額
、

通
信

量
及

び
単

価
に

係
る

営
業

収
益

、
営

業
費

用
及

び
営

業
利

益
を

含
め

な
い

も
の

と
す

る
。

 

［
３

～
７

 
略

］
 

［
３

～
７

 
同

左
］

 

［
第

２
表

 
略

］
 

［
第

２
表

 
同

左
］

 

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

様
式

第
２

（
第

２
条

第
１

項
関

係
）

 

［
第

１
表

 
略

］
 

第
２

表
 

電
気

通
信

役
務

契
約

等
状

況
報

告
 

都
道

府
県

別
回

線
数

 

年
３

月
3
1
日

現
在

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
 

電
気

通
信

事
業

法
施

行
規

則
第

1
4
条

第
２

号
の

２
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務

 
 

事
業

者
名

 

都
道

府
県

 

区
分

 

避
難

所
 

帰
宅

困
難

者
一

時
 

滞
在

施
設

 
合

計
 

箇
所

数
 

回
線

数
 

箇
所

数
 

回
線

数
 

箇
所

数
 

回
線

数
 

合
 

計
 

［
注

１
・

２
 

略
］

 

３
 

避
難

所
と

は
、

災
害

対
策

基
本

法
（

昭
和

3
6
年

法
律

第
2
2
3
号

）
第

4
9
条

の
７

第
１

項
の

規
定

に
よ

り

指
定

さ
れ

た
指

定
避

難
所

そ
の

他
の

同
法

第
3
3
条

の
２

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
避

難
所

を
い

う
。

 

［
４

～
６

 
略

］
 

様
式

第
２

（
第

２
条

第
１

項
関

係
）

 

［
第

１
表

 
同

左
］

 

第
２

表
 

電
気

通
信

役
務

契
約

等
状

況
報

告
 

都
道

府
県

別
回

線
数

 

年
３

月
3
1
日

現
在

 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
 

電
気

通
信

事
業

法
施

行
規

則
第

1
4
条

第
２

号
の

２
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務

 
 

事
業

者
名

 

都
道

府
県

 

区
分

 

避
難

所
 

帰
宅

困
難

者
一

時
 

滞
在

施
設

 
合

計
 

箇
所

数
 

回
線

数
 

箇
所

数
 

回
線

数
 

箇
所

数
 

回
線

数
 

合
 

計
 

［
注

１
・

２
 

同
左

］
 

３
 

避
難

所
と

は
、

災
害

対
策

基
本

法
（

昭
和

3
6
年

法
律

第
2
2
3
号

）
第

4
9
条

の
７

第
１

項
の

規
定

に
よ

り

指
定

さ
れ

た
指

定
避

難
所

そ
の

他
の

同
項

に
規

定
す

る
避

難
所

を
い

う
。

 

［
４

～
６

 
同

左
］

 

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
第
一
種
交
付
金
及
び
第
一
種
負
担
金
算
定
等
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
第
一
種
交
付
金
及
び
第
一
種
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十

四
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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6頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
第
一
種
交
付
金
の
額
の
算
定
方
法
等
） 

第
五
条 
法
第
百
九
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
に
、
次
に

掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額
（
以
下
「
補
塡
対
象
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
自
ら
第
一
種
交
付
金
の
交
付
を

受
け
る
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
を
接
続
電
気
通
信
事
業
者
等
と
み
な
し
て
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
当
該
第
一
種
適
格
電
気

通
信
事
業
者
の
算
定
自
己
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
す
る
方
法
と
す
る
。 

 

［
一 

略
］ 

二 

法
第
百
九
条
第
二
項
の
原
価
の
う
ち
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
電
気
通
信

役
務
の
提
供
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
て
の
ア
ナ
ロ
グ
加
入
者
回
線
の
う
ち
他
の
第
一
種
適
格
電
気
通
信

事
業
者
に
係
る
も
の
も
含
め
て
加
入
者
回
線
単
価
が
最
高
額
の
も
の
か
ら
千
分
の
四
十
九
の
範
囲
に
属
す
る

ア
ナ
ロ
グ
加
入
者
回
線
で
あ
っ
て
各
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
も
の
に
対
応
し
た
当
該
役
務
の

提
供
に
要
す
る
交
換
設
備
と
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消
防
機
関
が
指
定
す
る
場
所
と
の
間
に
設
置

す
る
電
気
通
信
回
線
に
係
る
原
価 

三 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
額
（
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
低
い
額 

 
 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

 

四 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
額
（
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
低
い
額 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

 

五 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額 

イ 

総
務
大
臣
が
告
示
す
る
額
か
ら
⑴
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
、
⑵
に
掲
げ
る
額
を
⑶
に
掲
げ

る
額
で
除
し
て
得
た
割
合
（
当
該
割
合
に
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
乗
じ
て
得
た
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
た
額
と
し
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
が
零
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。
） 

 
 

 

⑴ 

前
二
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額
に
他
の
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
前
二
号
に

掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額
を
加
え
て
得
た
額 

 
 

 

⑵ 

次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
別
表
第
二
の
二
に
記
載
し
た
原
価 

 
 

 

⑶ 

次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
別
表
第
二
の
二
に
記
載
し
た
原
価
に
他
の
第
一
種
適
格
電
気

通
信
事
業
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
原
価
を
加
え
て
得
た
額 

 
 

ロ 

次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
別
表
第
二
の
二
に
記
載
し
た
原
価 

［
２
～
４ 

略
］ 

（
第
一
種
交
付
金
の
額
の
算
定
方
法
等
） 

第
五
条 

［
同
上
］ 

 
 

   

［
一 

同
上
］ 

二 

法
第
百
九
条
第
二
項
の
原
価
の
う
ち
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
て
の
ア
ナ
ロ
グ
加
入
者
回
線
の
う
ち
他
の
第
一

種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
も
の
も
含
め
て
加
入
者
回
線
単
価
が
最
高
額
の
も
の
か
ら
千
分
の
四
十
九

の
範
囲
に
属
す
る
ア
ナ
ロ
グ
加
入
者
回
線
で
あ
っ
て
各
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る
も
の
に
対
応

し
た
当
該
役
務
の
提
供
に
要
す
る
交
換
設
備
と
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
又
は
消
防
機
関
が
指
定
す
る
場

所
と
の
間
に
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
に
係
る
原
価 

三 

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
（
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役

務
の
提
供
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
低
い
額 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

四 

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
（
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役

務
の
提
供
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
低
い
額 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

          

［
２
～
４ 

同
上
］ 

（
原
価
等
の
届
出
） 

第
六
条 

［
略
］ 

２ 

次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
年
度
ご
と
に
、
別

表
第
一
の
二
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
二
の
二
の
届
出
書
を
作
成
し
、
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
、
そ
の
算
出

の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
原
価
等
の
届
出
） 

第
六
条 

［
同
上
］ 

２ 
次
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
年
度
ご
と
に
、
同

条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
一
の
二
及
び
別

表
第
二
の
届
出
書
を
作
成
し
、
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
二
の
二
の
届
出
書
を
作
成
し
、
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
算
出
の

根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
支
援
機
関
に
届
け
出
る
事
項
） 

第
七
条 

［
略
］ 

 

一 

［
略
］ 

 

二 

収
容
局
ご
と
の
法
第
百
九
条
第
二
項
の
原
価
の
う
ち
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
掲

（
支
援
機
関
に
届
け
出
る
事
項
） 

第
七
条 

［
同
上
］ 

 

一 

［
同
上
］ 

 

二 

収
容
局
ご
と
の
法
第
百
九
条
第
二
項
の
原
価
の
う
ち
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
号
ロ
及
び
第
四
号
ロ
に
規

修
正
前
： 

⑴ 

第
三
号
及
び
前
号
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
他
の
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
に
係
る

第
三
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
た
額 
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7頁 

げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
原
価 

［
削
る
］ 

   

［
削
る
］ 

   

三 

［
略
］ 

四 

施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
原
価
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設

備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
対
応
す
る
部
分
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
一
種
適
格
電
気
通
信
事

業
者
が
自
ら
利
用
者
料
金
を
設
定
し
て
い
る
電
気
通
信
役
務
に
対
応
す
る
部
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

五 

施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及

び
利
益
対
応
税
の
額 

定
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
原
価 

三 

前
年
度
に
お
け
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
端
末

設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
量
と
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接

続
さ
れ
る
端
末
設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
量
と
を
合
計
し
た
も
の
に
占
め
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
る

固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
一
端
に
接
続
さ
れ
る
端
末
設
備
か
ら
発
信
す
る
通
信
量
の
割
合 

四 

前
年
度
に
お
け
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
す
る
通
信
量
と
第
一
種
公
衆
電
話
機
以
外
の
第
一
種
適

格
電
気
通
信
事
業
者
の
公
衆
電
話
機
（
以
下
「
第
二
種
公
衆
電
話
機
」
と
い
う
。
）
か
ら
発
信
す
る
通
信
量

と
を
合
計
し
た
も
の
に
占
め
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
す
る
通
信
量
の
割
合 

五 

［
同
上
］ 

［
新
設
］ 

  

［
新
設
］ 

（
設
備
管
理
部
門
の
資
産
及
び
費
用
の
整
理
） 

第
十
五
条 

第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る

電
気
通
信
設
備
の
設
備
管
理
部
門
の
原
価
（
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
を

設
置
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
み
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備
の
撤
去
（
当

該
電
気
通
信
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備
の
撤
去
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
第
一
種
公
衆
電

話
機
台
数
削
減
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
並
び
に
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役

務
の
み
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
設
備
を
通
常
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
で
新
し
い
電
気
通
信
技
術

を
利
用
し
た
効
率
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
新
た
に
構
成
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
当
該
電
気
通
信
設
備
に
係

る
資
産
及
び
こ
の
場
合
に
当
該
電
気
通
信
設
備
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
係

る
通
信
量
又
は
回
線
数
の
増
加
に
応
じ
て
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
当
該
電
気
通
信
設
備
に
係
る
費
用
を
、
総
務

大
臣
が
通
知
す
る
手
順
に
よ
り
、
年
度
ご
と
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
２
～
４ 

略
］ 

（
設
備
管
理
部
門
の
資
産
及
び
費
用
の
整
理
） 

第
十
五
条 

第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る

電
気
通
信
設
備
の
設
備
管
理
部
門
の
原
価
（
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
を

設
置
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
み
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備
の
撤
去
（
当

該
電
気
通
信
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備
の
撤
去
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
第
一
種
公
衆
電

話
機
台
数
削
減
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
電
気
通

信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
設
備
を
通
常
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
で
新
し
い
電
気
通
信
技
術
を
利
用

し
た
効
率
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
新
た
に
構
成
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
当
該
電
気
通
信
設
備
に
係
る
資
産

及
び
こ
の
場
合
に
当
該
電
気
通
信
設
備
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
通
信

量
又
は
回
線
数
の
増
加
に
応
じ
て
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
当
該
電
気
通
信
設
備
に
係
る
費
用
を
、
総
務
大
臣
が

通
知
す
る
手
順
に
よ
り
、
年
度
ご
と
に
整
理
し
、
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に
、
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

（
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
設
備
管
理
部
門
の
資
産
及
び
費
用
の
整
理
） 

第
十
七
条
の
二 

第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に

係
る
電
気
通
信
設
備
の
設
備
管
理
部
門
の
原
価
（
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の

算
出
に
当
た
っ
て
は
、
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
を
設
置
し
て
提
供
す
る

音
声
伝
送
役
務
の
み
に
用
い
て
い
た
資
産
（
当
該
資
産
の
撤
去
の
み
を
目
的
と
し
て
撤
去
さ
れ
た
も
の
に
限
る

。
）
及
び
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
費
用
を
、
年
度
ご
と
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
２ 

略
］ 

３ 

第
一
項
の
整
理
は
、
資
産
に
あ
っ
て
は
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
の
第
一
表
の
営
業
費
用
を
基

礎
と
し
て
施
行
規
則
第
四
十
条
の
五
の
三
に
規
定
す
る
基
準
を
用
い
て
別
表
第
九
の
三
に
よ
る
第
一
種
公
衆
電

話
機
台
数
削
減
関
係
固
定
資
産
明
細
表
を
作
成
し
て
、
費
用
に
あ
っ
て
は
別
表
第
九
の
四
に
掲
げ
る
費
用
算
定

方
式
を
用
い
て
別
表
第
九
の
五
に
よ
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
区
分
別
費
用
明
細
表
を
作
成
し

て
、
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
設
備
管
理
部
門
の
資
産
及
び
費
用
の
整
理
） 

第
十
七
条
の
二 

第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に

係
る
電
気
通
信
設
備
の
設
備
管
理
部
門
の
原
価
（
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の

算
出
に
当
た
っ
て
は
、
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
を
設
置
し
て
提
供
す
る

音
声
伝
送
役
務
の
み
に
用
い
て
い
た
資
産
（
当
該
資
産
の
撤
去
の
み
を
目
的
と
し
て
撤
去
さ
れ
た
も
の
に
限
る

。
）
及
び
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
費
用
を
、
年
度
ご
と
に
整
理
し
、
年
度
経
過
後
五
月
以
内
に

、
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
２ 

略
］ 

３ 
第
一
項
の
整
理
は
、
資
産
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
六
に
掲
げ
る
正
味
固
定
資
産
価
額
算
定
方
法
を
用
い
て
別

表
第
九
の
三
に
よ
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
関
係
固
定
資
産
明
細
表
を
作
成
し
て
、
費
用
に
あ
っ
て
は

、
別
表
第
九
の
四
に
掲
げ
る
費
用
算
定
方
式
を
用
い
て
別
表
第
九
の
五
に
よ
る
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減

に
係
る
区
分
別
費
用
明
細
表
を
作
成
し
て
、
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
設
備
管
理
部
門
原
価
の
算
定
） 

第
十
七
条
の
三 

前
条
第
一
項
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
設
備
の
設
備
管
理
部
門
の
原
価
（

第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
別
表
第
九
の
五
の
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数

（
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
設
備
管
理
部
門
原
価
の
算
定
） 

第
十
七
条
の
三 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
設
備
の
設
備
管
理
部
門
の

原
価
（
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
別
表
第
九
の
五
の
第
一
種
公
衆
電
話
機
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8頁 

 
 

削
減
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
す
る
。 

台
数
削
減
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
す
る
。 

（
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
資
産
及
び
費
用
の
整
理
） 

第
十
七
条
の
四 

第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に

係
る
電
気
通
信
設
備
の
設
備
管
理
部
門
の
原
価
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に

掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
み
に
用
い
て
い
た
資
産
及
び
費
用
を
、
年
度
ご
と
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
整
理
は
、
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
み
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通

信
設
備
を
、
別
表
第
九
の
六
の
左
欄
の
対
象
設
備
ご
と
に
、
同
表
の
右
欄
の
設
備
区
分
に
区
分
し
て
行
う
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
整
理
は
、
資
産
に
あ
っ
て
は
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
の
第
一
表
の
営
業
費
用
を
基

礎
と
し
て
施
行
規
則
第
四
十
条
の
五
の
三
に
規
定
す
る
基
準
を
用
い
て
別
表
第
九
の
七
に
よ
る
施
行
規
則
第
十

四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
固
定
資
産
明
細
表
を
作
成
し
て
、
費
用
に
あ
っ
て
は
第
一

号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
の
第
一
表
の
営
業
費
用
を
基
礎
と
し
て
施
行
規
則
第
四
十
条
の
五
の
三
に
規

定
す
る
基
準
を
用
い
て
別
表
第
九
の
八
に
よ
る
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に

係
る
区
分
別
費
用
明
細
表
を
作
成
し
て
、
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
新
設
］ 

（
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
設
備
管
理
部
門
原
価
の
算
定
） 

第
十
七
条
の
五 

前
条
第
一
項
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
設
備
の
設
備
管
理
部
門
の
原
価
は
、

当
該
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
必
要
な
費
用
（
別
表
第
九
の
八
の
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費

用
を
い
う
。
）
に
別
表
第
一
の
二
の
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
（
設
備
管

理
部
門
に
対
応
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
加
え
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 ［
新
設
］ 

（
設
備
管
理
部
門
の
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
原
価
の
算
定
） 

第
十
八
条 

設
備
管
理
部
門
の
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
原
価
は
、
年
度
ご
と
に
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
算
定
し
た
設
備
管
理
部
門
の
原
価
を
基
礎
と
し
て
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
通
信
量
等

を
用
い
て
、
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
手
順
に
よ
り
算
定
し
た
設
備
管
理
部
門
の
原
価
に
第
十
七
条
の
三
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
設
備
管
理
部
門
の
原
価
及
び
第
十
七
条
の
五
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
の
二
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
設
備
管
理
部
門
原
価
を

加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
ご
と
に
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
設
備
管
理
部
門
の
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
原
価
の
算
定
） 

第
十
八
条 

設
備
管
理
部
門
の
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
原
価
は
、
年
度
ご
と
に
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
算
定
し
た
設
備
管
理
部
門
の
原
価
を
基
礎
と
し
て
、
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
通
信
量
等

を
用
い
て
、
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
手
順
に
よ
り
算
定
し
た
設
備
管
理
部
門
の
原
価
に
第
十
七
条
の
三
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
第
一
種
公
衆
電
話
機
台
数
削
減
に
係
る
設
備
管
理
部
門
の
原
価
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
第

一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
ご
と
に
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

［
１
～
９ 

略
］ 

10 

別
表
第
一
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
三
の
項
を
記
載
し
な
い
こ
と
と
す
る
。 

11 

［
略
］ 

附 

則 

［
１
～
９ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

10 

［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

13



 

 

9頁 

 別
表

第
１

（
第

６
条

関
係

）
 

法
第

1
0
8
条

第
１

項
の

規
定

に
係

る
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
要

し
た

原
価

及
び

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
提

供
に

よ
り

生
じ

た
収

益
の

額
明

細
表

 

 
第

一
種

適
格

電
気

通
信

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
度

分
 

（
単

位
 

円
）

 
 

 

収
益

の
額

 

設
備
管
理
部
門
の
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
原
価
 

設
備

利
用

部
門

の
 

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

原
価

 
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
原

価
 

 
う

ち
第

一
種

公
衆

電
話

機

台
数

削
減

以
外

の
原

価
 

う
ち

第
一

種
公

衆
電

話
機

台
数

削
減

原
価

 

１
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
１

号
に

掲
げ

る
も

の
 

(
1
)
 

同
号

イ
に

掲
げ

る
も

の
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

同
号

ロ
に

掲
げ

る
も

の
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 

２
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
に

掲
げ

る
も

の
 

(
1
)
 

同
号

イ
に

掲
げ

る
も

の
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

同
号

ロ
に

掲
げ

る
も

の
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 

２
の

２
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
の

２
に

掲
げ

る
も

の
 

 
 

 
 

 
 

３
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
３

号
に

掲
げ

る
も

の
 

(
1
)
 

同
号

イ
に

掲
げ

る
も

の
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

同
号

ロ
に

掲
げ

る
も

の
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 

４
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
４

号
に

掲
げ

る
も

の
 

(
1
)
 

同
号

イ
に

掲
げ

る
も

の
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

同
号

ロ
に

掲
げ

る
も

の
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 
 

 

注
１

 
収

益
の

額
は

、
施

行
規

則
第

1
4
条

第
１

号
イ

及
び

ロ
、

第
２

号
イ

及
び

ロ
、

第
２

号
の

２
、

第
３

号
イ

及
び

ロ
並

び
に

第
４

号
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務
ご

と
に

、
施

行
規

則
第

4
0
条

の
３

又
は

第
4
0
条

の
５

の
規

定
に

よ
り

提
出

し
た

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

収
支

表
に

記
載

し
た

営
業

費
用

の
額

に
係

る
原

価
か

ら
、

別
表

第
1
0
の

１
の

科
目

ロ
及

び
ハ

、
３

の
科

目
並

び
に

４
の

科
目

の
控

除
対

象
原

価
の

内
容

の
欄

に
係

る
原

価
を

差
し

引
い

た
も

の
を

、
当

該
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
収

支
表

に
記

載
し

た
営

業
費

用
の

額
に

係
る

原
価

で
除

し
て

得
た

数
値

に
、

当
該

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

収
支

表
に

記
載

し
た

営
業

収
益

の
額

を
乗

じ
て

算
定

す
る

こ
と

。
 

２
 

１
の

項
の

施
行

規
則

第
4
0
条

の
３

又
は

第
4
0
条

の
５

の
規

定
に

よ
り

提
出

し
た

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

収
支

表
に

記
載

し
た

営
業

費
用

の
額

に
係

る
原

価
は

、
当

該
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
収

支
表

に
記

載
し

た
営

業
費

用
の

額
に

、
他

人
資

本
費

用
、

自
己

資
本

費
用

及
び

利
益

対
応

税
の

合
計

額
を

加
え

て
算

定
す

る
こ

と
。

 

３
 

接
続

料
規

則
第

1
1
条

（
第

３
項

た
だ

し
書

及
び

第
５

項
た

だ
し

書
を

除
く

。
）

、
第

1
2
条

（
第

５
項

を
除

く
。

）
及

び
第

1
3
条

の
規

定
は

、
４

の
項

に
お

け
る

施
行

規
則

第
4
0
条

の
３

又
は

第
4
0
条

の
５

の
規

定
に

よ
り

提
出

し

た
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
収

支
表

に
記

載
し

た
営

業
費

用
の

額
に

係
る

原
価

を
構

成
す

る
他

人
資

本
費

用
、

自
己

資
本

費
用

及
び

利
益

対
応

税
の

計
算

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ

る
接

続
料

規
則

の
規

定
中

同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

字
句

に
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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10頁 

 
第

1
1
条

第
１

項
 

一
般
法
定
機
能 

第
一
種
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
第
一
種
交
付
金
及
び
第
一
種
負
担

金
算
定
等
規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
（
卸
電
気
通
信
役
務
を
含
む
。
以
下
「
第
一
号
算
定
対
象
電
気

通
信
役
務
」
と
い
う
。
） 

一
般

法
定

機
能

 
第

一
号

算
定

対
象

電
気

通
信

役
務

 

第
1
1
条

第
２

項
 

一
般
法
定
機
能 

第
一
号
算
定
対
象
電
気
通
信
役
務 

一
般

法
定

機
能

 
第

一
号

算
定

対
象

電
気

通
信

役
務

 

対
象

設
備

等
 

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
提

供
に

係
る

電
気

通
信

設
備

、
附

属
設

備
並

び
に

土
地

及
び

施
設

 

第
1
1
条

第
３

項
 

対
象
設
備
等 

第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
電
気
通
信
設
備
、
附
属
設
備
並
び
に
土
地
及
び
施
設 

法
第
三
十
三
条
第
五
項
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
様
式
第

二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味
固
定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ

の
他
の
一
般
法
定
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第

二
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し
て 

接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
に
準
じ
て 

第
1
1
条

第
４

項
 

第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門 

設
備
管
理
部
門
及
び
設
備
利
用
部
門 

 
 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備 

設
備
管
理
部
門
及
び
設
備
利
用
部
門 

第
1
1
条

第
５

項
 

対
象

設
備

等
の

第
一

種
指

定
設

備
管

理
運

営
費

 
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
係

る
営

業
費

用
 

一
般

法
定

機
能

の
 

第
一

号
算

定
対

象
電

気
通

信
役

務
の

 

一
般

法
定

機
能

に
係

る
接

続
料

 
電

気
通

信
役

務
に

関
す

る
料

金
並

び
に

当
該

電
気

通
信

役
務

の
提

供
に

関
し

他
の

電
気

通
信

事
業

者
と

の
間

で
締

結
す

る
電

気

通
信

設
備

の
接

続
に

関
す

る
協

定
及

び
卸

電
気

通
信

役
務

の
提

供
に

関
す

る
契

約
に

よ
り

取
得

す
る

金
額

又
は

料
金

 

第
1
2
条

第
１

項
及

び

第
1
3
条

第
１

項
 

一
般
法
定
機
能 

第
一
号
算
定
対
象
電
気
通
信
役
務 

一
般

法
定

機
能

 
第

一
号

算
定

対
象

電
気

通
信

役
務

 

４
 

１
の

項
(
2
)
及

び
２

の
項

(
2
)
の

設
備

管
理

部
門

の
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
原

価
の

欄
に

は
、

当
該

電
気

通
信

役
務

を
提

供
す

る
た

め
に

要
し

た
費

用
か

ら
当

該
役

務
を

行
う

た
め

の
設

備
等

の
設

置
へ

の
対

価
と

し
て

得
た

収
益

を
差

し
引

い
た

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

５
 

２
の

項
(
1
)
の

収
益

の
額

の
欄

に
は

、
施

行
規

則
第

1
4
条

第
２

号
に

規
定

す
る

第
一

種
公

衆
電

話
機

の
一

台
当

た
り

の
収

益
の

額
を

ア
ナ

ロ
グ

公
衆

電
話

機
の

一
台

当
た

り
の

収
益

の
額

と
み

な
し

て
算

定
し

た
も

の
を

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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11頁 

別
表

第
１

の
２

（
第

６
条

関
係

）
 

第
７

条
第

３
号

及
び

第
５

号
に

規
定

す
る

事
項

 

 
第

一
種

適
格

電
気

通
信

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度

分
 

（
単

位
 

円
）

 

注
１

 
他

人
資

本
費

用
の

額
は

、
次

の
式

に
よ

り
計

算
す

る
こ

と
。

 

当
該

役
務

の
細

目
に

係
る

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

×
他

人
資

本
比

率
×

他
人

資
本

利
子

率
 

２
 

当
該

役
務

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
の

額
は

、
次

の
式

に
よ

り
計

算
す

る
こ

と
。

 

当
該

役
務

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
＝

（
当

該
役

務
の

提
供

に
係

る
正

味
固

定
資

産
価

額
×

（
１

＋
繰

延
資

産
比

率
＋

投
資

等
比

率
＋

貯
蔵

品
比

率
）

＋
運

転
資

本
）

×
原

価
及

び
利

潤
の

算
定

期
間

 

３
 

正
味

固
定

資
産

価
額

は
、

電
気

通
信

事
業

会
計

規
則

第
５

条
第

１
項

に
基

づ
き

作
成

し
た

固
定

資
産

等
明

細
表

の
差

引
期

末
残

高
を

基
礎

と
し

て
算

定
す

る
こ

と
。

 

４
 

繰
延

資
産

比
率

、
投

資
等

比
率

及
び

貯
蔵

品
比

率
は

、
そ

れ
ぞ

れ
、

接
続

会
計

規
則

別
表

第
２

様
式

第
２

に
記

載
さ

れ
た

第
一

種
指

定
設

備
管

理
部

鬥
の

電
気

通
信

事
業

固
定

資
産

の
額

に
対

す
る

繰
延

資
産

及
び

投
資

そ
の

他
の

資
産

（
指

定
電

気
通

信
設

備
の

管
理

運
営

に
不

可
欠

で
あ

り
、

か
つ

、
収

益
の

見
込

ま
れ

な
い

も
の

に
限

る
。

）
の

額
の

占
め

る
比

率
並

び
に

電
気

通
信

事
集

会
計

規
則

別
表

第
２

様
式

第
１

に
記

載
さ

れ
た

固
定

資
産

の
額

か
ら

同

表
様

式
第

1
に

記
載

さ
れ

た
投

資
そ

の
他

の
資

産
の

額
を

除
い

た
額

に
対

す
る

貯
蔵

品
の

額
の

占
め

る
比

率
の

実
績

値
を

基
礎

と
し

て
算

定
す

る
こ

と
。

 

５
 

運
転

資
本

の
額

は
、

次
の

式
に

よ
り

計
算

す
る

こ
と

。
 

運
転

資
本

＝
第

1
5
条

第
３

項
の

電
気

通
信

設
備

、
こ

れ
の

附
属

設
備

並
び

に
こ

れ
ら

を
設

置
す

る
土

地
及

び
施

設
の

設
備

管
理

運
営

費
（

減
価

償
却

費
、

固
定

資
産

除
却

損
及

び
租

税
公

課
相

当
額

を
除

く
。

）
×

（
第

一
号

算
定

対

象
電

気
通

信
役

務
の

提
供

か
ら

当
該

電
気

通
信

役
務

に
関

す
る

料
金

並
び

に
当

該
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
関

し
他

の
電

気
通

信
事

業
者

と
の

間
で

締
結

す
る

電
気

通
信

設
備

の
接

続
に

関
す

る
協

定
及

び
卸

電
気

通
信

役
務

の
提

供

に
関

す
る

契
約

に
よ

り
取

得
す

る
金

額
又

は
料

金
の

収
納

ま
で

の
平

均
的

な
日

数
／

3
6
5
日

）
 

６
 

他
人

資
本

比
率

は
、

負
債

の
額

が
負

債
資

本
合

計
の

額
に

占
め

る
割

合
の

実
績

値
を

基
礎

と
し

て
算

定
す

る
こ

と
。

 

７
 

他
人

資
本

利
子

率
は

、
社

債
、

借
入

金
及

び
リ

ー
ス

負
債

（
以

下
「

有
利

子
負

債
」

と
い

う
。

）
に

対
す

る
利

子
率

並
び

に
有

利
子

負
債

以
外

の
負

債
に

対
す

る
利

子
相

当
率

を
、

有
利

子
負

債
及

び
有

利
子

負
債

以
外

の
負

債
が

負
債

の
合

計
に

占
め

る
比

率
に

よ
り

加
重

平
均

し
た

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

８
 

有
利

子
負

債
に

対
す

る
利

子
率

は
、

有
利

子
負

債
の

額
に

対
す

る
営

業
外

費
用

の
う

ち
有

利
子

負
債

に
係

る
も

の
の

額
の

比
率

の
実

績
値

を
基

礎
と

し
て

算
定

す
る

こ
と

。
 

９
 

有
利

子
負

債
以

外
の

負
債

に
対

す
る

利
子

相
当

率
は

、
当

該
負

債
の

性
質

及
び

安
全

な
資

産
に

対
す

る
資

金
運

用
を

行
う

場
合

に
合

理
的

に
期

待
し

得
る

利
回

り
を

勘
案

し
た

値
と

す
る

こ
と

。
 

1
0
 

自
己

資
本

費
用

の
額

は
、

次
の

式
に

よ
り

計
算

す
る

こ
と

。
 

自
己

資
本

費
用

＝
当

該
役

務
の

細
目

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
×

自
己

資
本

比
率

×
自

己
資

本
利

益
率

 

1
1
 

自
己

資
本

比
率

は
、

一
か

ら
他

人
資

本
比

率
を

差
し

引
い

た
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

1
2
 

自
己

資
本

利
益

率
は

、
次

の
式

に
よ

り
計

算
さ

れ
る

期
待

自
己

資
本

利
益

率
の

過
去

３
年

間
（

リ
ス

ク
（

通
常

の
予

測
を

超
え

て
発

生
し

得
る

危
険

を
い

う
。

以
下

こ
の

別
表

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
低

い
金

融
商

品
の

平
均

金
利

が
、

他
産

業
に

お
け

る
主

要
企

業
平

均
自

己
資

本
利

益
率

に
比

し
て

高
い

年
度

を
除

く
。

）
の

平
均

値
又

は
他

産
業

に
お

け
る

主
要

企
業

の
過

去
５

年
間

の
平

均
自

己
資

本
利

益
率

の
い

ず
れ

か
低

い
方

を
上

限
と

し
た

合
理

的
な

値

と
す

る
こ

と
。

 

期
待

自
己

資
本

利
益

率
＝

リ
ス

ク
の

低
い

金
融

商
品

の
平

均
金

利
＋

β
×

（
他

産
業

に
お

け
る

主
要

企
業

の
平

均
自

己
資

本
利

益
率

－
リ

ス
ク

の
低

い
金

融
商

品
の

平
均

金
利

）
 

1
3
 

β
は

、
主

要
企

業
の

実
績

自
己

資
本

利
益

率
の

変
動

に
対

す
る

事
業

者
の

実
績

自
己

資
本

利
益

率
の

変
動

に
よ

り
計

測
さ

れ
た

数
値

を
基

礎
と

し
、

他
産

業
に

お
け

る
同

様
の

値
を

勘
案

し
た

合
理

的
な

値
と

す
る

こ
と

。
た

だ

し
、

実
績

自
己

資
本

利
益

率
に

代
え

て
株

式
価

格
を

採
用

す
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
。

 

1
4
 

利
益

対
応

税
の

額
は

、
次

の
式

に
よ

り
計

算
す

る
こ

と
。

 

役
務

の
細

目
 

他
人

資
本

費
用

 
自

己
資

本
費

用
 

利
益

対
応

税
 

合
計

 

 

う
ち

 

設
備

管
理

部
門

費
用

 

う
ち

 

設
備

利
用

部
門

費
用

 

 

う
ち

 

設
備

管
理

部
門

費
用

 

う
ち

 

設
備

利
用

部
門

費
用

 

 

う
ち

 

設
備

管
理

部
門

費
用

 

う
ち

 

設
備

利
用

部
門

費
用

 

 

う
ち

 

設
備

管
理

部
門

費
用

 

う
ち

 

設
備

利
用

部
門

費
用

 

１
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
イ

に
掲

げ
る

も
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

２
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
ロ

に
掲

げ
る

も
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

３
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
の

２
に

掲
げ

る
も

の
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計
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12頁 

利
益

対
応

税
＝

（
自

己
資

本
費

用
＋

当
該

役
務

の
細

目
に

係
る

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

×
他

人
資

本
比

率
×

有
利

子
負

債
以

外
の

負
債

比
率

×
利

子
相

当
率

）
×

利
益

対
応

税
率

 

1
5
 

有
利

子
負

債
以

外
の

負
債

比
率

は
、

有
利

子
負

債
以

外
の

負
債

の
額

が
負

債
の

額
に

占
め

る
比

率
の

実
績

値
を

基
礎

と
し

て
算

定
す

る
こ

と
。

 

1
6
 

利
益

対
応

税
率

は
、

法
人

税
、

事
業

税
及

び
そ

の
他

所
得

に
課

さ
れ

る
税

の
税

率
の

合
計

を
基

礎
と

し
て

算
定

す
る

こ
と

。
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13頁 

 別
表

第
２

の
２

（
第

６
条

関
係

）
 

第
７

条
第

４
号

に
規

定
す

る
事

項
 

 
第

一
種

適
格

電
気

通
信

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度

分
 

（
単

位
 

円
）

 

 
 

 
 

原
価

 
 

備
考

 

 
 

う
ち

設
備

管
理

部
門

原
価

 
う

ち
設

備
利

用
部

門
原

価
 

 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
の

２
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
係

る
原

価
（

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
設

備
で

あ
る

固
定

端
末

系
伝

送
路

設
備

に

対
応

す
る

部
分

に
係

る
も

の
で

あ
っ

て
、

第
一

種
適

格
電

気
通

信
事

業

者
が

自
ら

利
用

者
料

金
を

設
定

し
て

い
る

電
気

通
信

役
務

に
対

応
す

る

部
分

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

 

 
 

 
 

別
表
第
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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14頁 

 別
表

第
５

（
第

1
5
条

関
係

）
 

 
第

１
 

対
象

設
備

に
係

る
設

備
区

分
 

対
象

設
備

 
設

備
区

分
 

端
末

系
伝

送
路

設
備

（
加

入
者

側
終

端
装

置
及

び

端
末

系
交

換
等

設
備

と
の

間
等

に
設

置
さ

れ
る

伝

送
装

置
等

を
除

く
。

）
 

主
配

線
盤

 
端

末
系

伝
送

路
設

備
に

属
す

る
部

分
に

限
る

。
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

 
端

末
系

伝
送

路
設

備
に

属
す

る
部

分
に

限
る

。
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
 

加
入

者
側

終
端

装
置

～
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

間
に

設
置

す
る

も
の

 

 
加

入
者

側
終

端
装

置
～

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
間

（
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

を
経

由
し

な
い

場
合

に
限

る
。

）

に
設

置
す

る
も

の
 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

 
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

～
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

系
電

柱
 

加
入

者
側

終
端

装
置

～
メ

タ
ル

回
線

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

加
入

系
管

路
 

加
入

者
側

終
端

装
置

～
メ

タ
ル

回
線

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

加
入

系
中

口
径

管
路

 
加

入
者

側
終

端
装

置
～

メ
タ

ル
回

線
収

容
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

系
共

同
溝

 
加

入
者

側
終

端
装

置
～

メ
タ

ル
回

線
収

容
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の

 

加
入

系
と

う
道

 
加

入
者

側
終

端
装

置
～

メ
タ

ル
回

線
収

容
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の

 

電
線

共
同

溝
 

加
入

者
側

終
端

装
置

～
メ

タ
ル

回
線

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

自
治

体
管

路
 

加
入

者
側

終
端

装
置

～
メ

タ
ル

回
線

収
容

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

情
報

ボ
ッ

ク
ス

 
加

入
者

側
終

端
装

置
～

メ
タ

ル
回

線
収

容
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の

 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

 
加

入
者

側
終

端
装

置
～

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
間

に
設

置
す

る
も

の
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
～

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
間

に
設

置
す

る
も

の
 

加
入

者
側

終
端

装
置

～
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

間
（

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
を

経
由

し
な

い
場

合
に

限
る

。
）

に
設

置
す

る
も

の
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
等

（
端

末
系

伝
送

路
設

備

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
伝

送
装

置
等

を
含

む
。

）
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
 

収
容

局
に

設
置

す
る

も
の

 

共
用

収
容

ル
ー

タ
 

収
容

局
に

設
置

す
る

も
の

 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
 

収
容

局
に

設
置

す
る

も
の

（
ア

ナ
ロ

グ
局

内
回

線
収

容
部

及
び

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

を
除

く
。

）
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

レ
イ

ヤ
２

ス
イ

ッ
チ

（
以

下
「

メ
タ

ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
」

と
い

う
。

）
 

収
容

局
に

設
置

す
る

も
の

 

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

 
収

容
局

に
設

置
す

る
も

の
 

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
 

 
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

等
に

係
る

設
備

区
分

の

う
ち

、
回

線
数

の
増

減
に

応
じ

て
当

該
設

備
に

係
る

費
用

が
増

減
す

る
も

の
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
 

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収
容

部
、

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

及
び

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回

線
共

通
部

を
除

く
。

 

 
ア

ナ
ロ

グ
局

内
回

線
収

容
部

 
加

入
者

側
終

端
装

置
～

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
間

に
設

置
す

る
も

の
 

別
表
第
五
か
ら
別
表
第
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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15頁 

 
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
～

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
間

に
設

置
す

る
も

の
 

 
 

加
入

者
側

終
端

装
置

～
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

間
（

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
を

経
由

し
な

い
場

合
に

限
る

。
）

に
設

置
す

る
も

の
 

 
ア

ナ
ロ

グ
・

デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通

部
 

加
入

者
側

終
端

装
置

～
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

間
に

設
置

す
る

も
の

 

 
主

配
線

盤
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
等

に
属

す
る

部
分

に
限

る
。

 

 
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
 

収
容

ル
ー

タ
に

属
す

る
部

分
に

限
る

。
 

関
門

系
ル

ー
タ

以
外

の
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

 
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

 
コ

ア
局

に
設

置
す

る
も

の
 

コ
ア

局
用

レ
イ

ヤ
２

ス
イ

ッ
チ

 

（
以

下
「

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

」
と

い
う

。
）

 

コ
ア

局
に

設
置

す
る

も
の

 

中
継

系
伝

送
路

設
備

で
あ

っ
て

、
メ

タ
ル

回
線

収

容
装

置
等

と
関

門
系

ル
ー

タ
以

外
の

共
用

コ
ア

ル

ー
タ

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
も

の
（

中
継

系
伝

送

路
設

備
の

両
端

に
対

向
し

て
設

置
さ

れ
る

伝
送

装

置
等

を
含

む
。

）
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

伝
送

装
置

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

中
間

中
継

伝
送

装
置

 
収

容
ル

ー
タ

～
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の

 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
又

は
共

用
収

容
ル

ー
タ

～
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の

 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

無
線

伝
送

装
置

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
又

は
共

用
収

容
ル

ー
タ

～
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の

 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

無
線

ア
ン

テ
ナ

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

無
線

鉄
塔

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

衛
星

通
信

設
備

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

中
継

系
電

柱
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
又

は
共

用
収

容
ル

ー
タ

～
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の

 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

中
継

系
管

路
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
又

は
共

用
収

容
ル

ー
タ

～
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

間
に

設
置

す
る

も
の
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16頁 

 
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

中
継

系
中

口
径

管
路

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

中
継

系
共

同
溝

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

中
継

系
と

う
道

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

又
は

共
用

収
容

ル
ー

タ
～

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
間

に
設

置
す

る
も

の
 

Ｓ
Ｉ

Ｐ
サ

ー
バ

 
コ

ー
ル

サ
ー

バ
 

（
以

下
「

Ｃ
Ｓ

」
と

い
う

。
）

 

コ
ア

局
に

設
置

す
る

も
の

 

関
門

系
ル

ー
タ

 
関

門
系

ル
ー

タ
 

相
互

接
続

局
に

設
置

す
る

も
の

 

 
相

互
接

続
局

用
レ

イ
ヤ

２
ス

イ
ッ

チ
 

（
以

下
「

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

」
と

い
う

。
）

 

相
互

接
続

局
に

設
置

す
る

も
の

 

セ
ッ

シ
ョ

ン
ボ

ー
ダ

コ
ン

ト
ロ

ー
ラ

 
セ

ッ
シ

ョ
ン

ボ
ー

ダ
コ

ン
ト

ロ
ー

ラ
 

（
以

下
「

Ｓ
Ｂ

Ｃ
」

と
い

う
。

）
 

相
互

接
続

局
に

設
置

す
る

も
の

 

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
 

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
 

相
互

接
続

局
に

設
置

す
る

も
の

 

Ｉ
Ｐ

電
話

用
Ｄ

Ｎ
Ｓ

サ
ー

バ
 

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

 
相

互
接

続
局

に
設

置
す

る
も

の
 

都
道

府
県

区
域

間
伝

送
路

設
備

 
都

道
府

県
区

域
間

伝
送

路
設

備
 

相
互

接
続

局
に

設
置

す
る

も
の

 

公
衆

電
話

機
 

公
衆

電
話

機
端

末
 

公
衆

電
話

端
末

に
限

る
。
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17頁 

 
第

２
 

附
属

設
備

等
に

係
る

設
備

等
区

分
 

 
 

附
属

設
備

等
 

設
備

等
区

分
 

空
調

設
備

 
空

調
設

備
 

電
力

設
備

 
整

流
装

置
 

直
流

変
換

電
源

装
置

 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
 

蓄
電

池
 

受
電

装
置

 

発
電

装
置

 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
 

可
搬

型
発

動
発

電
機

 

機
械

室
建

物
 

機
械

室
建

物
 

機
械

室
土

地
 

機
械

室
土

地
 

監
視

設
備

 
総

合
監

視
 

収
容

局
設

備
 

コ
ア

局
設

備
 

伝
送

無
線

機
械

 

市
外

線
路

 

市
内

線
路

 

共
通

用
建

物
 

共
通

用
建

物
 

共
通

用
土

地
 

共
通

用
土

地
 

構
築

物
 

構
築

物
 

機
械

及
び

装
置

 
機

械
及

び
装

置
 

車
両

 
車

両
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

無
形

固
定

資
産

（
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
を

除
く

。
）

 
無

形
固

定
資

産
（

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
除

く
。

）
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18頁 

別
表

第
６

（
第

1
5
条

・
第

1
7
条

の
２

関
係

）
 

正
味

固
定

資
産

価
額

算
定

方
法

 

定
額

法
正

味
固

定
資

産
価

額
＝

Σ
ｎ

＝
１

～
経

済
的

耐
用

年
数
（

定
額

法
正

味
固

定
資

産
価

額
（

ｎ
）

）
÷

経
済

的
耐

用
年

数
 

定
額

法
正

味
固

定
資

産
価

額
（

ｎ
）

＝
（

期
首

定
額

法
正

味
固

定
資

産
価

額
（

ｎ
）

＋
期

末
定

額
法

正
味

固
定

資
産

価
額

（
ｎ

）
）

÷
２

 

期
首

定
額

法
正

味
固

定
資

産
価

額
（

ｎ
）

＝
Ｍ

Ａ
Ｘ

｛
投

資
額

－
（

（
投

資
額

－
最

低
残

存
価

額
）

÷
法

定
耐

用
年

数
）

×
（

ｎ
－

１
）

、
最

低
残

存
価

額
｝

 

期
末

定
額

法
正

味
固

定
資

産
価

額
（

ｎ
）

＝
Ｍ

Ａ
Ｘ

｛
投

資
額

－
（

（
投

資
額

－
最

低
残

存
価

額
）

÷
法

定
耐

用
年

数
）

×
ｎ

、
最

低
残

存
価

額
｝

 

定
率

法
正

味
固

定
資

産
価

額
＝

Σ
ｎ

＝
１

～
経

済
的

耐
用

年
数
（

定
率

法
正

味
固

定
資

産
価

額
（

ｎ
）

）
÷

経
済

的
耐

用
年

数
 

定
率

法
正

味
固

定
資

産
価

額
（

ｎ
）

＝
（

期
首

定
率

法
正

味
固

定
資

産
価

額
（

ｎ
）

＋
期

末
定

率
法

正
味

固
定

資
産

価
額

（
ｎ

）
）

÷
２

 

期
首

定
率

法
正

味
固

定
資

産
価

額
（

ｎ
）

＝
Ｍ

Ａ
Ｘ

｛
投

資
額

×
（

１
－

償
却

率
）

ｎ
－

１
、

投
資

額
×

最
低

残
存

率
｝

 

期
末

定
率

法
正

味
固

定
資

産
価

額
（

ｎ
）

＝
Ｍ

Ａ
Ｘ

｛
投

資
額

×
（

１
－

償
却

率
）

ｎ
、

投
資

額
×

最
低

残
存

率
｝

 

償
却

率
＝

１
－

（
残

存
率

）
１

÷
法

定
耐

用
年

数
 

残
存

率
＝

0
.
1
と

す
る

。
 

な
お

、
投

資
額

は
、

次
の

設
備

区
分

ご
と

に
定

め
る

算
定

方
法

に
よ

り
算

出
す

る
。

 

設
備

区
分

 
算

定
方

法
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
 

１
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
の

設
置

基
準

 

収
容

局
で

あ
っ

て
、

収
容

回
線

に
光

地
域

Ｉ
Ｐ

回
線

が
含

ま
れ

な
い

も
の

又
は

コ
ア

局
と

の
間

の
伝

送
（

離
島

設
備

の
適

用
区

間
に

限
る

。
）

を
無

線
伝

送
装

置
又

は
衛

星
通

信
設

備
に

よ
り

行
う

も
の

（
以

下
「

離
島

局
」

と
い

う
。

）
に

は
、

音
声

収
容

ル
ー

タ
を

設
置

す
る

。
 

２
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
設

置
局

ご
と

に
、

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

に
よ

り
求

め
た

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

う
ち

最
大

の
も

の
を

当
該

局
の

音
声

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

ア
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

対
向

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

、
Ｏ

Ｌ
Ｔ

（
光

回
線

終
端

装
置

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

対
向

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

（
当

該
局

が
離

島
局

の
場

合
に

限
る

。
）

、
Ａ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
地

域
Ｉ

Ｐ
１

Ｇ
ポ

ー
ト

数
及

び
音

声
収

容
ル

ー
タ

Ｐ
Ｔ

Ｎ
（

パ
ケ

ッ
ト

伝
送

装
置

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

対
向

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

の
合

計
を

音
声

収
容

ル
ー

タ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

し
、

こ
れ

を
音

声

収
容

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

 

イ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
（

当
該

局
が

離
島

局
の

場
合

に
限

る
。

）
の

最
繁

時
帯

域
の

合
計

を
音

声
収

容
ル

ー
タ

の
最

繁
時

帯
域

と
し

、
こ

れ
を

音
声

収
容

ル
ー

タ
収

容
率

及
び

音
声

収
容

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時

帯
域

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

 

ウ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
（

当
該

局
が

離
島

局
の

場
合

に
限

る
。

）
の

最
繁

時
パ

ケ
ッ

ト
数

の
合

計
を

音
声

収
容

ル
ー

タ
の

最
繁

時
パ

ケ
ッ

ト
数

と
し

、
こ

れ
を

音
声

収
容

ル
ー

タ
収

容
率

及
び

音
声

収
容

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時

パ
ケ

ッ
ト

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

⑵
 

⑴
の

音
声

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
音

声
収

容
ル

ー
タ

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

局
の

冗
長

化
後

音
声

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
し

、
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
Ｑ

ｏ
Ｓ

制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
音

声
収

容
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑶
 

⑴
ア

の
音

声
収

容
ル

ー
タ

Ｐ
Ｔ

Ｎ
対

向
１

Ｇ
ポ

ー
ト

数
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
音

声
収

容
ル

ー
タ

Ｐ
Ｔ

Ｎ
対

向
１

Ｇ
ポ

ー
ト

数
と

す
る

。
 

 
⑷

 
⑴

ア
の

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

対
向

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

及
び

⑶
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

音
声

収
容

ル
ー

タ
Ｐ

Ｔ
Ｎ

対
向

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

の
合

計
に

音
声

収
容

ル
ー

タ
冗

長
化

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
音

声
収

容
ル

ー
タ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
す

る
。

 

３
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
音

声
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
音

声
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
音

声
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
音

声
収

容
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

音
声

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
音

声
収

容
ル

ー
タ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

×
音

声
収

容
ル

ー
タ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
音

声
収

容
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

音
声

収
容

ル
ー

タ
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
 

共
用

収
容

ル
ー

タ
 

１
 

共
用

収
容

ル
ー

タ
の

設
置

基
準

 

音
声

収
容

ル
ー

タ
を

設
置

し
な

い
収

容
局

に
は

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

を
設

置
す

る
。
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19頁 

２
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

共
用

収
容

ル
ー

タ
設

置
局

ご
と

に
、

次
の

ア
か

ら
エ

ま
で

に
よ

り
求

め
た

共
用

収
容

ル
ー

タ
の

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

う
ち

最
大

の
も

の
を

当
該

局
の

共
用

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

ア
 

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

対
向

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

、
Ｏ

Ｌ
Ｔ

対
向

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

及
び

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

の
合

計
）

を
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

ボ
ー

ド
当

た
り

最
大

収
容

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

Ｇ
ボ

ー
ド

数
と

し
、

こ
れ

を

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
１

Ｇ
ボ

ー
ド

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

 

イ
 

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

（
共

用
収

容
ル

ー
タ

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

（
波

長
分

割
多

重
装

置
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
対

向
１

０
Ｇ

ポ
ー

ト
数

（
当

該
局

が
収

容
局

兼
コ

ア
局

以
外

の
場

合
に

限
る

。
）

及
び

共
用

収
容

ル
ー

タ
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

対
向

１
０

Ｇ
ポ

ー
ト

数
（

当
該

局
が

収
容

局
兼

コ
ア

局
の

場
合

に
限

る
。

）
の

合
計

）
を

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
当

た
り

最
大

収

容
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
か

ら
共

用
収

容
ル

ー
タ

間
渡

り
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

を
減

じ
た

も
の

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

共
用

収
容

ル
ー

タ

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

数
と

し
、

こ
れ

を
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

 

ウ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
の

最
繁

時
帯

域
の

合
計

を
共

用
収

容
ル

ー
タ

の
最

繁
時

帯
域

と
し

、
こ

れ
を

共
用

収
容

ル
ー

タ
収

容
率

及
び

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時

帯
域

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

エ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
の

最
繁

時
パ

ケ
ッ

ト
数

の
合

計
を

共
用

収
容

ル
ー

タ
の

最
繁

時
パ

ケ
ッ

ト
数

と
し

、
こ

れ
を

共
用

収
容

ル
ー

タ
収

容
率

及
び

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時

パ
ケ

ッ
ト

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す

る
。

）
 

 
⑵

 
⑴

ア
の

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

対
向

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

冗
長

化
考

慮
し

た
も

の
を

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

⑶
 

⑴
ア

の
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

ボ
ー

ド
数

冗
長

化
考

慮
し

た
も

の
を

当
該

局
の

冗
長

化
後

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

Ｇ
ボ

ー
ド

数
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
Ｑ

ｏ
Ｓ

制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

及
び

ポ
ー

ト
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

ボ
ー

ド
数

と
す

る
。

 

⑷
 

⑴
イ

の
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
冗

長
化

考
慮

し
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
す

る
。

 

⑸
 

⑴
イ

の
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

数
冗

長
化

考
慮

し
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

数
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
数

と
す

る
。

 

⑹
 

⑴
の

共
用

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

冗
長

化
考

慮
し

た
も

の
を

当
該

局
の

冗
長

化
後

共
用

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
し

、
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

３
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
共

用
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
共

用
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

共
用

収
容

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

数
×

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
×

共
用

収
容

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

ボ
ー

ド
数

×
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

ボ
ー

ド
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

×
共

用
収

容
ル

ー
タ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

収
容

局
ご

と
に

、
ア

ナ
ロ

グ
電

話
、

第
一

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
及

び
第

二
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

の
回

線
数

を
、

そ
れ

ぞ
れ

、
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

回
線

収
容

率
及

び
当

該

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
ボ

ー
ド

1
枚

当
た

り
最

大
収

容
回

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
ボ

ー
ド

数
、

第
一

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
用

ボ
ー

ド
数

及
び

第
二

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
用

ボ
ー

ド
数

と
す

る
。

 

⑵
 

⑴
の

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
ボ

ー
ド

数
、

第
一

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
用

ボ
ー

ド
数

及
び

第
二

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
用

ボ
ー

ド
数

に
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
ボ

ー
ド

当

た
り

占
用

ス
ロ

ッ
ト

数
を

乗
じ

、
全

て
の

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

ス
ロ

ッ
ト

数
と

し
、

こ
れ

を
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

収

容
ス

ロ
ッ

ト
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定
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20頁 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

た
も

の
に

、
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

投
資

額
（

⑶
に

係
る

も
の

を
除

く
。

）
を

加
え

、
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

⑴
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

回
線

収
容

部
）

投
資

額
 

＝
ア

ナ
ロ

グ
電

話
用

ボ
ー

ド
数

×
ア

ナ
ロ

グ
電

話
用

ボ
ー

ド
単

価
 

＋
第

一
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

用
ボ

ー
ド

数
×

第
一

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
用

ボ
ー

ド
単

価
 

＋
第

二
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

用
ボ

ー
ド

数
×

第
二

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
用

ボ
ー

ド
単

価
 

⑵
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

ユ
ニ

ッ
ト

部
）

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

⑶
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

ユ
ニ

ッ
ト

部
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
）

投
資

額
 

＝
（

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

単
価

）
 

×
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

（
ユ

ニ
ッ

ト
部

）
投

資
額

 

÷
（

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

回
線

収
容

部
）

投
資

額
＋

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

ユ
ニ

ッ
ト

部
）

投
資

額
）

 

⑷
 

局
ご

と
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

（
ユ

ニ
ッ

ト
部

）
投

資
額

＋
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

（
ユ

ニ
ッ

ト
部

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

）
投

資
額

 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

収
容

局
ご

と
に

、
次

の
ア

及
び

イ
に

よ
り

求
め

た
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
う

ち
い

ず
れ

か
大

き
い

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

ア
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
１

０
０

Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
を

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

ポ
ー

ト
収

容
率

で
除

し
た

も
の

を
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
０

Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

し
、

こ
れ

を
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
か

ら
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
音

声
収

容
ル

ー
タ

接
続

数
を

減

じ
た

も
の

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

イ
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

及
び

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

の
最

繁
時

呼
量

に
１

接
続

１
秒

当
た

り
音

声
パ

ケ
ッ

ト
数

を
乗

じ
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

収
容

率
及

び
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
最

大
処

理
最

繁
時

パ
ケ

ッ
ト

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

 

⑵
 

⑴
の

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

ユ
ニ

ッ
ト

数
に

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

局
の

冗
長

化
後

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

ユ
ニ

ッ
ト

数

と
す

る
。

 

⑶
 

⑴
の

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

ユ
ニ

ッ
ト

数
に

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

音
声

収
容

ル
ー

タ
接

続
数

及
び

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

冗
長

化
係

数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

⑷
 

⑴
ア

の
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
０

Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
に

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

局
の

冗
長

化
後

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
０

Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
投

資
額

 

＝
冗

長
化

後
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

 
＋

冗
長

化
後

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
０

０
Ｍ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

×
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
０

Ｍ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

単
価

 

 
＋

冗
長

化
後

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

×
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

単
価

 

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

設
置

収
容

局
ご

と
の

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

数
は

、
局

別
収

容
回

線
数

が
２

万
回

線
未

満
の

場
合

は
２

と
し

、
局

別
収

容
回

線
数

が
２

万
回

線
以

上
の

場
合

は
、

当
該

回
線

数
か

ら

２
万

を
減

じ
た

後
、

１
万

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
に

２
を

加
え

た
値

と
す

る
。

当
該

局
の

収
容

回
線

に
異

行
政

収
容

回
線

が
含

ま
れ

る
場

合
は

、
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
数

を
1
加

算
す

る
。

 

⑵
 

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

設
置

収
容

局
ご

と
に

、
⑴

の
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
数

を
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
搭

載
架

最
大

搭
載

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を

当
該

局
の

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

架
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
投

資
額
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＝
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
数

×
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
単

価
 

＋
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
架

数
×

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

搭
載

架
単

価
 

警
察

消
防

用
回

線
集

約

装
置

 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
の

割
付

対
象

と
し

て
指

定
さ

れ
た

収
容

局
ご

と
に

、
以

下
の

手
順

で
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

の
台

数
を

算
定

す
る

。
 

⑴
 

受
付

台
収

容
局

に
設

定
さ

れ
た

専
用

線
回

線
数

を
、

当
該

受
付

台
収

容
局

に
対

す
る

割
付

対
象

と
し

て
指

定
さ

れ
た

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

設
置

収
容

局
ご

と
に

、
必

要
と

な
る

専
用

線
回

線
数

を
算

定

し
て

割
付

処
理

を
行

い
、

割
り

付
け

ら
れ

た
専

用
線

回
線

数
を

当
該

割
付

対
象

局
の

総
割

付
回

線
数

と
す

る
。

 

⑵
 

割
付

対
象

局
の

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
数

は
、

当
該

割
付

対
象

局
の

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

数
が

総
割

付
回

線
数

以
下

の
場

合
に

は
０

と
し

、
総

割
付

回
線

数
を

超
え

る
場

合
に

は
、

当
該

割
付

対

象
局

の
総

割
付

回
線

数
を

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
最

大
収

容
回

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
と

す
る

。
 

⑶
 

⑵
の

割
付

対
象

局
の

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
数

を
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

搭
載

架
最

大
搭

載
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

割
付

対

象
局

の
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

架
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
割

付
対

象
局

ご
と

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
対

象
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

割
付

対
象

局
ご

と
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

投
資

額
 

＝
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

数
×

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
単

価
 

＋
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

架
数

×
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

搭
載

架
単

価
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
 

１
 

回
線

数
の

算
定

 

国
勢

調
査

の
調

査
区

ご
と

の
各

サ
ー

ビ
ス

の
回

線
数

を
次

に
よ

り
算

定
す

る
。

な
お

、
各

（
県

、
調

査
区

）
に

つ
き

、
世

帯
自

県
案

分
率

、
就

業
者

自
県

案
分

率
を

算
定

す
る

。
県

境
の

調
査

区
以

外
で

は
、

自
県

案
分

率
は

１
と

な
る

。
 

世
帯

自
県

案
分

率
（

県
、

調
査

区
）

＝
世

帯
数

（
県

、
調

査
区

）
÷

総
世

帯
数

（
調

査
区

）
 

就
業

者
自

県
案

分
率

（
県

、
調

査
区

）
＝

就
業

者
数

（
県

、
調

査
区

）
÷

総
就

業
者

数
（

調
査

区
）

 

⑴
 

住
宅

用
加

入
電

話
回

線
数

 

＝
局

ご
と

住
宅

用
加

入
電

話
契

約
回

線
数

÷
調

査
区

ご
と

世
帯

数
の

局
ご

と
合

計
 

×
調

査
区

ご
と

の
世

帯
数

×
世

帯
自

県
案

分
率

 

⑵
 

事
務

用
加

入
電

話
回

線
数

 

＝
局

ご
と

事
務

用
加

入
電

話
契

約
回

線
数

÷
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

の
局

ご
と

合
計

 

×
調

査
区

ご
と

の
就

業
者

数
×

就
業

者
自

県
案

分
率

 

⑶
 

住
宅

用
光

地
域

Ｉ
Ｐ

回
線

数
 

＝
局

ご
と

住
宅

用
光

地
域

Ｉ
Ｐ

回
線

数
÷

調
査

区
ご

と
世

帯
数

の
局

ご
と

合
計

 

×
調

査
区

ご
と

の
世

帯
数

×
世

帯
自

県
案

分
率

 

⑷
 

事
務

用
光

地
域

Ｉ
Ｐ

回
線

数
 

＝
局

ご
と

事
務

用
光

地
域

Ｉ
Ｐ

回
線

数
÷

調
査

区
ご

と
就

業
者

数
の

局
ご

と
合

計
 

×
調

査
区

ご
と

の
就

業
者

数
×

世
帯

自
県

案
分

率
 

⑸
 

住
宅

用
第

一
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区

域
別

住
宅

用
第

一
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

契
約

回
線

数
 

÷
調

査
区

ご
と

世
帯

数
の

単
位

料
金

区
域

別
合

計
×

調
査

区
ご

と
の

世
帯

数
×

世
帯

自
県

案
分

率
 

⑹
 

事
務

用
第

一
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区

域
別

事
務

用
第

一
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

契
約

回
線

数
 

÷
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

の
単

位
料

金
区

域
別

合
計

×
調

査
区

ご
と

の
就

業
者

数
×

就
業

者
自

県
案

分
率

 

⑺
 

第
二

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
回

線
数

 

＝
単

位
料

金
区

域
別

第
二

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
契

約
回

線
数

 

÷
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

の
単

位
料

金
区

域
別

合
計

×
調

査
区

ご
と

の
就

業
者

数
×

就
業

者
自

県
案

分
率

 

⑻
 

第
一

種
公

衆
電

話
回

線
数
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＝
単

位
料

金
区

域
別

第
一

種
公

衆
電

話
実

績
回

線
数

÷
単

位
料

金
区

域
内

調
査

区
数

×
世

帯
自

県
案

分
率

 

⑼
 

第
一

種
デ

ジ
タ

ル
公

衆
電

話
回

線
数

 

＝
単

位
料

金
区

域
別

第
一

種
デ

ジ
タ

ル
公

衆
電

話
実

績
回

線
数

 

÷
単

位
料

金
区

域
内

調
査

区
数

×
世

帯
自

県
案

分
率

 

⑽
 

第
二

種
公

衆
電

話
回

線
数

 

＝
単

位
料

金
区

域
別

第
二

種
公

衆
電

話
実

績
回

線
数

÷
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

の
単

位
料

金
区

域
別

合
計

 

×
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

×
就

業
者

自
県

案
分

率
 

⑾
 

第
二

種
デ

ジ
タ

ル
公

衆
電

話
回

線
数

 

 
＝

単
位

料
金

区
域

別
第

二
種

デ
ジ

タ
ル

公
衆

電
話

実
績

回
線

数
÷

調
査

区
ご

と
就

業
者

数
の

単
位

料
金

区
域

別
合

計
 

×
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

×
就

業
者

自
県

案
分

率
 

⑿
 

低
速

専
用

線
二

線
式

回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区

域
別

低
速

専
用

線
実

績
回

線
数

 

×
（

県
別

低
速

専
用

線
二

線
式

実
績

回
線

数
÷

（
県

別
低

速
専

用
線

二
線

式
実

績
回

線
数

＋
県

別
低

速
専

用
線

四
線

式
実

績
回

線
数

）
）

 

÷
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

の
単

位
料

金
区

域
別

合
計

×
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

×
就

業
者

自
県

案
分

率
 

⒀
 

低
速

専
用

線
四

線
式

回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区

域
別

低
速

専
用

線
実

績
回

線
数

 

×
（

県
別

低
速

専
用

線
四

線
式

実
績

回
線

数
÷

（
県

別
低

速
専

用
線

二
線

式
実

績
回

線
数

＋
県

別
低

速
専

用
線

四
線

式
実

績
回

線
数

）
）

 

÷
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

の
単

位
料

金
区

域
別

合
計

×
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

×
就

業
者

自
県

案
分

率
 

⒁
 

高
速

メ
タ

ル
専

用
線

回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区

域
別

高
速

専
用

線
実

績
回

線
数

 

×
（

県
別

高
速

メ
タ

ル
専

用
線

実
績

回
線

数
÷

（
県

別
高

速
メ

タ
ル

専
用

線
実

績
回

線
数

＋
県

別
高

速
光

専
用

線
実

績
回

線
数

）
）

 

÷
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

の
単

位
料

金
区

域
別

合
計

×
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

×
就

業
者

自
県

案
分

率
 

⒂
 

高
速

光
専

用
線

回
線

数
 

＝
単

位
料

金
区

域
別

高
速

専
用

線
実

績
回

線
数

 

×
（

県
別

高
速

光
専

用
線

実
績

回
線

数
÷

（
県

別
高

速
メ

タ
ル

専
用

線
実

績
回

線
数

＋
県

別
高

速
光

専
用

線
実

績
回

線
数

）
）

 

÷
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

の
単

位
料

金
区

域
別

合
計

×
調

査
区

ご
と

就
業

者
数

×
就

業
者

自
県

案
分

率
 

２
 

き
線

点
～

収
容

局
間

伝
送

路
経

路
の

選
択

 

収
容

局
ご

と
に

、
当

該
局

の
収

容
区

域
内

の
需

要
の

存
在

す
る

調
査

区
ご

と
に

き
線

点
を

設
定

す
る

も
の

と
し

、
き

線
点

～
局

間
伝

送
路

経
路

は
、

次
の

基
準

に
よ

り
決

定
す

る
。

 

⑴
 

局
を

起
点

と
し

、
東

西
南

北
の

四
方

に
向

け
て

敷
設

す
る

。
 

⑵
 

局
を

起
点

と
し

、
±

4
5
°

の
傾

き
の

範
囲

ご
と

に
収

容
す

る
。

 

⑶
 

±
4
5
°

の
線

上
に

存
在

す
る

調
査

区
に

つ
い

て
は

、
局

を
中

心
に

反
時

計
回

り
に

境
界

線
を

設
定

す
る

。
 

⑷
 

局
を

中
心

に
東

西
南

北
に

敷
設

す
る

伝
送

路
と

、
こ

れ
と

直
交

し
て

調
査

区
の

中
心

を
通

る
よ

う
に

敷
設

す
る

伝
送

路
を

設
置

す
る

。
 

⑸
 

伝
送

路
経

路
選

択
に

お
い

て
は

、
道

路
密

度
・

道
路

延
長

デ
ー

タ
を

考
慮

し
、

道
路

沿
い

の
経

路
を

選
択

す
る

。
 

⑹
 

調
査

区
ご

と
の

回
線

数
を

考
慮

し
、

伝
送

路
経

路
は

適
宜

集
約

化
す

る
。

 

３
 

設
備

構
成

選
択

 

き
線

点
～

収
容

局
間

伝
送

路
ご

と
に

、
次

の
組

合
せ

の
中

か
ら

設
備

管
理

運
営

費
（

減
価

償
却

費
及

び
施

設
保

全
費

の
合

計
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
最

も
低

く
な

る
も

の
を

選
択

す
る

。
た

だ
し

、
ケ

ー
ブ

ル
の

荷
重

制
限

及
び

伝
送

距
離

制
限

に
よ

り
選

択
不

可
能

な
も

の
を

除
く

。
 

⑴
 

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

を
設

置
す

る
。

 

 
⑵

 
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

及
び

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
を

設
置

す
る

。
 

⑶
 

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

を
設

置
す

る
。

 

⑷
 

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
及

び
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

を
設

置
す

る
。

 

４
 

設
備

量
の

算
定
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⑴
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
を

設
置

す
る

き
線

点
ご

と
に

、
ア

か
ら

ウ
ま

で
に

よ
り

求
め

た
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
う

ち
最

大
の

も
の

を
当

該
き

線
点

の
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

ア
 

メ
タ

ル
電

話
回

線
数

を
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

最
大

収
容

電
話

回
線

数
で

除
し

た
も

の
 

イ
 

低
速

専
用

線
回

線
数

を
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

最
大

収
容

低
速

専
用

回
線

数
で

除
し

た
も

の
 

ウ
 

高
速

メ
タ

ル
専

用
線

回
線

数
を

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
最

大
収

容
高

速
メ

タ
ル

専
用

回
線

数
で

除
し

た
も

の
 

⑵
 

収
容

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
収

容
さ

れ
る

き
線

点
ご

と
に

⑴
で

算
定

し
た

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
合

計
を

当
該

局
の

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
し

、
当

該
き

線
点

ご
と

の

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
収

容
回

線
数

の
合

計
を

当
該

局
の

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
収

容
回

線
数

と
す

る
。

 

５
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
⑴

及
び

⑵
に

よ
り

求
め

た
局

ご
と

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
投

資
額

の
う

ち
い

ず
れ

か
小

さ
い

も
の

を
当

該
局

の
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
と

し
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

⑴
 

局
ご

と
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
 

＝
（

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
（

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
＋

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
災

害
対

策
増

分
単

価
）

 

＋
専

用
線

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

専
用

線
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
）

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容

回
線

数
 

÷
（

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
収

容
回

線
数

＋
専

用
線

遠
隔

収
容

装
置

収
容

回
線

数
）

 

⑵
 

局
ご

と
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

投
資

額
 

＝
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

（
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

単
価

＋
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

災
害

対
策

増
分

単
価

）
 

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局

内
回

線
終

端
装

置
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
の

設
備

量
の

算
定

に
お

い
て

求
め

た
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
を

局
ご

と
の

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

⑵
 

収
容

局
ご

と
に

、
当

該
局

が
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ご
と

に
収

容
す

る
第

一
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

数
の

合
計

を
当

該
局

の
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ

ス
回

線
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
局

内
回

線
終

端
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

⑴
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

収
容

部
）

投
資

額
 

＝
第

一
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

用
ボ

ー
ド

数
×

第
一

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
用

ボ
ー

ド
単

価
 

 
＋

第
二

種
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
用

ボ
ー

ド
数

×
第

二
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

用
ボ

ー
ド

単
価

 

⑵
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

収
容

部
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
）

投
資

額
 

＝
（

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

単
価

）
 

×
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

（
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
回

線
収

容
部

）
投

資
額

 

÷
（

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

回
線

収
容

部
）

投
資

額
＋

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

ユ
ニ

ッ
ト

部
）

投
資

額
）

 

 
⑶

 
局

ご
と

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

局
内

回
線

終
端

装
置

投
資

額
 

＝
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

数
 

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

単
価

 

＋
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

（
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
回

線
収

容
部

）
投

資
額

 

＋
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

（
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
回

線
収

容
部

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

）
投

資
額

 

ア
ナ

ロ
グ

局
内

回
線

収

容
部

 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
の

設
備

量
の

算
定

に
お

い
て

求
め

た
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
を

局
ご

と
の

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

⑵
 

収
容

局
ご

と
に

、
当

該
局

が
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ご
と

に
収

容
す

る
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
数

の
合

計
を

当
該

局
の

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
収

容
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
ア

ナ
ロ

グ
局

内
回

線
収

容
部

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
ア

ナ
ロ

グ
局

内
回

線
収

容
部

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

⑴
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

収
容

部
）

投
資

額
 

＝
ア

ナ
ロ

グ
電

話
用

ボ
ー

ド
数

×
ア

ナ
ロ

グ
電

話
用

ボ
ー

ド
単

価
 

⑵
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

収
容

部
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
）

投
資

額
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＝
（

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

単
価

）
 

×
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

（
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
収

容
部

）
投

資
額

 

÷
（

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

回
線

収
容

部
）

投
資

額
＋

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
（

ユ
ニ

ッ
ト

部
）

投
資

額
）

 

⑶
 

局
ご

と
ア

ナ
ロ

グ
局

内
回

線
収

容
部

投
資

額
 

＝
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

数
 

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ア
ナ

ロ
グ

電
話

回
線

単
価

 

＋
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

（
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
収

容
部

）
投

資
額

 

＋
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

（
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
収

容
部

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

）
投

資
額

 

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル

回
線

共
通

部
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

収
容

局
ご

と
に

、
当

該
局

が
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

ご
と

に
収

容
す

る
第

一
種

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

回
線

数
及

び
ア

ナ
ロ

グ
電

話
回

線
数

の
合

計
を

当
該

局
の

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
収

容
回

線
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
ア

ナ
ロ

グ
・

デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通

部
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

ア
ナ

ロ
グ

・
デ

ジ
タ

ル
回

線
共

通
部

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
ア

ナ
ロ

グ
・

デ
ジ

タ
ル

回
線

共
通

部
投

資
額

 

＝
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

収
容

回
線

数
×

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
回

線
単

価
 

主
配

線
盤

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
直

接
メ

タ
ル

回
線

で
収

容
さ

れ
る

回
線

数
及

び
き

線
回

線
予

備
率

分
の

回
線

数
の

合
計

を
主

配
線

盤
回

線
収

容
率

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
主

配
線

盤
端

子
数

と
し

、
専

用
線

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

音
声

系
主

配
線

盤
端

子
数

と
す

る
。

 

⑵
 

⑴
の

主
配

線
盤

端
子

数
を

主
配

線
盤

架
当

た
り

回
線

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
主

配
線

盤
架

数
と

し
、

専
用

線
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も

の
（

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

音
声

系
主

配
線

盤
架

数
と

す
る

。
 

 
２

 
投

資
額

の
算

定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
主

配
線

盤
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

主
配

線
盤

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
主

配
線

盤
投

資
額

 

＝
音

声
系

主
配

線
盤

端
子

数
×

主
配

線
盤

端
子

当
た

り
単

価
 

＋
音

声
系

主
配

線
盤

架
数

×
主

配
線

盤
架

当
た

り
単

価
 

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

局
ご

と
に

、
次

の
ア

及
び

イ
に

よ
り

求
め

た
心

線
数

の
合

計
を

当
該

局
の

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

心
線

数
と

す
る

。
 

ア
 

当
該

局
に

直
接

光
回

線
で

収
容

さ
れ

る
回

線
数

に
１

回
線

当
た

り
心

線
数

を
乗

じ
た

も
の

に
き

線
回

線
予

備
率

分
の

心
線

数
を

加
え

た
も

の
及

び
当

該
局

に
帰

属
す

る
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

数
に

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
心

線
数

を
乗

じ
た

も
の

に
当

該
局

に
帰

属
す

る
光

信
号

分
離

装
置

（
通

信
用

建
物

外
に

設
置

さ
れ

る
も

の
に

限
る

。
）

ユ
ニ

ッ
ト

数
及

び
光

予
備

心
線

数

を
加

え
た

も
の

の
合

計
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

収
容

率
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

 

イ
 

当
該

局
が

収
容

す
る

中
継

伝
送

用
光

回
線

の
心

線
数

の
合

計
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

収
容

率
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

 

⑵
 

⑴
の

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

心
線

数
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
大

型
）

架
当

た
り

心
線

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架

（
大

型
）

架
数

と
し

、
こ

れ
に

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
大

型
）

架
当

た
り

心
線

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

局
の

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
大

型
）

心
線

数
と

す
る

。
 

⑶
 

⑴
の

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

心
線

数
か

ら
⑵

の
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
心

線
数

を
減

じ
た

も
の

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心

線
数

と
し

、
こ

の
心

線
数

が
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
架

当

た
り

心
線

数
を

超
え

る
場

合
は

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
大

型
）

に
収

容
す

る
。

ま
た

、
こ

の
心

線
数

が
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

２
）

架
当

た
り

心
線

数
を

超
え

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
中

型
）

架
当

た
り

心
線

数
以

下
な

ら
ば

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
中

型
）

に
収

容
し

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

１
）

架
当

た
り

心
線

数
を

超
え

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型
２

）
架

当
た

り
心

線
数

以
下

な
ら

ば
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

２
）

に
収

容
し

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

１
）

架
当

た
り

心
線

数
以

下
な

ら
ば

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型
１

）
に

収
容

す
る

。
 

⑷
 

⑶
の

結
果

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心

線
数

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
に

収
容

す
る

場
合

に
は

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
架

数
に

１
を

加
え

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
心

線

数
に

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

残
り

心
線

数
を

加
え

る
も

の
と

す
る

。
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⑸
 

⑶
の

結
果

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心

線
数

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
に

収
容

す
る

場
合

に
は

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
架

数
を

１
と

し
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

残
り

心
線

数
を

光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
心

線
数

と
す

る
。

 

⑹
 

⑶
の

結
果

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心

線
数

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

２
）

に
収

容
す

る
場

合
に

は
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型
２

）
架

数
を

１
と

し
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

残
り

心
線

数

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

２
）

心
線

数
と

す
る

。
 

⑺
 

⑶
の

結
果

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
残

り
心

線
数

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

１
）

に
収

容
す

る
場

合
に

は
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型
１

）
架

数
を

１
と

し
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

残
り

心
線

数

を
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

１
）

心
線

数
と

す
る

。
 

⑻
 

⑴
か

ら
⑺

に
よ

り
求

め
た

架
数

及
び

心
線

数
か

ら
、

種
別

ご
と

に
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
心

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

、
心

数
比

に
よ

り
階

梯
ご

と
に

配
賦

し

た
も

の
を

当
該

局
の

階
梯

ご
と

及
び

種
別

ご
と

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
架

数
及

び
音

声
系

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

心
線

数
と

す
る

。
 

⑼
 

階
梯

ご
と

及
び

種
別

ご
と

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
架

数
及

び
音

声
系

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

心
線

数
か

ら
、

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
心

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た

も
の

を
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

架
数

及
び

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

心
線

数
と

す
る

。
 

 
２

 
投

資
額

の
算

定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
に

階
梯

ご
と

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

階
梯

ご
と

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

投
資

額
 

＝
当

該
階

梯
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
架

数
×

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
大

型
）

架
当

た
り

単
価

 

＋
当

該
階

梯
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
架

数
×

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
中

型
）

架
当

た
り

単
価

 

＋
当

該
階

梯
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

２
）

架
数

×
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

２
）

架
当

た
り

単
価

 

＋
当

該
階

梯
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

１
）

架
数

×
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

１
）

架
当

た
り

単
価

 

＋
当

該
階

梯
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
心

線
数

×
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

大
型

）
心

線
当

た
り

単
価

 

＋
当

該
階

梯
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
心

線
数

×
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

中
型

）
心

線
当

た
り

単
価

 

＋
当

該
階

梯
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

２
）

心
線

数
×

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型
２

）
心

線
当

た
り

単
価

 

＋
当

該
階

梯
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
（

小
型

１
）

心
線

数
×

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

（
小

型
１

）
心

線
当

た
り

単
価

 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

コ
ア

局
ご

と
に

、
次

の
ア

か
ら

エ
ま

で
（

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
が

1
0
0
G
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

を
有

し
な

い
場

合
は

、
ア

を
除

く
。

）
に

よ
り

求
め

た
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

の
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
う

ち
最

大
の

も
の

を
当

該
局

の
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

ア
 

デ
ー

タ
系

Ｉ
Ｐ

装
置

対
向

1
0
0
G
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
を

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
1
0
0
G
ボ

ー
ド

当
た

り
最

大
収

容
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す

る
。

）
を

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
1
0
0
G
ボ

ー
ド

数
と

し
、

こ
れ

を
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

1
0
0
G
ボ

ー
ド

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

 

イ
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

（
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

対
向

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

当
該

局
が

収
容

局
兼

コ
ア

局
の

場
合

に
限

る
。

）
、

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

対
向

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

デ
ー

タ
系

Ｉ
Ｐ

装
置

対
向

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
が

1
0
0
G
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

を
有

す
る

場
合

を
除

く
。

）
及

び
関

門
系

ル
ー

タ
対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

の
合

計
）

を
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

当
た

り
最

大
収

容
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る

も
の

と
す

る
。

）
を

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
数

と
し

、
こ

れ
を

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も

の
と

す
る

。
）

 

ウ
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
を

経
由

す
る

ア
ナ

ロ
グ

電
話

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
の

最
繁

時
帯

域
の

合
計

を
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

最
繁

時
帯

域
と

し
、

こ
れ

を
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

収
容

率
及

び
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
帯

域
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の

と
す

る
。

）
 

エ
 

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
を

経
由

す
る

ア
ナ

ロ
グ

電
話

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
の

最
繁

時
パ

ケ
ッ

ト
数

の
合

計
を

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
最

繁
時

パ
ケ

ッ
ト

数
と

し
、

こ
れ

を
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

収
容

率
及

び
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
パ

ケ
ッ

ト
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

 

⑵
 

⑴
イ

の
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

対
向

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

当
該

局
が

収
容

局
兼

コ
ア

局
の

場
合

に
限

る
。

）
及

び
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
対

向
１

０
Ｇ

イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

の
合

計
を

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
（

ユ
ニ

ッ
ト

部
）

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

⑶
 

⑴
イ

の
関

門
系

ル
ー

タ
対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

か
ら

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
共

用
コ

ア

ル
ー

タ
（

関
門

系
ル

ー
タ

対
向

部
）

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
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⑷
 

⑴
イ

の
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

数
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
）

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

、
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
比

に
よ

り
ユ

ニ
ッ

ト
部

及
び

関
門

系
ル

ー
タ

対
向

部
に

配
賦

し
た

も
の

を
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
（

ユ
ニ

ッ
ト

部
）

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

数
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

（
関

門
系

ル
ー

タ
対

向
部

）
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
、

局
ご

と
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
（

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
（

ユ
ニ

ッ
ト

部
）

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

数
＋

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
（

関
門

系
ル

ー
タ

対
向

部
）

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

数
）

×
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

単
価

 

＋
（

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
（

ユ
ニ

ッ
ト

部
）

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
＋

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
（

関
門

系
ル

ー
タ

対
向

部
）

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
）

×
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
 

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

コ
ア

局
ご

と
に

、
Ｐ

Ｔ
Ｎ

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

及
び

Ｃ
Ｓ

１
Ｇ

ポ
ー

ト
数

の
合

計
を

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
し

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

に
お

け
る

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

対
向

１
０

Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

を
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
す

る
。

 

⑵
 

⑴
の

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
の

合
計

を
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
収

容
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
で

除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑶
 

⑴
及

び
⑵

で
算

定
し

た
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
及

び
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
冗

長
化

を

考
慮

し
、

Ｐ
Ｔ

Ｎ
経

由
の

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

×
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
×

コ
ア

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

伝
送

装
置

 
１

 
Ｐ

Ｔ
Ｎ

及
び

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

の
設

置
基

準
 

収
容

局
と

コ
ア

局
間

の
伝

送
は

、
Ｐ

Ｔ
Ｎ

又
は

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

に
よ

り
行

う
。

共
用

収
容

ル
ー

タ
を

設
置

す
る

収
容

局
に

は
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
を

設
置

し
、

そ
れ

以
外

の
収

容
局

に
は

Ｐ
Ｔ

Ｎ
を

設
置

す
る

。
コ

ア
局

に
は

対
向

す
る

収
容

局
と

同
じ

伝
送

装
置

を
設

置
す

る
。

 

２
 

Ｐ
Ｔ

Ｎ
の

設
備

量
算

定
 

⑴
 

Ｐ
Ｔ

Ｎ
設

置
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

収
容

さ
れ

る
ア

ナ
ロ

グ
電

話
、

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

、
Ａ

Ｄ
Ｓ

Ｌ
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
、

専
用

線
サ

ー
ビ

ス
、

光
Ｉ

Ｐ
電

話
及

び
光

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ

ス
（

Ｐ
Ｔ

Ｎ
設

置
局

が
離

島
局

又
は

離
島

局
と

対
向

す
る

コ
ア

局
で

あ
る

場
合

に
限

る
。

）
の

最
繁

時
帯

域
か

ら
算

定
さ

れ
る

Ｐ
Ｔ

Ｎ
低

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

混
在

ボ
ー

ド
数

に
冗

長
化

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

低
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
混

在
ボ

ー
ド

数
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

ポ
ー

ト
容

量
比

及
び

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

低
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
混

在
ボ

ー
ド

数
と

す
る

。
 

⑵
 

Ｐ
Ｔ

Ｎ
設

置
局

ご
と

に
、

次
の

ア
及

び
イ

に
よ

り
求

め
た

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

う
ち

い
ず

れ
か

大
き

い
も

の
を

Ｐ
Ｔ

Ｎ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

ア
 

当
該

局
が

属
す

る
ル

ー
プ

の
Ｐ

Ｔ
Ｎ

リ
ン

グ
数

を
合

計
し

、
こ

れ
か

ら
１

を
減

じ
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
場

合
は

、
１

と
す

る
。

）
 

 
イ

 
Ｐ

Ｔ
Ｎ

低
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
混

在
ボ

ー
ド

数
を

Ｐ
Ｔ

Ｎ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
低

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

ボ
ー

ド
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

⑶
 

⑵
の

Ｐ
Ｔ

Ｎ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
冗

長
化

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
当

該
局

が
属

す
る

ル
ー

プ
ご

と

に
ポ

ー
ト

容
量

比
及

び
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
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⑷
 

⑵
の

Ｐ
Ｔ

Ｎ
リ

ン
グ

数
及

び
Ｐ

Ｔ
Ｎ

ユ
ニ

ッ
ト

数
か

ら
算

定
し

た
当

該
局

の
Ｐ

Ｔ
Ｎ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

の
う

ち
Ｐ

Ｔ
Ｎ

１
０

Ｇ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
を

当
該

局
の

１
０

Ｇ
Ｐ

Ｔ
Ｎ

リ
ン

グ

数
に

よ
り

算
定

し
、

残
り

を
Ｐ

Ｔ
Ｎ

２
．

４
Ｇ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
す

る
。

 

⑸
 

⑷
の

Ｐ
Ｔ

Ｎ
１

０
Ｇ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

Ｐ
Ｔ

Ｎ
２

．
４

Ｇ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
の

そ
れ

ぞ
れ

に
冗

長
化

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

１
０

Ｇ
高

速
イ

ン
タ

フ

ェ
ー

ス
数

及
び

冗
長

化
後

Ｐ
Ｔ

Ｎ
２

．
４

Ｇ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

し
、

こ
れ

ら
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

当
該

局
が

属
す

る
ル

ー
プ

ご
と

に
ポ

ー
ト

容
量

比
及

び
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｐ
Ｔ

Ｎ
１

０
Ｇ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｐ
Ｔ

Ｎ
２

．
４

Ｇ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

３
 

収
容

局
設

置
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
の

設
備

量
算

定
 

⑴
 

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

設
置

収
容

局
ご

と
に

、
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
が

接
続

す
る

共
用

収
容

ル
ー

タ
の

設
備

量
か

ら
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

１
０

Ｇ
カ

ー
ド

数
を

算
定

す
る

。
ま

た
、

当

該
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
が

接
続

す
る

専
用

線
装

置
の

設
備

量
か

ら
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
Ｓ

Ｔ
Ｍ

―
１

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

Ｓ
Ｔ

Ｍ
―

１
カ

ー
ド

数
を

算
定

す
る

。
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
１

０
Ｇ

カ
ー

ド
数

及
び

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

Ｓ
Ｔ

Ｍ
―

１
カ

ー
ド

数
の

合
計

に
２

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

波
長

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
波

長
数

を
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

最
大

波
長

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑶
 

⑵
の

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
、

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

専
用

線
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
波

長
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
し

、
こ

れ
に

冗
長

化
考

慮
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑷
 

⑴
の

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

１
０

Ｇ
カ

ー
ド

数
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
１

０
Ｇ

カ
ー

ド
数

と
し

、
こ

れ
に

冗
長

化
考

慮
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

１
０

Ｇ
カ

ー
ド

数
と

す
る

。
 

⑸
 

⑴
の

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

（
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
し

、
こ

れ
に

冗
長

化
考

慮
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

４
 

コ
ア

局
設

置
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
の

設
備

量
算

定
 

⑴
 

コ
ア

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
属

す
る

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

設
置

収
容

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

１
０

Ｇ
カ

ー
ド

数
及

び
メ

タ
ル

Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

当
該

コ
ア

局
設

置
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
に

対
向

す
る

も
の

に
限

る
。

）
を

、
そ

れ
ぞ

れ
全

て
の

当
該

局
に

属
す

る
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
設

置
収

容
局

に
つ

い
て

合
算

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

収
容

局
対

向
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
収

容
局

対
向

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

１
０

Ｇ
カ

ー
ド

数
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
収

容
局

対
向

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

 
⑵

 
コ

ア
局

渡
り

区
間

ご
と

に
、

コ
ア

局
間

で
伝

送
さ

れ
る

ア
ナ

ロ
グ

電
話

、
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
、

Ａ
Ｄ

Ｓ
Ｌ

地
域

Ｉ
Ｐ

サ
ー

ビ
ス

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

及
び

光
地

域
Ｉ

Ｐ
サ

ー
ビ

ス
の

最
繁

時
帯

域
か

ら
定

ま
る

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

を
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
１

０
Ｇ

カ
ー

ド
当

た
り

最
大

収
容

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
１

０
Ｇ

カ
ー

ド
数

と
す

る
。

 

⑶
 

コ
ア

局
間

で
伝

送
さ

れ
る

専
用

線
サ

ー
ビ

ス
の

最
繁

時
帯

域
か

ら
定

ま
る

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
Ｓ

Ｔ
Ｍ

―
１

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

を
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
Ｓ

Ｔ
Ｍ

―
１

カ
ー

ド
当

た
り

最
大

収
容

Ｓ
Ｔ

Ｍ

―
１

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
Ｓ

Ｔ
Ｍ

―
１

カ
ー

ド
数

と
す

る
。

 

⑷
 

⑵
及

び
⑶

で
算

定
し

た
コ

ア
局

渡
り

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

１
０

Ｇ
カ

ー
ド

数
及

び
コ

ア
局

渡
り

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

Ｓ
Ｔ

Ｍ
―

１
カ

ー
ド

数
の

合
計

に
２

を
乗

じ
た

も
の

を
コ

ア
局

渡
り

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

高
速

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス

波
長

数
と

し
、

こ
れ

を
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

最
大

波
長

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
コ

ア
局

渡
り

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑸
 

⑵
の

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

か
ら

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

光
Ｉ

Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
し

、
こ

れ
に

⑴
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

収
容

局
対

向
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

を
加

え
た

も
の

を
、

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

⑹
 

⑵
の

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
１

０
Ｇ

カ
ー

ド
数

か
ら

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
１

０
Ｇ

カ
ー

ド
数

と
し

、
こ

れ
に

⑴
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

収
容

局
対

向
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
低

速
１

０
Ｇ

カ
ー

ド
数

を
加

え
た

も
の

を
、

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

１
０

Ｇ
カ

ー
ド

数
と

す
る

。
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⑺
 

⑷
の

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
数

か
ら

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
及

び
専

用
線

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

波
長

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
し

、
こ

れ
に

⑴
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

収
容

局
対

向
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
数

を
加

え
た

も
の

を
、

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

５
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
Ｐ

Ｔ
Ｎ

投
資

額
及

び
局

ご
と

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
そ

れ
ら

投
資

額
を

合
算

し
、

Ｐ
Ｔ

Ｎ
投

資
額

及
び

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
Ｐ

Ｔ
Ｎ

投
資

額
 

＝
（

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｐ
Ｔ

Ｎ
低

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

混
在

ボ
ー

ド
数

×
Ｐ

Ｔ
Ｎ

低
速

混
在

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ボ

ー
ド

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

Ｐ
Ｔ

Ｎ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

２
．

４
Ｇ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

×
Ｐ

Ｔ
Ｎ

２
．

４
Ｇ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ポ

ー
ト

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｐ

Ｔ
Ｎ

１
０

Ｇ
高

速
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
×

Ｐ
Ｔ

Ｎ
１

０
Ｇ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ポ

ー
ト

単
価

）
 

×
（

１
＋

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置

投
資

額
加

算
率

）
 

局
ご

と
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
投

資
額

 

＝
（

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

単
価

 

 
＋

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

１
０

Ｇ
カ

ー
ド

数
×

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

低
速

１
０

Ｇ
カ

ー
ド

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

×
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
）

 

×
（

１
＋

ク
ロ

ッ
ク

供
給

装
置

投
資

額
加

算
率

）
 

中
間

中
継

伝
送

装
置

 
１

 
収

容
局

と
コ

ア
局

間
に

設
置

す
る

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

用
中

間
中

継
伝

送
装

置
の

設
備

量
の

算
定

 

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

を
設

置
す

る
収

容
局

ご
と

に
、

収
容

局
と

コ
ア

局
間

の
伝

送
距

離
を

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

用
中

間
中

継
伝

送
装

置
平

均
距

離
で

除
し

た
中

間
中

継
伝

送
装

置
設

置
箇

所
数

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
に

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
用

中
間

中
継

伝
送

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す

る
。

 

２
 

コ
ア

局
間

に
設

置
す

る
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
用

中
間

中
継

伝
送

装
置

の
設

備
量

の
算

定
 

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

を
設

置
す

る
コ

ア
局

間
の

区
間

ご
と

に
、

コ
ア

局
間

の
伝

送
距

離
を

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

用
中

間
中

継
伝

送
装

置
平

均
距

離
で

除
し

た
中

間
中

継
伝

送
装

置
設

置
箇

所
数

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
に

、
当

該
区

間
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
区

間
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

用
中

間
中

継
伝

送
装

置
ユ

ニ
ッ

ト

数
と

し
、

当
該

区
間

の
両

端
に

位
置

す
る

コ
ア

局
の

う
ち

片
側

の
局

に
設

置
す

る
も

の
と

み
な

す
。

 

３
 

Ｐ
Ｔ

Ｎ
用

中
間

中
継

伝
送

装
置

の
設

備
量

の
算

定
 

Ｐ
Ｔ

Ｎ
に

よ
る

伝
送

の
経

路
と

な
る

ル
ー

プ
ご

と
に

、
ル

ー
プ

延
長

を
Ｐ

Ｔ
Ｎ

用
中

間
中

継
伝

送
装

置
平

均
距

離
で

除
し

た
中

間
中

継
伝

送
装

置
設

置
箇

所
数

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
か

ら
当

該
ル

ー
プ

に
属

す
る

Ｐ
Ｔ

Ｎ
設

置
局

数
を

減
じ

、
当

該
ル

ー
プ

に
係

る
中

継
伝

送
用

光
回

線
の

心
線

数
（

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
（

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
と

す
る

。
）

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
ル

ー
プ

の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｐ
Ｔ

Ｎ
用

中
間

中
継

伝
送

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

し
、

当
該

ル
ー

プ
内

に
Ｐ

Ｔ
Ｎ

設
置

局
が

あ
る

場
合

に
は

当
該

ル
ー

プ
内

Ｐ
Ｔ

Ｎ
設

置
局

の
う

ち
収

容
回

線
数

が
最

も
多

い
局

に
、

当

該
ル

ー
プ

内
に

Ｐ
Ｔ

Ｎ
設

置
局

が
な

い
場

合
に

は
当

該
ル

ー
プ

内
の

局
の

う
ち

収
容

回
線

数
が

最
も

多
い

局
に

設
置

す
る

も
の

と
み

な
す

。
 

４
 

中
間

中
継

伝
送

装
置

の
設

備
量

の
算

定
 

１
か

ら
３

ま
で

に
よ

り
求

め
た

中
間

中
継

伝
送

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

局
ご

と
の

合
計

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

間
中

継
伝

送
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

５
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
中

間
中

継
伝

送
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

中
間

中
継

伝
送

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
中

間
中

継
伝

送
装

置
投

資
額

 

 
＝

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

中
間

中
継

伝
送

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

中
間

中
継

伝
送

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

単
価

 

Ｃ
Ｓ

 
１

 
Ｃ

Ｓ
の

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

中
継

区
域

ご
と

に
、

音
声

サ
ー

ビ
ス

回
線

数
（

音
声

サ
ー

ビ
ス

（
ア

ナ
ロ

グ
電

話
、

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
を

い
う

。
）

の
回

線
数

の
合

計
を

い
う

。
）

を
当

該
中

継
区

域

に
属

す
る

コ
ア

局
数

で
除

し
た

も
の

を
当

該
区

域
に

属
す

る
コ

ア
局

の
Ｃ

Ｓ
収

容
音

声
サ

ー
ビ

ス
回

線
数

と
し

、
こ

れ
を

Ｃ
Ｓ

収
容

率
及

び
Ｃ

Ｓ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
回

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

区
域

に
属

す
る

コ
ア

局
の

Ｃ
Ｓ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

Ｃ
Ｓ

ユ
ニ

ッ
ト

数
に

Ｃ
Ｓ

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

区
域

に
属

す
る

コ
ア

局
の

冗
長

化
後

Ｃ
Ｓ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

し
、

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
回

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

区
域

に
属

す
る

コ
ア

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

冗
長

化
後

Ｃ
Ｓ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
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29頁 

⑶
 

中
継

区
域

ご
と

に
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
電

話
回

線
数

（
ア

ナ
ロ

グ
電

話
及

び
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
サ

ー
ビ

ス
の

回
線

数
の

合
計

を
い

う
。

）
を

当
該

中
継

区
域

に
属

す
る

コ
ア

局
数

で
除

し
た

も
の

を
当

該

区
域

に
属

す
る

コ
ア

局
の

Ｃ
Ｓ

収
容

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
電

話
回

線
数

と
し

、
こ

れ
に

Ｃ
Ｓ

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

区
域

に
属

す
る

コ
ア

局
の

冗
長

化
後

Ｃ
Ｓ

収
容

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
電

話
回

線
数

と
す

る
。

 

２
 

Ｃ
Ｓ

用
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
（

以
下

「
Ｃ

Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

」
と

い
う

。
）

の
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

中
継

区
域

ご
と

に
、

音
声

サ
ー

ビ
ス

の
最

繁
時

呼
数

を
当

該
中

継
区

域
に

属
す

る
コ

ア
局

数
で

除
し

た
も

の
を

当
該

区
域

に
属

す
る

コ
ア

局
の

Ｃ
Ｓ

音
声

サ
ー

ビ
ス

最
繁

時
呼

数
と

し
、

こ
れ

を
Ｃ

Ｓ

用
Ｄ

Ｂ
収

容
率

及
び

Ｃ
Ｓ

用
Ｄ

Ｂ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時

呼
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

区
域

に
属

す
る

コ
ア

局
の

Ｃ
Ｓ

用
Ｄ

Ｂ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

⑵
 

⑴
の

Ｃ
Ｓ

用
Ｄ

Ｂ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
Ｃ

Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

冗
長

化
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

区
域

に
属

す
る

コ
ア

局
の

冗
長

化
後

Ｃ
Ｓ

用
Ｄ

Ｂ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
し

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
呼

数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
区

域
に

属
す

る
コ

ア
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｃ

Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

３
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
Ｃ

Ｓ
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
た

も
の

に
、

Ｃ
Ｓ

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

投
資

額
（

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

を
控

除
し

た
も

の
。

）
を

加
え

、
Ｃ

Ｓ
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

局
ご

と
Ｃ

Ｓ
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｃ

Ｓ
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
Ｃ

Ｓ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
冗

長
化

後
Ｃ

Ｓ
収

容
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

電
話

回
線

数
×

Ｃ
Ｓ

１
回

線
当

た
り

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
冗

長
化

後
Ｃ

Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

Ｃ
Ｓ

用
Ｄ

Ｂ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

関
門

系
ル

ー
タ

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

相
互

接
続

局
ご

と
に

、
次

の
ア

か
ら

ウ
ま

で
に

よ
り

求
め

た
関

門
系

ル
ー

タ
の

ユ
ニ

ッ
ト

数
の

う
ち

最
大

の
も

の
を

当
該

局
の

関
門

系
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

ア
 

関
門

系
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
（

コ
ア

局
対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
同

一
局

内
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

対
向

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

相
互

接
続

局
渡

り
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
Ｓ

Ｂ
Ｃ

対
向

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
Ｄ

Ｎ
Ｓ

サ
ー

バ
対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

の
合

計
を

い
う

。
）

を
関

門
系

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
当

た
り

最
大

収
容

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る

。
）

を
関

門
系

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
数

と
し

、
関

門
系

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

イ
 

当
該

相
互

接
続

局
の

最
繁

時
帯

域
を

関
門

系
ル

ー
タ

収
容

率
及

び
関

門
系

ル
ー

タ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時

帯
域

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

ウ
 

当
該

相
互

接
続

局
の

最
繁

時
パ

ケ
ッ

ト
数

を
関

門
系

ル
ー

タ
収

容
率

及
び

関
門

系
ル

ー
タ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
パ

ケ
ッ

ト
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
 

⑵
 

⑴
ア

の
コ

ア
局

対
向

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

同
一

局
内

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
相

互
接

続
局

渡
り

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

Ｓ
Ｂ

Ｃ
対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス

数
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

、
Ｄ

Ｎ
Ｓ

サ
ー

バ
対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

及
び

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

対
向

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
、

合
計

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

関
門

系
ル

ー
タ

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

⑶
 

⑴
ア

の
関

門
系

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
数

か
ら

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
関

門
系

ル
ー

タ

１
０

Ｇ
ボ

ー
ド

数
と

す
る

。
 

⑷
 

⑴
の

関
門

系
ル

ー
タ

ユ
ニ

ッ
ト

数
か

ら
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
関

門
系

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

、
局

ご
と

関
門

系
ル

ー
タ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
関

門
系

ル
ー

タ
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

局
ご

と
関

門
系

ル
ー

タ
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
関

門
系

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
関

門
系

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
関

門
系

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
数

×
関

門
系

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

ボ
ー

ド
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
関

門
系

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

×
関

門
系

ル
ー

タ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
関

門
系

ル
ー

タ
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
関

門
系

ル
ー

タ
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
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30頁 

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ

Ｗ
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

相
互

接
続

局
ご

と
に

、
当

該
局

の
相

互
接

続
用

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

に
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
予

備
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
を

加
え

た
も

の
を

当
該

局
の

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
Ｇ

イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

し
、

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
す

る
。

 

⑵
 

相
互

接
続

局
ご

と
に

、
当

該
局

の
相

互
接

続
用

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
及

び
関

門
系

ル
ー

タ
対

向
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

の
合

計
に

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

予
備

１
０

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー

ス
数

を
加

え
た

も
の

を
当

該
局

の
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
し

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

、
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
す

る
。

 

⑶
 

⑴
及

び
⑵

で
算

定
し

た
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
及

び
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

の
合

計
を

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最

大
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
し

、
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

、
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

、
局

ご
と

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

局
ご

と
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

Ｇ
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
×

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

１
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

×
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
１

０
Ｇ

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
単

価
 

Ｓ
Ｂ

Ｃ
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

相
互

接
続

局
ご

と
に

、
当

該
局

の
最

繁
時

呼
数

（
接

続
呼

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

を
Ｓ

Ｂ
Ｃ

収
容

率
及

び
Ｓ

Ｂ
Ｃ

呼
処

理
部

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

最
繁

時
呼

数
で

除
し

た
も

の
を

、
当

該

局
の

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
（

呼
処

理
部

）
数

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

局
に

設
置

す
る

Ｓ
Ｂ

Ｃ
の

設
備

量
が

Ｓ
Ｂ

Ｃ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
セ

ッ
シ

ョ
ン

数
に

よ
り

決
定

す
る

場
合

に
は

、
Ｓ

Ｂ
Ｃ

ユ
ニ

ッ
ト

（
呼

処
理

部
）

数
は

０
と

す
る

。
 

⑵
 

相
互

接
続

局
ご

と
に

、
当

該
局

の
最

繁
時

呼
量

（
接

続
呼

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

か
ら

算
定

し
た

Ｓ
Ｂ

Ｃ
同

時
接

続
数

を
Ｓ

Ｂ
Ｃ

収
容

率
及

び
Ｓ

Ｂ
Ｃ

セ
ッ

シ
ョ

ン
管

理
部

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最

大
処

理
同

時
接

続
数

で
除

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
（

セ
ッ

シ
ョ

ン
管

理
部

）
数

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

局
に

設
置

す
る

Ｓ
Ｂ

Ｃ
の

設
備

量
が

Ｓ
Ｂ

Ｃ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
セ

ッ
シ

ョ
ン

数
に

よ
り

決
定

す
る

場
合

に
は

、
Ｓ

Ｂ
Ｃ

ユ
ニ

ッ
ト

（
セ

ッ
シ

ョ
ン

管
理

部
）

数
は

０
と

す
る

。
 

⑶
 

相
互

接
続

局
ご

と
に

、
当

該
局

の
最

繁
時

呼
量

（
接

続
呼

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

を
Ｓ

Ｂ
Ｃ

セ
ッ

シ
ョ

ン
数

と
し

、
こ

れ
を

Ｓ
Ｂ

Ｃ
収

容
率

及
び

Ｓ
Ｂ

Ｃ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
セ

ッ
シ

ョ

ン
数

で
除

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

局
に

設
置

す
る

Ｓ
Ｂ

Ｃ
の

設
備

量
が

Ｓ
Ｂ

Ｃ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
最

繁
時

呼
数

及
び

Ｓ
Ｂ

Ｃ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
同

時
接

続
数

に
よ

り
決

定
す

る
場

合
に

は
、

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
数

は
０

と
す

る
。

 

⑷
 

⑴
の

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
（

呼
処

理
部

）
数

か
ら

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
当

該
局

の
最

繁
時

呼
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｓ

Ｂ
Ｃ

ユ
ニ

ッ
ト

（
呼

処
理

部
）

数
と

す
る

。
 

⑸
 

⑵
の

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
（

セ
ッ

シ
ョ

ン
管

理
部

）
数

及
び

⑶
の

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
数

か
ら

、
そ

れ
ぞ

れ
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

当
該

局
の

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を

控
除

し
た

も
の

を
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
（

セ
ッ

シ
ョ

ン
管

理
部

）
数

及
び

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

、
局

ご
と

Ｓ
Ｂ

Ｃ
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

Ｓ
Ｂ

Ｃ
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

局
ご

と
Ｓ

Ｂ
Ｃ

投
資

額
 

＝
（

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
（

呼
処

理
部

）
数

×
Ｓ

Ｂ
Ｃ

ユ
ニ

ッ
ト

（
呼

処
理

部
）

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｓ

Ｂ
Ｃ

ユ
ニ

ッ
ト

（
セ

ッ
シ

ョ
ン

管
理

部
）

数
×

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
（

セ
ッ

シ
ョ

ン
管

理
部

）
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｓ

Ｂ
Ｃ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
）

 

×
（

１
＋

相
互

接
続

局
共

通
設

備
投

資
額

加
算

率
）

 

＋
（

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
（

呼
処

理
部

）
数

×
Ｓ

Ｂ
Ｃ

ユ
ニ

ッ
ト

（
呼

処
理

部
）

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｓ

Ｂ
Ｃ

ユ
ニ

ッ
ト

（
セ

ッ
シ

ョ
ン

管
理

部
）

数
×

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
（

セ
ッ

シ
ョ

ン
管

理
部

）
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｓ

Ｂ
Ｃ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

Ｓ
Ｂ

Ｃ
ユ

ニ
ッ

ト
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
 

＋
Ｓ

Ｂ
Ｃ

同
時

接
続

数
×

Ｓ
Ｂ

Ｃ
同

時
接

続
数

当
た

り
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
）

 

×
（

１
＋

相
互

接
続

局
共

通
設

備
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
投

資
額

加
算

率
）
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31頁 

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

相
互

接
続

局
ご

と
に

、
当

該
局

の
最

繁
時

呼
数

（
接

続
呼

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

か
ら

算
定

し
た

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

ク
エ

リ
数

を
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
サ

ー
バ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

ク
エ

リ
数

で
除

し
た

も

の
を

、
当

該
局

の
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
局

に
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

を
設

置
す

る
場

合
に

は
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
ユ

ニ
ッ

ト
数

は
０

と
す

る
。

 

⑵
 

相
互

接
続

局
ご

と
に

、
当

該
局

の
最

繁
時

呼
数

（
接

続
呼

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

か
ら

算
定

し
た

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

ク
エ

リ
数

及
び

Ｄ
Ｎ

Ｓ
ク

エ
リ

数
を

合
計

し
た

も
の

を
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー

バ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
処

理
ク

エ
リ

数
で

除
し

た
も

の
を

、
当

該
局

の
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
局

に
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
サ

ー
バ

及
び

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

を
設

置
す

る
場

合
に

は
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

・
Ｄ

Ｎ
Ｓ

共
通

サ
ー

バ
ユ

ニ
ッ

ト
数

は
０

と
す

る
。

 

⑶
 

⑴
の

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
ユ

ニ
ッ

ト
数

か
ら

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
当

該
局

の
最

繁
時

呼
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｅ
Ｎ

Ｕ

Ｍ
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑷
 

⑵
の

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

・
Ｄ

Ｎ
Ｓ

共
通

サ
ー

バ
ユ

ニ
ッ

ト
数

か
ら

Ｄ
Ｎ

Ｓ
に

係
る

も
の

（
ク

エ
リ

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
当

該
局

の
最

繁
時

呼
数

比
に

よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

相
当

分
）

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

、
局

ご
と

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

局
ご

と
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
サ

ー
バ

投
資

額
 

＝
（

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

相
当

分
）

×
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

単
価

）
 

×
（

１
＋

相
互

接
続

局
共

通
設

備
投

資
額

加
算

率
）

 

＋
（

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

相
当

分
）

×
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

単
価

 

＋
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
ク

エ
リ

数
×

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

ク
エ

リ
当

た
り

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

単
価

）
 

×
（

１
＋

相
互

接
続

局
共

通
設

備
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
投

資
額

加
算

率
）

 

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

相
互

接
続

局
ご

と
に

、
当

該
局

の
最

繁
時

呼
数

（
接

続
呼

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

か
ら

算
定

し
た

Ｄ
Ｎ

Ｓ
ク

エ
リ

数
を

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最
大

処
理

ク
エ

リ
数

で
除

し
た

も
の

を

、
当

該
局

の
Ｄ

Ｎ
Ｓ

サ
ー

バ
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

局
に

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

・
Ｄ

Ｎ
Ｓ

共
通

サ
ー

バ
を

設
置

す
る

場
合

に
は

、
Ｄ

Ｎ
Ｓ

サ
ー

バ
ユ

ニ
ッ

ト
数

は
０

と
す

る
。

 

⑵
 

⑴
の

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
か

ら
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

当
該

局
の

最
繁

時
呼

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

、
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｄ

Ｎ
Ｓ

サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑶
 

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
の

設
備

量
の

算
定

に
お

い
て

求
め

た
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
か

ら
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
に

係
る

も
の

（
ク

エ
リ

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

光
Ｉ

Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

当
該

局
の

最
繁

時
呼

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

Ｄ
Ｎ

Ｓ
相

当
分

）
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

、
局

ご
と

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
Ｄ

Ｎ
Ｓ

サ
ー

バ
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

局
ご

と
Ｄ

Ｎ
Ｓ

サ
ー

バ
投

資
額

 

＝
（

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

Ｄ
Ｎ

Ｓ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

Ｄ
Ｎ

Ｓ
相

当
分

）
×

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

・
Ｄ

Ｎ
Ｓ

共
通

サ
ー

バ
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
）

 

×
（

１
＋

相
互

接
続

局
共

通
設

備
投

資
額

加
算

率
）

 

＋
（

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

Ｄ
Ｎ

Ｓ
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
・

Ｄ
Ｎ

Ｓ
共

通
サ

ー
バ

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

Ｄ
Ｎ

Ｓ
相

当
分

）
×

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

・
Ｄ

Ｎ
Ｓ

共
通

サ
ー

バ
ユ

ニ
ッ

ト
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
単

価
 

＋
Ｄ

Ｎ
Ｓ

ク
エ

リ
数

×
Ｄ

Ｎ
Ｓ

ク
エ

リ
当

た
り

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

単
価

）
 

×
（

１
＋

相
互

接
続

局
共

通
設

備
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
投

資
額

加
算

率
）

 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
 

１
 

配
線

設
備

と
し

て
設

置
す

る
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

の
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

き
線

点
か

ら
先

の
配

線
設

備
の

算
定

に
当

た
っ

て
は

、
回

線
需

要
の

分
布

を
基

に
あ

ら
か

じ
め

準
備

さ
れ

た
配

線
パ

タ
ー

ン
の

中
か

ら
最

も
適

切
な

も
の

を
選

択
し

、
配

線
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

の
亘

長

k
m
を

算
定

す
る

。
ケ

ー
ブ

ル
の

対
数

及
び

条
数

は
、

回
線

需
要

数
を

勘
案

し
て

算
定

す
る

。
当

該
ケ

ー
ブ

ル
対

数
及

び
条

数
を

用
い

て
、

必
要

と
な

る
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

の
延

長
k
m
及

び
対

k
m
を

算
定

す

る
。
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⑵
 

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

の
延

長
k
m
及

び
対

k
m
は

、
局

ご
と

に
与

え
ら

れ
た

配
線

地
下

比
率

に
よ

り
算

定
す

る
。

た
だ

し
、

２
⑶

に
お

い
て

全
て

の
き

線
架

空
ケ

ー
ブ

ル
を

地
中

化
し

て
も

局
ご

と
ケ

ー
ブ

ル
地

中
化

率
に

達
し

な
い

場
合

は
、

配
線

架
空

ケ
ー

ブ
ル

の
追

加
地

中
化

処
理

を
行

う
。

 

⑶
 

ビ
ル

引
込

ケ
ー

ブ
ル

に
つ

い
て

は
、

回
線

の
需

要
密

度
を

勘
案

し
て

算
定

す
る

。
 

⑷
 

局
ご

と
に

、
架

空
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

及
び

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
の

延
長

k
m
及

び
対

k
m
の

そ
れ

ぞ
れ

の
合

計
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の

種
別

ご
と

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
架

空
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

対
k
m
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
対

k
m
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
と

す
る

。
 

２
 

き
線

設
備

と
し

て
設

置
す

る
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

の
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

収
容

局
か

ら
き

線
点

ま
で

の
間

の
き

線
設

備
の

算
定

に
当

た
っ

て
は

、
需

要
の

分
布

に
合

わ
せ

て
適

切
な

き
線

亘
長

k
m
を

算
定

す
る

。
 

⑵
 

⑴
に

よ
り

き
線

亘
長

k
m
を

算
定

し
た

後
、

伝
送

路
ご

と
に

次
の

組
合

せ
の

中
か

ら
設

備
管

理
運

営
費

（
減

価
償

却
費

及
び

施
設

保
全

費
の

合
計

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

最
も

低

く
な

る
も

の
を

選
択

す
る

。
た

だ
し

、
ケ

ー
ブ

ル
の

荷
重

制
限

及
び

伝
送

路
距

離
制

限
に

よ
り

選
択

不
可

能
な

も
の

を
除

く
。

 

ア
 

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

を
設

置
す

る
。

 

イ
 

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
及

び
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

を
設

置
す

る
。

 

ウ
 

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

を
設

置
す

る
。

 

エ
 

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
及

び
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

を
設

置
す

る
。

 

⑶
 

局
ご

と
ケ

ー
ブ

ル
地

中
化

率
に

達
す

る
ま

で
、

架
空

ケ
ー

ブ
ル

を
地

下
ケ

ー
ブ

ル
に

置
き

換
え

る
。

置
換

え
を

行
う

ケ
ー

ブ
ル

は
、

収
容

局
か

ら
近

い
も

の
で

あ
り

、
か

つ
、

敷
設

条
数

が
多

い
も

の

を
優

先
す

る
。

 

⑷
 

⑶
に

よ
り

、
架

空
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
地

下
ケ

ー
ブ

ル
に

置
き

換
え

ら
れ

た
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
は

、
当

該
区

間
を

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
又

は
光

ケ
ー

ブ
ル

の
い

ず
れ

を
使

用
す

る
方

が
設

備
管

理
運

営
費

が

よ
り

低
く

な
る

か
を

比
較

し
、

よ
り

安
価

な
も

の
を

選
択

す
る

。
 

⑸
 

伝
送

路
の

各
区

間
に

お
い

て
需

要
数

を
勘

案
し

て
必

要
対

数
及

び
条

数
を

算
定

し
、

そ
れ

ら
を

用
い

て
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
及

び
対

k
m
を

算
定

す
る

。
 

⑹
 

局
ご

と
に

、
架

空
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

及
び

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
の

延
長

k
m
及

び
対

k
m
の

そ
れ

ぞ
れ

の
合

計
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の

種
別

ご
と

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
架

空
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

対
k
m
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
対

k
m
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
と

す
る

。
 

３
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
の

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合

に
使

用
す

る
単

価
は

、
当

該
局

が
属

す
る

都
道

府
県

の
値

と
す

る
。

 

局
ご

と
種

別
ご

と
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
 

 
＝

当
該

種
別

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
対

k
m
×

当
該

種
別

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
対

k
m
単

価
 

＋
当

該
種

別
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
架

空
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
×

当
該

種
別

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
単

価
 

＋
当

該
種

別
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

対
k
m
×

当
該

種
別

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
対

k
m
単

価
 

＋
当

該
種

別
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
×

当
該

種
別

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
単

価
 

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

 
１

 
配

線
設

備
に

設
置

す
る

光
ケ

ー
ブ

ル
の

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

き
線

点
か

ら
先

の
配

線
設

備
の

算
定

に
当

た
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

準
備

さ
れ

た
配

線
パ

タ
ー

ン
を

適
用

し
、

配
線

光
ケ

ー
ブ

ル
の

亘
長

k
m
を

算
定

す
る

。
ケ

ー
ブ

ル
の

心
数

及
び

条
数

は
、

回
線

需

要
数

を
勘

案
し

て
算

定
す

る
。

当
該

ケ
ー

ブ
ル

心
数

及
び

条
数

を
用

い
て

、
光

ケ
ー

ブ
ル

の
延

長
k
m
及

び
心

k
m
を

算
定

す
る

。
 

⑵
 

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
及

び
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

の
延

長
k
m
は

、
収

容
局

ご
と

に
与

え
ら

れ
た

配
線

地
下

比
率

に
よ

り
算

定
す

る
。

た
だ

し
、

２
⑶

に
お

い
て

全
て

の
き

線
架

空
ケ

ー
ブ

ル
を

地
中

化
し

て
も

局
ご

と
ケ

ー
ブ

ル
地

中
化

率
に

達
し

な
い

場
合

は
、

配
線

架
空

ケ
ー

ブ
ル

の
追

加
地

中
化

処
理

を
行

う
。

 

２
 

き
線

設
備

に
設

置
す

る
光

ケ
ー

ブ
ル

の
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

収
容

局
か

ら
き

線
点

ま
で

の
間

の
き

線
設

備
の

算
定

に
当

た
っ

て
は

、
需

要
の

分
布

に
合

わ
せ

て
適

切
な

き
線

亘
長

k
m
を

算
定

す
る

。
 

⑵
 

⑴
に

よ
り

き
線

亘
長

k
m
を

算
定

し
た

後
、

伝
送

路
ご

と
に

次
の

組
合

せ
の

中
か

ら
設

備
管

理
運

営
費

（
減

価
償

却
費

及
び

施
設

保
全

費
の

合
計

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

最
も

低

く
な

る
も

の
を

選
択

す
る

。
た

だ
し

、
ケ

ー
ブ

ル
の

荷
重

制
限

及
び

伝
送

路
距

離
制

限
に

よ
り

選
択

不
可

能
な

も
の

を
除

く
。

 

ア
 

架
空

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

を
設

置
す

る
。

 

イ
 

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
及

び
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

を
設

置
す

る
。

 

ウ
 

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

を
設

置
す

る
。
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エ
 

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
及

び
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

を
設

置
す

る
。

 

⑶
 

局
ご

と
ケ

ー
ブ

ル
地

中
化

率
に

達
す

る
ま

で
、

架
空

ケ
ー

ブ
ル

を
地

下
ケ

ー
ブ

ル
に

置
き

換
え

る
。

置
換

え
を

行
う

ケ
ー

ブ
ル

は
、

当
該

局
か

ら
近

い
も

の
で

あ
り

、
か

つ
、

敷
設

条
数

が
多

い
も

の

を
優

先
す

る
。

 

⑷
 

⑶
に

よ
り

、
架

空
ケ

ー
ブ

ル
か

ら
地

下
ケ

ー
ブ

ル
に

置
き

換
え

ら
れ

た
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
は

、
当

該
区

間
を

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
又

は
光

ケ
ー

ブ
ル

の
い

ず
れ

を
使

用
す

る
方

が
設

備
管

理
運

営
費

が

よ
り

低
く

な
る

か
を

比
較

し
、

よ
り

安
価

な
も

の
を

選
択

す
る

。
 

⑸
 

伝
送

路
の

各
区

間
に

お
い

て
需

要
数

を
勘

案
し

て
必

要
心

数
及

び
条

数
を

算
定

し
、

そ
れ

ら
を

用
い

て
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
及

び
心

k
m
を

算
定

す
る

。
 

⑹
 

局
ご

と
に

、
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

及
び

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
の

延
長

k
m
及

び
心

k
m
の

そ
れ

ぞ
れ

の
合

計
か

ら
デ

ー
タ

系
に

係
る

も
の

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

種
別

ご
と

の
音

声
系

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル

心
k
m
、

音
声

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
、

音
声

系
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
及

び
音

声
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
と

す
る

。
 

３
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
の

光
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

光
ケ

ー
ブ

ル
投

資
額

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合

に
使

用
す

る
単

価
は

、
当

該
局

が
属

す
る

都
道

府
県

の
値

と
す

る
。

 

局
ご

と
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
×

加
入

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
単

価
 

 
＋

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

加
入

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
×

（
加

入
系

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
単

価
＋

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
災

害
対

策
増

分
単

価
）

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
×

加
入

系
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
×

（
加

入
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
単

価
＋

加
入

系
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
災

害
対

策
増

分
単

価
）

 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

収
容

局
ご

と
に

、
収

容
局

と
コ

ア
局

間
の

伝
送

で
経

由
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
、

当
該

収
容

局
の

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

ユ
ニ

ッ
ト

数
に

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

心
線

数
及

び
0
.
5
を

乗
じ

た
心

線

数
を

算
定

す
る

。
 

⑵
 

コ
ア

局
渡

り
ご

と
に

、
コ

ア
局

間
の

伝
送

で
経

由
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
、

コ
ア

局
渡

り
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
ユ

ニ
ッ

ト
数

に
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
心

線
数

及
び

0
.
5
を

乗
じ

た
心

線
数

を
算

定
す

る
。

 

⑶
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
⑴

及
び

⑵
で

算
定

し
た

心
線

数
を

合
計

し
た

も
の

を
当

該
ル

ー
プ

の
Ｃ

Ｗ
Ｄ

Ｍ
心

線
数

と
す

る
。

 

⑷
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
Ｐ

Ｔ
Ｎ

リ
ン

グ
数

に
Ｐ

Ｔ
Ｎ

高
速

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
当

た
り

心
線

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

Ｐ
Ｔ

Ｎ
リ

ン
グ

心
線

数
と

す
る

。
 

⑸
 

⑶
の

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

心
線

数
、

⑷
の

Ｐ
Ｔ

Ｎ
リ

ン
グ

心
線

数
、

中
継

ダ
ー

ク
フ

ァ
イ

バ
分

の
心

線
数

及
び

光
予

備
心

線
数

を
合

計
し

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

必
要

心
線

数
と

し
、

こ
れ

を
光

ケ
ー

ブ
ル

最

大
規

格
心

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

光
ケ

ー
ブ

ル
条

数
と

す
る

。
 

⑹
 

⑸
の

光
ケ

ー
ブ

ル
条

数
か

ら
１

を
減

じ
た

も
の

に
光

ケ
ー

ブ
ル

最
大

規
格

心
線

数
を

乗
じ

、
こ

れ
と

⑸
の

必
要

心
線

数
と

の
差

分
で

あ
る

余
り

心
線

数
か

ら
選

定
さ

れ
る

直
近

上
位

の
規

格
心

線
数

を

加
え

た
も

の
を

光
ケ

ー
ブ

ル
心

線
数

と
す

る
。

 

⑺
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
⑸

及
び

⑹
で

算
定

し
た

光
ケ

ー
ブ

ル
心

線
数

及
び

光
ケ

ー
ブ

ル
条

数
に

そ
れ

ぞ
れ

ル
ー

プ
延

長
k
m
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
及

び
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
と

す
る

。
 

⑻
 

⑺
の

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
及

び
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
離

島
設

備
に

係
る

も
の

を
控

除
し

、
中

継
線

路
架

空
比

率
に

よ
り

架
空

と
地

下
に

割
り

当
て

た
も

の
を

中
継

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

心

k
m
、

中
継

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
、

中
継

系
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
及

び
中

継
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
と

す
る

。
 

⑼
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
⑻

の
中

継
系

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
、

中
継

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
、

中
継

系
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
及

び
中

継
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
サ

ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
心

数
比

及
び

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

中
継

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

中
継

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

中
継

系
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

ル
ー

プ
ご

と
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
×

中
継

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
×

中
継

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
×

中
継

系
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
×

中
継

系
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
単

価
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海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

が
指

定
さ

れ
て

い
る

区
間

の
里

程
が

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

最
大

中
継

距
離

を
超

え
る

場
合

に
は

、
当

該
区

間
は

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

を
使

用
す

る
。

当

該
区

間
に

お
け

る
通

信
量

を
勘

案
し

て
算

定
し

た
必

要
心

線
数

を
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
最

大
規

格
心

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

条
数

と
し

、
こ

れ
に

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

最
大

規
格

心
線

数
を

乗
じ

た
も

の
を

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
線

数
と

す
る

。
 

 
⑵

 
⑴

の
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
心

線
数

及
び

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

条
数

の
そ

れ
ぞ

れ
に

区
間

距
離

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
区

間
の

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
及

び
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル

延
長

k
m
と

す
る

。
 

⑶
 

区
間

の
里

程
が

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

最
大

中
継

距
離

以
下

の
場

合
に

は
、

当
該

区
間

は
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

す
る

。
当

該
区

間
に

お
け

る
通

信
量

を
勘

案
し

て
算

定
し

た
必

要
心

線

数
を

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

最
大

規
格

心
線

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
条

数
と

す
る

。
 

⑷
 

⑶
の

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

条
数

か
ら

１
を

減
じ

た
も

の
に

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

最
大

規
格

心
線

数
を

乗
じ

、
こ

れ
と

⑶
の

必
要

心
線

数
と

の
差

分
で

あ
る

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

余
り

心

線
数

か
ら

選
定

さ
れ

る
直

近
上

位
の

規
格

心
線

数
を

加
え

た
も

の
を

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
線

数
と

す
る

。
 

⑸
 

⑶
及

び
⑷

で
算

定
し

た
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
心

線
数

及
び

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

条
数

の
そ

れ
ぞ

れ
に

区
間

距
離

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
区

間
の

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
及

び
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
と

す
る

。
 

⑹
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
⑵

及
び

⑸
で

算
定

し
た

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
、

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
、

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
及

び
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
（

そ
れ

ぞ
れ

当
該

ル
ー

プ
が

属
す

る
全

て
の

区
間

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

。
）

か
ら

そ
れ

ぞ
れ

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
も

の
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

心
数

比
及

び
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
ル

ー
プ

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

ル
ー

プ
ご

と
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
 

×
（

有
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
当

た
り

単
価

＋
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
当

た
り

漁
業

補
償

費
）

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
 

×
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
当

た
り

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
心

k
m
 

×
（

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
当

た
り

単
価

＋
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

心
k
m
当

た
り

漁
業

補
償

費
）

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
無

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
延

長
k
m
×

無
中

継
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

延
長

k
m
当

た
り

単
価

 

海
底

中
間

中
継

伝
送

装

置
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

が
指

定
さ

れ
て

い
る

区
間

で
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

す
る

場
合

に
は

区
間

里
程

を
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
最

大
中

継
距

離
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

区
間

中
継

数
と

し
、

こ
れ

に
有

中
継

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
条

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

区
間

の
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
数

と
す

る
。

 

⑵
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
⑴

の
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
数

（
当

該
ル

ー
プ

が
属

す
る

全
て

の
区

間
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

心
数

比
及

び

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

数
と

す
る

。
 

 
⑶

 
⑴

の
場

合
の

区
間

の
両

端
の

局
に

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

用
給

電
装

置
を

１
ず

つ
設

置
し

、
こ

れ
を

当
該

局
の

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

用
給

電
装

置
数

と
す

る
。

 

⑷
 

局
ご

と
に

、
⑶

の
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

数
（

当
該

局
が

属
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

ル
ー

プ

ご
と

に
心

数
比

及
び

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

用
給

電
装

置
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
ま

た
、

局
ご

と
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

ル
ー

プ
ご

と
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
数

×
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
単

価
 

局
ご

と
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
用

給
電

装
置

数
×

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

用
給

電
装

置
単

価
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35頁 

無
線

伝
送

装
置

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
無

線
伝

送
装

置
が

指
定

さ
れ

て
い

る
区

間
の

両
端

の
局

ご
と

に
、

当
該

局
間

の
通

信
量

を
勘

案
し

て
求

め
ら

れ
た

5
2
Ｍ

パ
ス

数
を

、
変

復
調

回
線

切
替

装
置

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

最

大
収

容
5
2
Ｍ

パ
ス

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
変

復
調

回
線

切
替

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
、

無
線

送
受

信
装

置
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
収

容
5
2
Ｍ

パ
ス

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
無

線
送

受
信

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
と

す
る

。
 

⑵
 

局
ご

と
に

、
⑴

の
変

復
調

回
線

切
替

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

そ
れ

ぞ
れ

当
該

局
が

属
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
を

変
復

調
回

線
切

替
装

置
架

当
た

り
ユ

ニ
ッ

ト
数

で
除

し
た

も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
変

復
調

回
線

切
替

装
置

架
数

と
し

、
⑴

の
無

線
送

受
信

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

そ
れ

ぞ
れ

当
該

局
が

属
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
を

無
線

送
受

信
装

置
架

当
た

り
ユ

ニ
ッ

ト
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

無
線

送
受

信
装

置
架

数
と

す
る

。
 

⑶
 

局
ご

と
に

、
⑴

及
び

⑵
で

算
定

し
た

変
復

調
回

線
切

替
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

、
変

復
調

回
線

切
替

装
置

架
数

、
無

線
送

受
信

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
及

び
無

線
送

受
信

装
置

架
数

か
ら

そ
れ

ぞ
れ

デ
ー

タ
系

サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

ル
ー

プ
ご

と
に

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

変
復

調
回

線
切

替
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
変

復
調

回
線

切
替

装
置

架
数

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
無

線
送

受
信

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
無

線
送

受
信

装
置

架
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
無

線
伝

送
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

無
線

伝
送

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
無

線
伝

送
装

置
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
変

復
調

回
線

切
替

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

変
復

調
回

線
切

替
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
変

復
調

回
線

切
替

装
置

架
数

×
変

復
調

回
線

切
替

装
置

架
・

共
通

部
単

価
 

 
＋

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

無
線

送
受

信
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
無

線
送

受
信

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
無

線
送

受
信

装
置

架
数

×
無

線
送

受
信

装
置

架
・

共
通

部
単

価
 

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換

装
置

 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
無

線
伝

送
装

置
又

は
衛

星
通

信
設

備
が

指
定

さ
れ

て
い

る
区

間
の

両
端

の
局

ご
と

に
、

当
該

局
間

の
通

信
量

を
勘

案
し

て
求

め
ら

れ
た

5
2
M
パ

ス
数

を
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

ポ
ー

ト
収

容
率

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
を

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
収

容
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る

も
の

と
す

る
。

）
を

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

⑶
 

局
ご

と
に

、
⑴

及
び

⑵
で

算
定

し
た

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

数
及

び
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
（

そ
れ

ぞ
れ

当
該

局
が

属
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
合

計

し
た

も
の

。
）

か
ら

そ
れ

ぞ
れ

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
ル

ー
プ

ご
と

に
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
数

×
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
ポ

ー
ト

単
価

 

無
線

ア
ン

テ
ナ

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
無

線
伝

送
装

置
が

指
定

さ
れ

て
い

る
区

間
の

両
端

の
局

ご
と

に
、

無
線

伝
送

装
置

が
指

定
さ

れ
て

い
る

経
路

数
の

合
計

に
１

経
路

当
た

り
ア

ン
テ

ナ
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の

無
線

ア
ン

テ
ナ

数
と

す
る

。
 

⑵
 

局
ご

と
に

、
⑴

の
無

線
ア

ン
テ

ナ
数

（
当

該
局

が
属

す
る

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

。
）

か
ら

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
ル

ー
プ

ご
と

に
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

無
線

ア
ン

テ
ナ

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
無

線
ア

ン
テ

ナ
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

無
線

ア
ン

テ
ナ

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
無

線
ア

ン
テ

ナ
投

資
額

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
無

線
ア

ン
テ

ナ
数

×
ア

ン
テ

ナ
単

価
 

無
線

鉄
塔

 
１

 
設

備
量

の
算

定
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⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
無

線
伝

送
装

置
が

指
定

さ
れ

て
い

る
区

間
の

両
端

の
局

ご
と

に
、

無
線

ア
ン

テ
ナ

数
（

当
該

局
が

属
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
を

最
大

ア
ン

テ
ナ

搭
載

数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
が

無
線

単
独

局
に

該
当

す
る

場
合

は
当

該
局

の
地

上
設

置
用

鉄
塔

数
と

し
、

当
該

局
が

無
線

併
設

局
に

該
当

す
る

場
合

は
当

該
局

の
屋

上
設

置
用

鉄
塔

数
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

地
上

設
置

用
無

線
鉄

塔
数

及
び

屋
上

設
置

用
無

線
鉄

塔
数

か
ら

そ
れ

ぞ
れ

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
ル

ー
プ

ご
と

に
Ｑ

ｏ
Ｓ

制
御

係
数

を
加

味
し

た
最

繁
時

帯
域

比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

地
上

設
置

用
無

線
鉄

塔
数

及
び

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

屋
上

設
置

用
無

線
鉄

塔
数

と
す

る
。

 

 
２

 
投

資
額

の
算

定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
無

線
鉄

塔
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

無
線

鉄
塔

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
無

線
鉄

塔
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
地

上
設

置
用

無
線

鉄
塔

数
×

地
上

設
置

用
鉄

塔
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
屋

上
設

置
用

無
線

鉄
塔

数
×

屋
上

設
置

用
鉄

塔
単

価
 

衛
星

通
信

設
備

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

区
間

設
備

と
し

て
衛

星
通

信
設

備
が

指
定

さ
れ

て
い

る
区

間
の

両
端

の
局

ご
と

に
、

当
該

局
間

の
通

信
量

を
勘

案
し

て
求

め
ら

れ
た

5
2
Ｍ

パ
ス

数
に

チ
ャ

ネ
ル

切
上

単
位

（
5
2
Ｍ

）
を

乗
じ

た
も

の
を

地
球

局
必

要
回

線
数

と
す

る
。

 

⑵
 

⑴
の

地
球

局
必

要
回

線
数

を
、

１
ト

ラ
ン

ス
ポ

ン
ダ

当
た

り
最

大
接

続
可

能
回

線
数

で
除

し
た

も
の

を
必

要
ト

ラ
ン

ス
ポ

ン
ダ

数
、

時
分

割
多

元
接

続
装

置
（

こ
の

項
に

お
い

て
「

Ｔ
Ｄ

Ｍ
Ａ

装
置

」

と
い

う
。

）
架

当
た

り
最

大
収

容
回

線
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

Ｔ
Ｄ

Ｍ
Ａ

装
置

架
数

、
衛

星
送

受
信

装
置

架
当

た
り

最
大

収
容

回
線

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
衛

星
送

受
信

装
置

架
数

と
す

る
。

 

⑶
 

地
球

局
１

局
ご

と
に

衛
星

ア
ン

テ
ナ

数
は

１
組

と
し

、
本

土
側

地
球

局
１

局
ご

と
に

衛
星

回
線

制
御

装
置

架
数

は
１

組
と

す
る

。
 

⑷
 

局
ご

と
に

、
⑴

か
ら

⑶
ま

で
に

よ
り

求
め

た
必

要
ト

ラ
ン

ス
ポ

ン
ダ

数
、

Ｔ
Ｄ

Ｍ
Ａ

装
置

架
数

、
衛

星
送

受
信

装
置

架
数

、
衛

星
ア

ン
テ

ナ
数

及
び

衛
星

回
線

制
御

装
置

架
数

（
そ

れ
ぞ

れ
当

該
局

が

属
す

る
全

て
の

ル
ー

プ
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
。

）
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

ル
ー

プ
ご

と
に

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

ト
ラ

ン
ス

ポ
ン

ダ
数

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｔ

Ｄ
Ｍ

Ａ
装

置
架

数
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

衛
星

送
受

信
装

置
架

数
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

衛
星

ア
ン

テ
ナ

数
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
衛

星
回

線
制

御
装

置
架

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
衛

星
通

信
設

備
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

衛
星

通
信

設
備

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
衛

星
通

信
設

備
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
ト

ラ
ン

ス
ポ

ン
ダ

数
×

ト
ラ

ン
ス

ポ
ン

ダ
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｔ

Ｄ
Ｍ

Ａ
装

置
架

数
×

Ｔ
Ｄ

Ｍ
Ａ

装
置

架
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
衛

星
送

受
信

装
置

架
数

×
衛

星
送

受
信

装
置

架
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
衛

星
ア

ン
テ

ナ
数

×
衛

星
ア

ン
テ

ナ
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
衛

星
回

線
制

御
装

置
架

数
×

衛
星

回
線

制
御

装
置

架
単

価
 

加
入

系
電

柱
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

局
ご

と
に

、
架

空
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

及
び

架
空

光
ケ

ー
ブ

ル
の

敷
設

区
間

里
程

の
総

和
を

加
入

系
電

柱
間

隔
で

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

加
入

系
電

柱
本

数
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

加
入

系
電

柱
本

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
加

入
系

電
柱

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
加

入
系

電
柱

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
加

入
系

電
柱

投
資

額
＝

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

加
入

系
電

柱
本

数
×

加
入

系
電

柱
単

価
×

電
柱

共
架

率
 

中
継

系
電

柱
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
中

継
系

管
路

亘
長

k
m
（

離
島

設
備

の
適

用
区

間
を

除
く

。
）

に
中

継
線

路
架

空
比

率
を

乗
じ

て
中

継
系

電
柱

間
隔

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

ル
ー

プ
の

中
継

系
電

柱
本

数
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
心

数
比

及
び

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
ル

ー
プ

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

電
柱

本
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
ル

ー
プ

ご
と

中
継

系
電

柱
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

中
継

系
電

柱
投

資
額

を
算

定
す

る
。
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ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

電
柱

投
資

額
＝

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

中
継

系
電

柱
本

数
×

中
継

系
電

柱
単

価
 

加
入

系
管

路
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

局
ご

と
に

、
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

及
び

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
の

敷
設

区
間

里
程

の
合

計
を

当
該

局
の

加
入

系
管

路
亘

長
k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

敷
設

区
間

ご
と

に
、

敷
設

す
る

地
下

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
地

下
光

ケ
ー

ブ
ル

の
設

備
量

及
び

多
条

敷
設

の
可

否
を

勘
案

し
て

、
管

路
の

敷
設

条
数

及
び

イ
ン

ナ
ー

パ
イ

プ
の

敷
設

条
数

を
算

定

す
る

。
地

下
メ

タ
ル

ケ
ー

ブ
ル

及
び

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
の

敷
設

区
間

ご
と

に
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

敷
設

区
間

の
里

程
に

管
路

の
敷

設
条

数
及

び
イ

ン
ナ

ー
パ

イ
プ

の
敷

設
条

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

敷
設

区
間

の
加

入
系

管
路

条
k
m
及

び
イ

ン
ナ

ー
パ

イ
プ

延
長

k
m
と

し
、

こ
れ

ら
を

局
ご

と
に

そ
れ

ぞ
れ

合
計

し
た

も
の

を
当

該
局

の
加

入
系

管
路

条
k
m
及

び
イ

ン
ナ

ー
パ

イ
プ

延
長

k
m
と

す
る

。
 

⑶
 

局
ご

と
に

、
加

入
系

管
路

条
k
m
及

び
加

入
系

管
路

亘
長

k
m
か

ら
、

中
口

径
管

路
、

共
同

溝
、

と
う

道
、

電
線

共
同

溝
、

自
治

体
管

路
及

び
情

報
ボ

ッ
ク

ス
を

適
用

し
た

区
間

を
控

除
す

る
。

 

⑷
 

⑶
の

加
入

系
管

路
条

k
m
、

加
入

系
管

路
亘

長
k
m
及

び
⑵

の
イ

ン
ナ

ー
パ

イ
プ

延
長

k
m
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

メ
タ

ル
回

線
及

び
光

回
線

の
そ

れ
ぞ

れ
の

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

加
入

系
管

路
条

k
m
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

加
入

系
管

路
亘

長
k
m
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
イ

ン
ナ

ー

パ
イ

プ
延

長
k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
加

入
系

管
路

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
加

入
系

管
路

投
資

額
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

使
用

す
る

単
価

は
、

当
該

局
が

属
す

る
都

道
府

県
の

値
と

す
る

。
 

局
ご

と
加

入
系

管
路

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

管
路

条
k
m
×

（
加

入
系

管
路

条
k
m
当

た
り

単
価

＋
管

路
条

k
m
当

た
り

災
害

対
策

増
分

単
価

）
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

管
路

亘
長

k
m
×

加
入

系
管

路
亘

長
k
m
当

た
り

単
価

 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
イ

ン
ナ

ー
パ

イ
プ

延
長

k
m
×

イ
ン

ナ
ー

パ
イ

プ
延

長
k
m
当

た
り

単
価

 

中
継

系
管

路
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
ル

ー
プ

延
長

k
m
（

離
島

設
備

及
び

架
空

設
備

の
適

用
区

間
を

除
く

。
）

を
中

継
系

管
路

亘
長

k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

光
ケ

ー
ブ

ル
条

数
を

中
継

管
路

当
た

り
最

大
ケ

ー
ブ

ル
条

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
管

路
条

数
と

し
、

こ
れ

に
中

継
系

管
路

亘
長

k
m
を

乗
じ

た

も
の

を
中

継
系

管
路

条
k
m
と

す
る

。
 

⑶
 

⑴
及

び
⑵

で
算

定
し

た
中

継
系

管
路

条
k
m
及

び
中

継
系

管
路

亘
長

k
m
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
中

口
径

管
路

、
共

同
溝

、
と

う
道

の
適

用
区

間
を

控
除

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
心

数
比

及
び

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

中
継

系
管

路
条

k
m
及

び
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

管
路

亘
長

k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
ル

ー
プ

ご
と

中
継

系
管

路
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

中
継

系
管

路
投

資
額

を
算

定
す

る
。

こ
の

場
合

に
使

用
す

る
単

価
は

、
当

該
ル

ー

プ
が

属
す

る
都

道
府

県
の

値
と

す
る

。
 

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

管
路

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

管
路

条
k
m
×

（
中

継
系

管
路

条
k
m
当

た
り

単
価

＋
管

路
条

k
m
当

た
り

災
害

対
策

増
分

単
価

）
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

管
路

亘
長

k
m
×

中
継

系
管

路
亘

長
k
m
当

た
り

単
価

 

加
入

系
中

口
径

管
路

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分

の
管

路
亘

長
k
m
に

き
線

中
口

径
管

路
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
き

線
中

口
径

管
路

亘
長

k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

端
末

系
伝

送
路

の
き

線
部

分
に

中
口

径
管

路
、

共
同

溝
及

び
と

う
道

を
適

用
し

た
後

、
管

路
条

数
が

中
口

径
管

路
適

用
管

路
数

を
超

え
る

区
間

が
残

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
中

口
径

管
路

を
追

加
適

用

す
る

。
 

⑶
 

局
ご

と
に

、
中

口
径

管
路

亘
長

k
m
に

加
入

系
管

路
条

数
比

率
を

乗
じ

た
も

の
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

メ
タ

ル
回

線
及

び
光

回
線

の
そ

れ
ぞ

れ
の

回
線

数
比

に
よ

り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

中
口

径
管

路
亘

長
k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
加

入
系

中
口

径
管

路
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

加
入

系
中

口
径

管
路

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
加

入
系

中
口

径
管

路
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

中
口

径
管

路
亘

長
k
m
×

中
口

径
管

路
亘

長
k
m
当

た
り

単
価

 

中
継

系
中

口
径

管
路

 
１

 
設

備
量

の
算

定
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⑴
 

局
ご

と
に

算
定

し
た

中
口

径
管

路
亘

長
k
m
を

管
路

条
数

比
率

に
よ

り
当

該
局

が
属

す
る

各
ル

ー
プ

に
案

分
し

た
も

の
を

局
ご

と
及

び
ル

ー
プ

ご
と

中
口

径
管

路
亘

長
k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
⑴

の
局

ご
と

及
び

ル
ー

プ
ご

と
中

口
径

管
路

亘
長

k
m
に

中
継

系
管

路
条

数
比

率
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
に

属
す

る
全

て
の

局
に

つ
い

て
合

計
し

、
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
心

数
比

及
び

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

中
継

系
中

口
径

管
路

亘
長

k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

中
口

径
管

路
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

中
継

系
中

口
径

管
路

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

中
口

径
管

路
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

中
口

径
管

路
亘

長
k
m
×

中
口

径
管

路
亘

長
k
m
当

た
り

単
価

 

加
入

系
共

同
溝

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分

の
管

路
亘

長
k
m
に

き
線

共
同

溝
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
き

線
共

同
溝

亘
長

k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

局
ご

と
に

、
共

同
溝

亘
長

k
m
に

加
入

系
管

路
条

数
比

率
を

乗
じ

た
も

の
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

メ
タ

ル
回

線
及

び
光

回
線

の
そ

れ
ぞ

れ
の

回
線

数
比

に
よ

り
算

定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

共
同

溝
亘

長
k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
加

入
系

共
同

溝
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

加
入

系
共

同
溝

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

 
局

ご
と

加
入

系
共

同
溝

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

共
同

溝
亘

長
k
m
×

共
同

溝
亘

長
k
m
当

た
り

単
価

 

中
継

系
共

同
溝

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

局
ご

と
に

算
定

し
た

共
同

溝
亘

長
k
m
を

、
管

路
条

数
比

率
に

よ
り

当
該

局
が

属
す

る
各

ル
ー

プ
に

案
分

し
た

も
の

を
局

ご
と

及
び

ル
ー

プ
ご

と
共

同
溝

亘
長

k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
⑴

の
局

ご
と

及
び

ル
ー

プ
ご

と
共

同
溝

亘
長

k
m
に

中
継

系
管

路
条

数
比

率
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
に

属
す

る
全

て
の

局
に

つ
い

て
合

計
し

、
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
心

数
比

及
び

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

中
継

系
共

同
溝

亘
長

k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

共
同

溝
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

中
継

系
共

同
溝

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

共
同

溝
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

共
同

溝
亘

長
k
m
×

共
同

溝
亘

長
k
m
当

た
り

単
価

 

加
入

系
と

う
道

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分

の
管

路
亘

長
k
m
に

き
線

と
う

道
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
き

線
と

う
道

亘
長

k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

局
ご

と
に

、
と

う
道

亘
長

k
m
に

加
入

系
管

路
条

数
比

率
を

乗
じ

た
も

の
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

メ
タ

ル
回

線
及

び
光

回
線

の
そ

れ
ぞ

れ
の

回
線

数
比

に
よ

り
算

定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

と
う

道
亘

長
k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
加

入
系

と
う

道
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

加
入

系
と

う
道

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
加

入
系

と
う

道
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
加

入
系

と
う

道
亘

長
k
m
×

（
と

う
道

亘
長

k
m
当

た
り

単
価

＋
と

う
道

亘
長

k
m
当

た
り

災
害

対
策

増
分

単
価

）
 

中
継

系
と

う
道

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

局
ご

と
に

算
定

し
た

と
う

道
亘

長
k
m
を

、
管

路
条

数
比

率
に

よ
り

当
該

局
が

属
す

る
各

ル
ー

プ
に

案
分

し
た

も
の

を
局

ご
と

及
び

ル
ー

プ
ご

と
と

う
道

亘
長

k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

ル
ー

プ
ご

と
に

、
⑴

の
局

ご
と

ル
ー

プ
ご

と
と

う
道

亘
長

k
m
に

中
継

系
管

路
条

数
比

率
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
に

属
す

る
全

て
の

局
に

つ
い

て
合

計
し

、
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電

話
に

係
る

も
の

（
心

数
比

及
び

Ｑ
ｏ

Ｓ
制

御
係

数
を

加
味

し
た

最
繁

時
帯

域
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

ル
ー

プ
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

中
継

系
と

う
道

亘
長

k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

と
う

道
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
ル

ー
プ

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

中
継

系
と

う
道

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

ル
ー

プ
ご

と
中

継
系

と
う

道
投

資
額
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＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
中

継
系

と
う

道
亘

長
k
m
×

（
と

う
道

亘
長

k
m
当

た
り

単
価

＋
と

う
道

亘
長

k
m
当

た
り

災
害

対
策

増
分

単
価

）
 

電
線

共
同

溝
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分

の
管

路
条

k
m
に

き
線

電
線

共
同

溝
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
き

線
電

線
共

同
溝

延
長

k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

配
線

部
分

の
管

路
条

k
m
に

配
線

電
線

共
同

溝
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
配

線
電

線
共

同
溝

延
長

k
m
と

す
る

。
 

 
⑶

 
局

ご
と

に
、

⑴
及

び
⑵

で
算

定
し

た
き

線
電

線
共

同
溝

延
長

k
m
及

び
配

線
電

線
共

同
溝

延
長

k
m
の

合
計

を
当

該
局

の
電

線
共

同
溝

延
長

k
m
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
メ

タ
ル

回
線

及
び

光
回

線
の

そ
れ

ぞ
れ

の
回

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
電

線
共

同
溝

延
長

k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
電

線
共

同
溝

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
電

線
共

同
溝

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
電

線
共

同
溝

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
電

線
共

同
溝

延
長

k
m
×

電
線

共
同

溝
延

長
k
m
当

た
り

単
価

 

自
治

体
管

路
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分

の
管

路
条

k
m
に

き
線

自
治

体
管

路
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
き

線
自

治
体

管
路

延
長

k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

配
線

部
分

の
管

路
条

k
m
に

配
線

自
治

体
管

路
適

用
率

を
乗

じ
た

も
の

を
配

線
自

治
体

管
路

延
長

k
m
と

す
る

。
 

⑶
 

局
ご

と
に

、
⑴

及
び

⑵
で

算
定

し
た

き
線

自
治

体
管

路
延

長
k
m
及

び
配

線
自

治
体

管
路

延
長

k
m
の

合
計

を
当

該
局

の
自

治
体

管
路

延
長

k
m
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
メ

タ
ル

回
線

及
び

光
回

線
の

そ
れ

ぞ
れ

の
回

線
数

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
自

治
体

管
路

延
長

k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

自
治

体
管

路
は

、
自

治
体

の
資

産
で

あ
り

、
投

資
額

は
算

定
し

な
い

。
 

情
報

ボ
ッ

ク
ス

 
１

 
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

き
線

部
分

の
管

路
条

k
m
に

き
線

情
報

ボ
ッ

ク
ス

適
用

率
を

乗
じ

た
も

の
を

き
線

情
報

ボ
ッ

ク
ス

延
長

k
m
と

す
る

。
 

⑵
 

端
末

系
伝

送
路

の
う

ち
、

配
線

部
分

の
管

路
条

k
m
に

配
線

情
報

ボ
ッ

ク
ス

適
用

率
を

乗
じ

た
も

の
を

配
線

情
報

ボ
ッ

ク
ス

延
長

k
m
と

す
る

。
 

⑶
 

局
ご

と
に

、
⑴

及
び

⑵
で

算
定

し
た

き
線

情
報

ボ
ッ

ク
ス

延
長

k
m
及

び
配

線
情

報
ボ

ッ
ク

ス
延

長
k
m
の

合
計

を
当

該
局

の
情

報
ボ

ッ
ク

ス
延

長
k
m
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係

る
も

の
（

メ
タ

ル
回

線
及

び
光

回
線

の
そ

れ
ぞ

れ
の

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

情
報

ボ
ッ

ク
ス

延
長

k
m
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

情
報

ボ
ッ

ク
ス

は
、

国
の

資
産

で
あ

り
、

投
資

額
は

算
定

し
な

い
。

 

空
調

設
備

 
１

 
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
（

収
容

局
（

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
架

数
及

び
Ｆ

Ｔ
Ｔ

Ｈ
架

数
（

Ｏ
Ｌ

Ｔ
及

び
光

信
号

分
離

装
置

を
設

置
す

る
架

の
数

を
い

う
。

）
の

合
計

が
３

以
下

で
、

か
つ

、
共

用
架

数
が

1
以

下

の
も

の
に

限
る

。
）

又
は

陸
揚

局
の

場
合

の
局

舎
種

別
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

設
置

す
る

場
合

の
設

備
量

の
算

定
 

空
調

設
備

は
、

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

の
局

舎
と

一
体

の
も

の
と

し
、

別
途

設
備

量
の

算
定

は
行

わ
な

い
。

 

２
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

以
外

の
局

に
設

置
す

る
場

合
の

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

局
ご

と
及

び
空

調
区

画
ご

と
に

設
置

さ
れ

る
設

備
の

電
力

容
量

の
合

計
に

発
熱

量
換

算
係

数
を

乗
じ

、
空

調
設

備
の

１
台

当
た

り
の

能
力

で
除

し
た

値
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の

と
す

る
。

）
に

空
調

設
備

予
備

台
数

を
加

え
た

も
の

を
空

調
設

備
台

数
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

投
資

額
が

最
低

と
な

る
よ

う
に

空
調

設
備

の
種

別
（

空
調

設
備

（
大

）
又

は
空

調
設

備
（

小
）

）
を

選
択

す
る

。
 

⑵
 

空
調

区
画

及
び

空
調

設
備

の
種

別
ご

と
に

、
⑴

の
空

調
設

備
台

数
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

電
力

容
量

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
、

全
て

の

空
調

区
画

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

を
当

該
局

の
種

別
ご

と
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
空

調
設

備
台

数
と

す
る

。
 

３
 

投
資

額
の

算
定

 

 
次

の
算

定
式

に
よ

り
局

ご
と

空
調

設
備

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
空

調
設

備
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

局
ご

と
空

調
設

備
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
空

調
設

備
（

大
）

台
数

×
空

調
設

備
（

大
）

１
台

当
た

り
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
空

調
設

備
（

小
）

台
数

×
空

調
設

備
（

小
）

１
台

当
た

り
単

価
 

電
力

設
備

（
整

流
装

置

）
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

大
規

模
局

（
相

互
接

続
局

、
コ

ア
局

及
び

収
容

局
（

緊
急

通
報

受
付

台
又

は
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

を
設

置
す

る
も

の
に

限
る

。
）

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

整
流

装
置

区
画

ご
と

に
、

所
要

電

流
値

の
合

計
を

整
流

装
置

1
系

統
当

た
り

最
大

電
流

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

整
流

装
置

系
統

数
と

す
る

。
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⑵
 

⑴
の

所
要

電
流

値
の

合
計

を
整

流
装

置
系

統
数

及
び

整
流

器
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
電

流
値

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
に

整
流

器
予

備
ユ

ニ
ッ

ト

数
を

加
え

た
も

の
を

整
流

装
置

1
系

統
当

た
り

整
流

器
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

⑶
 

⑵
の

整
流

装
置

1
系

統
当

た
り

整
流

器
ユ

ニ
ッ

ト
数

か
ら

整
流

装
置

基
本

部
収

容
可

能
整

流
装

置
数

を
減

じ
、

整
流

装
置

増
設

架
収

容
可

能
整

流
器

数
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
を

整
流

装
置

1
系

統
当

た
り

増
設

架
数

と
す

る
。

 

⑷
 

⑴
の

整
流

装
置

系
統

数
を

整
流

装
置

基
本

部
数

と
し

、
⑵

及
び

⑶
で

算
定

し
た

整
流

装
置

1
系

統
当

た
り

増
設

架
数

及
び

整
流

装
置

1
系

統
当

た
り

整
流

器
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
そ

れ
ぞ

れ
に

整
流

装
置

系
統

数
を

乗
じ

た
も

の
を

整
流

装
置

増
設

架
数

及
び

整
流

器
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

⑸
 

⑷
の

整
流

装
置

基
本

部
数

、
整

流
装

置
増

設
架

数
及

び
整

流
器

ユ
ニ

ッ
ト

数
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

電
流

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控

除
し

、
全

て
の

整
流

装
置

区
画

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
整

流
装

置
基

本
部

数
、

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

整
流

装
置

増
設

架
数

及
び

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

整
流

器
ユ

ニ
ッ

ト
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
整

流
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

整
流

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
整

流
装

置
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
整

流
装

置
基

本
部

数
×

整
流

装
置

基
本

部
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
整

流
装

置
増

設
架

数
×

整
流

装
置

増
設

架
単

価
 

＋
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
整

流
器

ユ
ニ

ッ
ト

数
×

整
流

器
ユ

ニ
ッ

ト
単

価
 

電
力

設
備

（
直

流
変

換

電
源

装
置

）
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

数
に

警
察

消
防

用
回

線
１

回
線

当
た

り
の

消
費

電
流

を
乗

じ
た

も
の

及
び

警
察

消
防

用
回

線
共

通
部

の
電

流
の

合
計

を
当

該
局

の
警

察
消

防
用

回
線

所
要

電

流
値

と
す

る
。

 

⑵
 

⑴
の

警
察

消
防

用
回

線
所

要
電

流
値

を
直

流
変

換
電

源
装

置
1
架

当
た

り
最

大
電

流
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
直

流
変

換
電

源
装

置
架

数
と

す
る

。
 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
直

流
変

換
電

源
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

直
流

変
換

電
源

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
直

流
変

換
電

源
装

置
投

資
額

 

＝
直

流
変

換
電

源
装

置
架

数
×

直
流

変
換

電
源

装
置

架
当

た
り

単
価

 

電
力

設
備

（
交

流
無

停

電
電

源
装

置
）

 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
交

流
１

０
０

Ｖ
を

要
す

る
設

備
の

交
流

１
０

０
Ｖ

所
要

電
力

の
合

計
を

交
流

１
０

０
Ｖ

総
所

要
電

力
と

し
、

こ
れ

を
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ

用
最

大
規

格
）

の
規

定
容

量
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
用

最
大

規
格

）
台

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
交

流
１

０
０

Ｖ
総

所
要

電
力

の
余

り
か

ら
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
用

直
近

上
位

規
格

）
を

選
定

し
、

当
該

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

１
０

０
Ｖ

用
直

近
上

位
規

格
）

の
台

数
を

、
１

と
す

る
。

 

⑵
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
交

流
２

０
０

Ｖ
を

要
す

る
設

備
の

交
流

２
０

０
Ｖ

所
要

電
力

の
合

計
を

交
流

２
０

０
Ｖ

総
所

要
電

力
と

し
、

こ
れ

を
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ

用
最

大
規

格
）

の
規

定
容

量
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
用

最
大

規
格

）
台

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
交

流
２

０
０

Ｖ
総

所
要

電
力

の
余

り
か

ら
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
用

直
近

上
位

規
格

）
を

選
定

し
、

当
該

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

２
０

０
Ｖ

用
直

近
上

位
規

格
）

の
台

数
を

、
１

と
す

る
。

 

⑶
 

⑴
及

び
⑵

で
算

定
し

た
規

格
ご

と
の

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

１
０

０
Ｖ

）
台

数
及

び
規

格
ご

と
の

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

２
０

０
Ｖ

）
台

数
か

ら
そ

れ
ぞ

れ
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電

話
に

係
る

も
の

（
当

該
局

の
電

力
容

量
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

規
格

ご
と

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

１
０

０
Ｖ

）
台

数
及

び
規

格
ご

と
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

台
数

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
に

規
格

ご
と

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

１
０

０
Ｖ

）
投

資
額

及
び

規
格

ご
と

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

２
０

０
Ｖ

）
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

交
流

無
停

電
電

源
装

置
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

規
格

ご
と

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

１
０

０
Ｖ

）
投

資
額

 

＝
当

該
規

格
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

台
数

×
当

該
規

格
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

単
価

 

規
格

ご
と

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

２
０

０
Ｖ

）
投

資
額
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41頁 

＝
当

該
規

格
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

台
数

×
当

該
規

格
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

単
価

 

電
力

設
備

（
蓄

電
池

）
 

１
 

大
規

模
局

に
設

置
す

る
場

合
の

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

整
流

装
置

の
所

要
電

流
値

の
合

計
に

大
規

模
局

整
流

装
置

用
蓄

電
池

容
量

算
出

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
整

流
装

置
用

蓄
電

池
容

量
と

し
、

こ
れ

を
整

流

装
置

用
蓄

電
池

（
最

大
規

格
）

の
規

定
容

量
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
整

流
装

置
用

蓄
電

池
（

最
大

規
格

）
組

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
整

流
装

置
用

蓄
電

池
容

量
の

余
り

か
ら

整
流

装
置

用
蓄

電
池

（
直

近
上

位
規

格
）

を
選

定
し

、
当

該
整

流
装

置
用

蓄
電

池
（

直
近

上
位

規
格

）
の

組
数

を
、

１
と

す
る

。
 

⑵
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

１
０

０
Ｖ

）
の

所
要

電
流

値
の

合
計

に
大

規
模

局
整

流
装

置
用

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

局
の

交
流

無
停

電
電

源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

容
量

と
し

、
こ

れ
を

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

１
０

０
Ｖ

）
用

蓄
電

池
（

最
大

規
格

）
の

規
定

容
量

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

１
０

０
Ｖ

）
用

蓄
電

池
（

最
大

規
格

）
組

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

容
量

の
余

り
か

ら
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

（
直

近
上

位
規

格
）

を
選

定
し

、
当

該
局

の
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

（
直

近
上

位
規

格
）

の
組

数
を

、
１

と
す

る
。

 

⑶
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

２
０

０
Ｖ

）
の

所
要

電
流

値
の

合
計

に
大

規
模

局
整

流
装

置
用

蓄
電

池
容

量
算

出
係

数
を

乗
じ

た
も

の
を

当
該

局
の

交
流

無
停

電
電

源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

容
量

と
し

、
こ

れ
を

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

２
０

０
Ｖ

）
用

蓄
電

池
（

最
大

規
格

）
の

規
定

容
量

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

２
０

０
Ｖ

）
用

蓄
電

池
（

最
大

規
格

）
組

数
と

す
る

。
ま

た
、

そ
れ

に
よ

っ
て

生
じ

た
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

容
量

の
余

り
か

ら
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

（
直

近
上

位
規

格
）

を
選

定
し

、
当

該
局

の
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

（
直

近
上

位
規

格
）

の
組

数
を

、
１

と
す

る
。

 

⑷
 

⑴
か

ら
⑶

ま
で

で
算

定
し

た
規

格
ご

と
の

整
流

装
置

用
蓄

電
池

組
数

、
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

組
数

及
び

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

２
０

０
Ｖ

）
用

蓄
電

池
組

数
か

ら
そ

れ

ぞ
れ

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
当

該
局

の
電

力
容

量
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

規
格

ご
と

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

整
流

装
置

用
蓄

電
池

組
数

、
規

格
ご

と
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

組
数

及
び

規
格

ご
と

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

２
０

０
Ｖ

）
用

蓄
電

池
組

数
と

す
る

。
 

２
 

小
規

模
局

（
大

規
模

局
以

外
の

局
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

設
置

す
る

場
合

の
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

小
規

模
局

用
電

源
装

置
の

所
要

電
流

値
の

合
計

に
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電
池

容
量

算
出

係
数

を
乗

じ
た

も
の

を
当

該
局

の
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電

池
容

量
と

し
、

こ
れ

を
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電
池

（
最

大
規

格
）

の
規

定
容

量
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電
池

（
最

大
規

格
）

組
数

と
す

る
。

ま
た

、
そ

れ
に

よ
っ

て
生

じ
た

小
規

模
局

用
電

源
装

置
用

蓄
電

池
容

量
の

余
り

か
ら

小
規

模
局

用
電

源
装

置
用

蓄
電

池
（

直
近

上
位

規
格

）
を

選
定

し
、

当
該

小
規

模
局

用
電

源
装

置
用

蓄
電

池
（

直
近

上
位

規
格

）
の

組
数

を
、

１
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
で

算
定

し
た

規
格

ご
と

の
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電
池

組
数

か
ら

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
当

該
局

の
電

流
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た

も
の

を
当

該
局

の
規

格
ご

と
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電
池

組
数

と
す

る
。

 

 
３

 
投

資
額

の
算

定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
に

規
格

ご
と

整
流

装
置

用
蓄

電
池

投
資

額
、

規
格

ご
と

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

１
０

０
Ｖ

）
用

蓄
電

池
投

資
額

、
規

格
ご

と
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

投
資

額
及

び
規

格
ご

と
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電
池

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
蓄

電
池

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

規
格

ご
と

整
流

装
置

用
蓄

電
池

投
資

額
 

＝
当

該
規

格
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
整

流
装

置
用

蓄
電

池
組

数
×

当
該

規
格

整
流

装
置

用
蓄

電
池

単
価

 

規
格

ご
と

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

１
０

０
Ｖ

）
用

蓄
電

池
投

資
額

 

＝
当

該
規

格
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

組
数

×
当

該
規

格
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

単
価

 

規
格

ご
と

交
流

無
停

電
電

源
装

置
（

２
０

０
Ｖ

）
用

蓄
電

池
投

資
額

 

＝
当

該
規

格
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

組
数

×
当

該
規

格
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

用
蓄

電
池

単
価

 

規
格

ご
と

小
規

模
局

用
電

源
装

置
用

蓄
電

池
投

資
額

 

＝
当

該
規

格
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電
池

組
数

×
当

該
規

格
小

規
模

局
用

電
源

装
置

用
蓄

電
池

単
価

 

電
力

設
備

（
受

電
装

置

）
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
整

流
装

置
を

要
す

る
設

備
の

所
要

電
流

値
の

合
計

に
整

流
装

置
電

圧
を

乗
じ

、
整

流
装

置
総

合
効

率
で

除
し

た
も

の
を

整
流

装
置

受
電

容
量

と
す

る
。

 

⑵
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

を
要

す
る

設
備

の
所

要
電

力
容

量
及

び
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

を
要

す
る

設
備

の
所

要
電

力
容

量

の
合

計
を

交
流

無
停

電
電

源
装

置
総

合
効

率
で

除
し

た
も

の
を

交
流

無
停

電
電

源
装

置
電

力
容

量
と

す
る

。
 

⑶
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
の

種
別

ご
と

空
調

設
備

台
数

に
当

該
種

別
ご

と
の

空
調

設
備

１
台

当
た

り
電

力
容

量
を

乗
じ

た
も

の
を

全
て

の
種

別
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
を

空
調

設
備

電
力

容
量

と

す
る

。
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⑷
 

⑴
か

ら
⑶

ま
で

に
よ

り
求

め
た

電
力

容
量

の
合

計
を

当
該

局
の

受
電

装
置

所
要

容
量

と
し

、
こ

れ
を

受
電

装
置

（
最

大
規

格
）

の
規

定
容

量
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

受
電

装
置

（
最

大
規

格
）

台
数

と
す

る
。

ま
た

、
そ

れ
に

よ
っ

て
生

じ
た

受
電

装
置

所
要

容
量

の
余

り
か

ら
受

電
装

置
（

直
近

上
位

規
格

）
を

選
定

し
、

当
該

受
電

装
置

（
直

近
上

位
規

格
）

の
台

数
を

、
１

と
す

る
。

 

⑸
 

⑴
か

ら
⑷

ま
で

に
お

い
て

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

電
話

相
当

分
の

所
要

電
力

容
量

に
よ

り
算

定
し

た
受

電
装

置
所

要
容

量
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

受
電

装
置

所
要

容
量

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
受

電
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

受
電

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
受

電
装

置
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
受

電
装

置
所

要
容

量
×

受
電

装
置

単
位

容
量

当
た

り
単

価
 

電
力

設
備

（
発

電
装

置

）
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
整

流
装

置
の

整
流

器
ユ

ニ
ッ

ト
数

の
合

計
に

整
流

器
１

ユ
ニ

ッ
ト

当
た

り
最

大
電

流
及

び
整

流
装

置
電

圧
を

乗
じ

、
整

流
装

置
総

合
効

率
で

除
し

た
も

の

を
整

流
装

置
発

電
容

量
と

す
る

。
 

⑵
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
に

設
置

さ
れ

る
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
１

０
０

Ｖ
）

を
要

す
る

設
備

の
所

要
電

力
容

量
及

び
交

流
無

停
電

電
源

装
置

（
２

０
０

Ｖ
）

を
要

す
る

設
備

の
所

要
電

力
容

量

の
合

計
を

交
流

無
停

電
電

源
装

置
総

合
効

率
で

除
し

た
も

の
を

交
流

無
停

電
電

源
装

置
電

力
容

量
と

す
る

。
 

⑶
 

大
規

模
局

ご
と

に
、

当
該

局
の

種
別

ご
と

空
調

設
備

台
数

に
当

該
種

別
ご

と
の

空
調

設
備

１
台

当
た

り
電

力
容

量
を

乗
じ

た
も

の
を

全
て

の
種

別
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
を

空
調

設
備

電
力

容
量

と

す
る

。
 

⑷
 

⑴
か

ら
⑶

ま
で

に
よ

り
求

め
た

電
力

容
量

の
合

計
を

当
該

局
の

発
電

装
置

所
要

容
量

と
し

、
こ

れ
を

発
電

装
置

（
最

大
規

格
）

の
規

定
容

量
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

捨
て

る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

発
電

装
置

（
最

大
規

格
）

台
数

と
す

る
。

ま
た

、
そ

れ
に

よ
っ

て
生

じ
た

発
電

装
置

所
要

容
量

の
余

り
か

ら
発

電
装

置
（

直
近

上
位

規
格

）
台

数
を

選
定

し
、

当
該

発
電

装
置

（
直

近
上

位
規

格
）

の
台

数
を

、
１

と
す

る
。

 

⑸
 

⑴
か

ら
⑷

ま
で

に
お

い
て

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

電
話

相
当

分
の

ユ
ニ

ッ
ト

数
及

び
所

要
電

力
容

量
に

よ
り

算
定

し
た

発
電

装
置

所
要

容
量

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
発

電
装

置
所

要
容

量
と

す
る

。
 

 
２

 
投

資
額

の
算

定
 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
発

電
装

置
投

資
額

を
求

め
、

全
て

の
局

に
つ

い
て

当
該

投
資

額
を

合
算

し
、

発
電

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

局
ご

と
発

電
装

置
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
発

電
装

置
所

要
容

量
×

（
発

電
装

置
単

位
容

量
当

た
り

単
価

＋
発

電
装

置
単

位
容

量
当

た
り

停
電

対
策

増
分

単
価

）
 

電
力

設
備

（
小

規
模

局

用
電

源
装

置
）

 

１
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

以
外

の
小

規
模

局
に

設
置

す
る

場
合

の
設

備
量

の
算

定
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

設
備

の
所

要
電

流
値

の
合

計
を

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

以
外

の
小

規
模

局
用

）
の

１
台

当
た

り
最

大
電

流
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
小

規
模

局
用

電
源

装
置

（
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
以

外
の

小
規

模
局

用
）

台
数

と
し

、
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

電
流

比
に

よ
り

算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

以
外

の
小

規
模

局
用

）
台

数
と

す
る

。
 

２
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

に
設

置
す

る
場

合
の

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

局
ご

と
に

、
当

該
局

に
設

置
さ

れ
る

設
備

の
所

要
電

流
値

の
合

計
を

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

用
最

大
規

格
）

１
台

当
た

り
最

大
電

流
で

除
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

当
該

局
の

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

用
最

大
規

格
）

台
数

と
す

る
。

ま
た

、
そ

れ
に

よ
っ

て
生

じ
た

所
要

電
流

値
の

余
り

か
ら

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

用
直

近
上

位
規

格
）

を
選

定
し

、
当

該
小

規
模

局
用

電
源

装
置

（
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
用

直
近

上
位

規
格

）
の

台
数

を
1
台

と
す

る
。

 

⑵
 

⑴
で

算
定

し
た

規
格

ご
と

の
小

規
模

局
用

電
源

装
置

（
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
用

）
台

数
か

ら
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

電
流

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し

た
も

の
を

当
該

局
の

規
格

ご
と

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

用
）

台
数

と
す

る
。

 

３
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
に

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

以
外

の
小

規
模

局
用

）
投

資
額

及
び

規
格

ご
と

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

用
）

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
小

規
模

局
用

電
源

装
置

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

以
外

の
小

規
模

局
用

）
投

資
額

 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
小

規
模

局
用

電
源

装
置

（
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
以

外
の

小
規

模
局

用
）

台
数

×
小

規
模

局
用

電
源

装
置

（
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
以

外
の

小
規

模
局

用
）

単
価

 

規
格

ご
と

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

用
）

投
資

額
 

＝
当

該
規

格
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
小

規
模

局
用

電
源

装
置

（
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
用

）
台

数
×

当
該

規
格

小
規

模
局

用
電

源
装

置
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

用
）

単
価
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電
力

設
備

（
可

搬
型

発

動
発

電
機

）
 

１
 

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

所
要

電
流

値
ご

と
に

、
可

搬
型

発
動

発
電

機
設

置
台

数
に

可
搬

型
発

動
発

電
機

規
定

容
量

を
乗

じ
、

全
て

の
所

要
電

流
値

に
つ

い
て

合
計

し
た

も
の

を
可

搬
型

発
動

発
電

機
所

要
容

量
と

す
る

。
 

 
⑵

 
可

搬
型

発
動

発
電

機
所

要
容

量
を

小
規

模
局

ご
と

の
総

電
流

比
に

よ
り

配
賦

し
た

も
の

を
当

該
局

の
可

搬
型

発
動

発
電

機
所

要
容

量
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
当

該
局

の
電

力
容

量
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

可
搬

型
発

動
発

電
機

所
要

容
量

と
す

る
。

 

２
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
に

可
搬

型
発

動
発

電
機

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
可

搬
型

発
動

発
電

機
投

資
額

を
算

定
す

る
。

 

可
搬

型
発

動
発

電
機

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
可

搬
型

発
動

発
電

機
所

要
容

量
×

可
搬

型
発

動
発

電
機

単
位

容
量

当
た

り
単

価
 

機
械

室
建

物
 

１
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

以
外

の
局

の
機

械
室

建
物

の
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

局
ご

と
に

、
次

の
ア

か
ら

エ
ま

で
に

よ
り

求
め

た
面

積
の

合
計

を
当

該
局

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
面

積
と

す
る

。
 

ア
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
の

架
数

に
当

該
設

備
の

架
当

た
り

面
積

を
乗

じ
た

も
の

 

イ
 

Ｃ
Ｓ

の
架

数
及

び
Ｃ

Ｓ
用

Ｄ
Ｂ

の
架

数
に

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
設

備
の

架
当

た
り

面
積

を
乗

じ
た

も
の

を
合

計
し

た
も

の
 

ウ
 

無
線

伝
送

装
置

の
変

復
調

回
線

切
替

装
置

の
架

数
及

び
無

線
送

受
信

装
置

の
架

数
に

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
装

置
の

架
当

た
り

面
積

を
乗

じ
た

も
の

を
合

計
し

た
も

の
 

エ
 

衛
星

通
信

設
備

の
Ｔ

Ｄ
Ｍ

Ａ
装

置
の

架
数

、
衛

星
送

受
信

装
置

の
架

数
及

び
衛

星
回

線
制

御
装

置
の

架
数

に
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

装
置

の
架

当
た

り
面

積
を

乗
じ

た
も

の
を

合
計

し
た

も
の

 

オ
 

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

の
架

数
に

当
該

設
備

の
架

当
た

り
面

積
を

乗
じ

た
も

の
 

カ
 

警
察

消
防

回
線

集
約

装
置

の
架

数
に

当
該

設
備

の
架

当
た

り
面

積
を

乗
じ

た
も

の
 

キ
 

Ｓ
Ｂ

Ｃ
の

架
数

、
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
サ

ー
バ

の
架

数
、

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

の
架

数
及

び
相

互
接

続
局

共
通

設
備

の
架

数
の

合
計

に
相

互
接

続
局

設
備

共
用

架
当

た
り

面
積

を
乗

じ
た

も
の

 

ク
 

主
配

線
盤

収
容

端
子

数
を

１
０

，
０

０
０

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
に

１
万

端
子

当
た

り
必

要
主

配
線

盤
長

を
乗

じ
た

も
の

に
、

作
業

ス
ペ

ー
ス

込
み

の
主

配
線

盤
幅

を
乗

じ
た

も
の

 

ケ
 

種
別

ご
と

に
、

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

収
容

心
線

数
を

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

単
位

面
積

当
た

り
最

大
収

容
端

子
数

で
除

し
た

も
の

（
１

に
満

た
な

い
端

数
は

、
切

り
上

げ
る

も
の

と
す

る
。

）
に

光
ケ

ー
ブ

ル
成

端
架

単
位

面
積

を
乗

じ
た

も
の

を
、

全
て

の
種

別
に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
 

コ
 

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

用
給

電
装

置
数

に
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
給

電
装

置
の

装
置

当
た

り
面

積
を

乗
じ

た
も

の
 

サ
 

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
の

所
要

面
積

 

シ
 

共
用

架
搭

載
設

備
（

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
音

声
収

容
ル

ー
タ

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｐ
Ｔ

Ｎ
、

Ｃ
Ｗ

Ｄ
Ｍ

、
中

間
中

継
伝

送
装

置
、

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
、

関
門

系
ル

ー
タ

及
び

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

）
ご

と
に

当
該

設
備

の
ユ

ニ
ッ

ト
数

を
そ

れ
ぞ

れ
の

共
用

架
当

た
り

最
大

搭
載

ユ
ニ

ッ
ト

数
で

除
し

、
全

て
の

設
備

に

つ
い

て
合

計
し

た
も

の
（

１
に

満
た

な
い

端
数

は
、

切
り

上
げ

る
も

の
と

す
る

。
）

を
当

該
局

の
共

用
架

数
と

し
、

こ
れ

に
共

用
架

当
た

り
所

要
面

積
を

乗
じ

た
も

の
 

ス
 

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
、

光
信

号
分

離
装

置
、

Ｏ
Ｌ

Ｔ
、

Ｃ
Ｓ

、
海

底
中

間
中

継
伝

送
装

置
、

無
線

伝
送

装
置

、
衛

星
通

信
設

備
、

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

及
び

警
察

消
防

回
線

集
約

装
置

の
各

設
備

並
び

に
相

互
接

続
局

設
備

共
用

架
及

び
共

用
架

の
更

改
の

た
め

の
面

積
の

う
ち

最
大

の
も

の
 

⑵
 

局
ご

と
に

、
次

の
ア

か
ら

ク
ま

で
に

よ
り

求
め

た
面

積
の

合
計

を
当

該
局

の
電

力
設

備
面

積
と

す
る

。
 

ア
 

整
流

装
置

系
統

数
に

整
流

装
置

基
本

部
面

積
を

乗
じ

た
も

の
及

び
整

流
装

置
増

設
架

数
に

整
流

装
置

増
設

架
面

積
を

乗
じ

た
も

の
の

合
計

 

イ
 

直
流

変
換

電
源

装
置

架
数

に
直

流
変

換
電

源
装

置
架

当
た

り
単

位
面

積
を

乗
じ

た
も

の
 

ウ
 

交
流

無
停

電
電

源
装

置
種

別
及

び
規

格
ご

と
に

、
交

流
無

停
電

電
源

装
置

台
数

に
交

流
無

停
電

電
源

装
置

所
要

面
積

を
乗

じ
た

も
の

の
合

計
 

エ
 

蓄
電

池
種

別
及

び
規

格
ご

と
に

、
蓄

電
池

組
数

に
蓄

電
池

所
要

面
積

を
乗

じ
た

も
の

の
合

計
 

オ
 

受
電

装
置

規
格

ご
と

に
、

受
電

装
置

台
数

に
受

電
装

置
所

要
面

積
を

乗
じ

た
も

の
の

合
計

 

カ
 

発
電

装
置

規
格

ご
と

に
、

発
電

装
置

台
数

に
発

電
装

置
所

要
面

積
を

乗
じ

た
も

の
の

合
計

 

キ
 

小
規

模
局

用
電

源
装

置
種

別
及

び
規

格
ご

と
に

、
小

規
模

局
用

電
源

装
置

台
数

に
小

規
模

局
用

電
源

装
置

所
要

面
積

を
乗

じ
た

も
の

の
合

計
 

ク
 

整
流

装
置

、
交

流
無

停
電

電
源

装
置

、
蓄

電
池

、
受

電
装

置
及

び
小

規
模

局
用

電
源

装
置

の
各

設
備

の
更

改
の

た
め

の
面

積
の

合
計

 

⑶
 

局
ご

と
に

、
種

別
ご

と
の

空
調

設
備

台
数

に
空

調
設

備
単

位
面

積
を

乗
じ

た
も

の
の

合
計

を
当

該
局

の
空

調
設

備
面

積
と

す
る

。
 

⑷
 

局
ご

と
に

、
⑴

ク
で

算
定

し
た

面
積

を
当

該
局

の
ケ

ー
ブ

ル
室

面
積

と
す

る
。

 

⑸
 

局
ご

と
に

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
面

積
、

電
力

設
備

面
積

、
空

調
設

備
面

積
及

び
ケ

ー
ブ

ル
室

面
積

の
合

計
に

、
1
か

ら
建

物
付

帯
設

備
面

積
付

加
係

数
を

減
じ

た
も

の
を

乗
じ

、
建

物
付

帯
設

備
面

積
付

加
係

数
で

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

建
物

付
帯

設
備

面
積

と
す

る
。

 

⑹
 

⑴
か

ら
⑸

ま
で

に
よ

り
求

め
た

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
備

面
積

、
電

力
設

備
面

積
、

空
調

設
備

面
積

、
ケ

ー
ブ

ル
室

面
積

及
び

建
物

付
帯

設
備

面
積

の
合

計
を

当
該

局
の

機
械

室
建

物
面

積
と

す
る

。
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⑺
 

⑴
か

ら
⑹

ま
で

に
お

い
て

、
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

電
話

相
当

分
の

面
積

に
よ

り
算

定
し

た
機

械
室

建
物

面
積

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
機

械
室

建
物

面
積

と
す

る
。

 

２
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

の
機

械
室

建
物

の
設

備
量

の
算

定
 

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

数
を

１
と

し
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
機

械
室

建
物

の
所

要
面

積
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

メ
タ

ル
Ｉ

Ｐ
音

声
系

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

数
と

す
る

。
 

３
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
機

械
室

建
物

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
機

械
室

建
物

投
資

額
を

算
定

す
る

。
 

 
⑴

 
局

舎
種

別
が

複
数

階
局

の
場

合
 

局
ご

と
機

械
室

建
物

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
機

械
室

建
物

面
積

×
（

複
数

階
局

機
械

室
建

物
建

設
単

価
＋

複
数

階
局

機
械

室
建

物
災

害
対

策
増

分
単

価
）

 

⑵
 

局
舎

種
別

が
無

線
単

独
局

又
は

衛
星

通
信

単
独

局
の

場
合

 

局
ご

と
機

械
室

建
物

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
機

械
室

建
物

面
積

×
局

舎
種

別
ご

と
機

械
室

建
物

建
設

単
価

 

⑶
 

局
舎

種
別

が
平

屋
局

で
あ

っ
て

⑵
以

外
の

場
合

 

局
ご

と
機

械
室

建
物

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
機

械
室

建
物

面
積

×
（

平
屋

局
機

械
室

建
物

建
設

単
価

＋
平

屋
局

機
械

室
建

物
災

害
対

策
増

分
単

価
）

 

⑷
 

局
舎

種
別

が
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
の

場
合

 

局
ご

と
機

械
室

建
物

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
数

×
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
単

価
 

機
械

室
土

地
 

１
 

局
舎

種
別

の
選

定
基

準
 

⑴
 

大
規

模
局

、
無

線
併

設
局

及
び

衛
星

通
信

併
設

局
の

局
舎

種
別

は
複

数
階

局
と

し
、

無
線

単
独

局
及

び
衛

星
通

信
単

独
局

の
局

舎
種

別
は

平
屋

局
と

す
る

。
 

⑵
 

そ
の

他
の

局
（

Ｒ
Ｔ

―
Ｂ

Ｏ
Ｘ

を
除

く
。

）
の

局
舎

種
別

は
、

複
数

階
局

及
び

平
屋

局
の

場
合

に
つ

い
て

そ
れ

ぞ
れ

算
定

し
た

機
械

室
建

物
及

び
機

械
室

土
地

の
資

本
コ

ス
ト

（
減

価
償

却
費

、
利

益

対
応

税
及

び
固

定
資

産
税

の
合

計
を

い
う

。
）

及
び

保
守

コ
ス

ト
（

施
設

保
全

費
及

び
撤

去
費

用
の

合
計

を
い

う
。

）
の

合
計

を
比

較
し

、
よ

り
安

価
な

も
の

を
選

択
す

る
。

 

２
 

複
数

階
局

の
機

械
室

土
地

の
設

備
量

の
算

定
 

⑴
 

局
ご

と
に

、
機

械
室

建
物

面
積

を
当

該
局

の
容

積
率

で
除

し
た

も
の

を
、

当
該

局
の

機
械

室
土

地
面

積
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
局

の
容

積
率

の
指

定
が

な
い

場
合

に
は

、
機

械
室

建
物

面
積

を
複

数

階
局

容
積

率
で

除
し

た
も

の
を

当
該

局
の

機
械

室
土

地
面

積
と

す
る

。
 

⑵
 

⑴
の

機
械

室
土

地
面

積
か

ら
、

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
機

械
室

建
物

の
所

要
面

積
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

、
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ

Ｐ
音

声
系

機
械

室
土

地
面

積
と

す
る

。
 

３
 

平
屋

局
の

機
械

室
土

地
の

設
備

量
の

算
定

 

⑴
 

局
ご

と
に

、
機

械
室

建
物

面
積

を
平

屋
局

容
積

率
で

除
し

た
も

の
、

駐
車

ス
ペ

ー
ス

等
土

地
面

積
及

び
地

上
鉄

塔
土

地
面

積
（

無
線

伝
送

装
置

を
設

置
す

る
場

合
に

限
る

。
）

の
合

計
を

当
該

局
の

機

械
室

土
地

面
積

と
す

る
。

 

⑵
 

⑴
の

機
械

室
土

地
面

積
か

ら
、

駐
車

ス
ペ

ー
ス

面
積

の
う

ち
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

駐
車

ス
ペ

ー
ス

以
外

の
土

地

面
積

の
う

ち
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

機
械

室
建

物
の

所
要

面
積

比
に

よ
り

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

）
を

控
除

し
た

も
の

を
当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
機

械
室

土
地

面
積

と
す

る
。

 

 
４

 
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
の

機
械

室
土

地
の

設
備

量
の

算
定

 

局
ご

と
に

、
Ｒ

Ｔ
―

Ｂ
Ｏ

Ｘ
土

地
面

積
を

当
該

局
の

機
械

室
土

地
面

積
と

し
、

駐
車

ス
ペ

ー
ス

面
積

の
う

ち
デ

ー
タ

系
サ

ー
ビ

ス
及

び
光

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
（

回
線

数
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

及
び

駐
車

ス
ペ

ー
ス

以
外

の
土

地
面

積
の

う
ち

デ
ー

タ
系

サ
ー

ビ
ス

及
び

光
Ｉ

Ｐ
電

話
に

係
る

も
の

（
機

械
室

建
物

の
所

要
面

積
比

に
よ

り
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。
）

を
控

除
し

た
も

の
を

当

該
局

の
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
機

械
室

土
地

面
積

と
す

る
。

 

５
 

投
資

額
の

算
定

 

次
の

算
定

式
に

よ
り

局
ご

と
機

械
室

土
地

投
資

額
を

求
め

、
全

て
の

局
に

つ
い

て
当

該
投

資
額

を
合

算
し

、
機

械
室

土
地

投
資

額
を

算
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

使
用

す
る

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数

は
、

当
該

局
が

属
す

る
都

道
府

県
の

値
と

す
る

。
 

局
ご

と
機

械
室

土
地

投
資

額
 

＝
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

音
声

系
機

械
室

土
地

面
積

×
（

固
定

資
産

評
価

額
÷

土
地

単
価

時
価

補
正

係
数

）
×

土
地

単
価

時
点

補
正

係
数
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45頁 

 
 

監
視

設
備

（
総

合
監

視

）
 

監
視

設
備

（
総

合
監

視
）

投
資

額
 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
（

注
）
投

資
額

合
計

×
監

視
設

備
（

総
合

監
視

）
対

投
資

額
比

率
 

 
注

 
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
と

は
、

別
表

第
５

第
１

に
規

定
す

る
設

備
区

分
に

係
る

設
備

及
び

別
表

第
５

第
２

に
規

定
す

る
附

属
設

備
等

の
う

ち
、

空
調

設
備

、
電

力
設

備
、

機
械

室
建

物
及

び
機

械
室

土
地

の
設

備
等

区
分

に
係

る
設

備
等

を
い

う
。

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
同

じ
。

 

監
視

設
備

（
収

容
局

設

備
）

 

監
視

設
備

（
収

容
局

設
備

）
投

資
額

 

＝
（

音
声

収
容

ル
ー

タ
投

資
額

＋
共

用
収

容
ル

ー
タ

投
資

額
＋

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
投

資
額

＋
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
投

資
額

 

＋
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
投

資
額

＋
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

投
資

額
）

 

×
監

視
設

備
（

収
容

局
設

備
）

対
投

資
額

比
率

 

監
視

設
備

（
コ

ア
局

設

備
）

 

監
視

設
備

（
コ

ア
局

設
備

）
投

資
額

 

＝
（

共
用

コ
ア

ル
ー

タ
投

資
額

＋
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
投

資
額

＋
Ｃ

Ｓ
投

資
額

）
 

×
監

視
設

備
（

コ
ア

局
設

備
）

対
投

資
額

比
率

 

監
視

設
備

（
伝

送
無

線

機
械

）
 

監
視

設
備

（
伝

送
無

線
機

械
）

投
資

額
 

＝
（

伝
送

装
置

投
資

額
＋

中
間

中
継

伝
送

装
置

投
資

額
＋

無
線

伝
送

装
置

投
資

額
 

＋
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

投
資

額
＋

無
線

ア
ン

テ
ナ

投
資

額
＋

無
線

鉄
塔

投
資

額
＋

衛
星

通
信

設
備

投
資

額
）

 

×
監

視
設

備
（

伝
送

無
線

機
械

）
対

投
資

額
比

率
 

監
視

設
備

（
市

外
線

路

）
 

監
視

設
備

（
市

外
線

路
）

投
資

額
 

＝
市

外
線

路
投

資
額

（
中

継
系

光
ケ

ー
ブ

ル
、

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
、

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

及
び

中
継

系
電

柱
の

投
資

額
の

合
計

）
 

×
監

視
設

備
（

市
外

線
路

）
対

投
資

額
比

率
 

監
視

設
備

（
市

内
線

路

）
 

監
視

設
備

（
市

内
線

路
）

投
資

額
 

＝
市

内
線

路
投

資
額

（
加

入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
、

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
加

入
系

電
柱

の
投

資
額

の
合

計
）

 

×
監

視
設

備
（

市
内

線
路

）
対

投
資

額
比

率
 

共
通

用
建

物
 

共
通

用
建

物
投

資
額

 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
投

資
額

合
計

×
共

通
用

建
物

対
投

資
額

比
率

 

共
通

用
土

地
 

共
通

用
土

地
投

資
額

 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
投

資
額

合
計

×
共

通
用

土
地

対
投

資
額

比
率

×
共

通
用

土
地

単
価

補
正

係
数

 

構
築

物
 

構
築

物
投

資
額

 

＝
（

機
械

室
建

物
投

資
額

＋
共

通
用

建
物

投
資

額
）

×
構

築
物

対
投

資
額

比
率

 

機
械

及
び

装
置

 
機

械
及

び
装

置
投

資
額

 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
投

資
額

合
計

×
機

械
及

び
装

置
対

投
資

額
比

率
 

車
両

 
車

両
投

資
額

 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
投

資
額

合
計

×
車

両
対

投
資

額
比

率
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
投

資
額

 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
投

資
額

合
計

×
工

具
、

器
具

及
び

備
品

対
投

資
額

比
率

 

無
形

固
定

資
産

 
無

形
固

定
資

産
投

資
額

 

＝
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
投

資
額

合
計

×
無

形
固

定
資

産
（

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

以
外

）
対

投
資

額
比

率
 

公
衆

電
話

機
端

末
 

公
衆

電
話

機
端

末
投

資
額

 

＝
ア

ナ
ロ

グ
公

衆
電

話
機

端
末

数
×

ア
ナ

ロ
グ

公
衆

電
話

機
単

価
 

＋
デ

ジ
タ

ル
公

衆
電

話
機

端
末

数
×

デ
ジ

タ
ル

公
衆

電
話

機
単

価
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46頁 

別
表

第
７

（
第

1
5
条

関
係

）
 

 
固

定
資

産
明

細
表

 

（
単

位
 

円
）

 

 
 

 

 

音声収容ルータ 

共用収容ルータ 

メタル回線収容装置 

メタル回線収容装置Ｌ２ＳＷ 

消防警察トランク 

警察消防用回線集約装置 

き線点遠隔収容装置 

主配線盤 

光ケーブル成端架 

共用コアルータ 

コア局用Ｌ２ＳＷ 

伝送装置 

中間中継伝送装置 

ＣＳ 

関門系ルータ 

相互接続局用Ｌ２ＳＷ 

ＳＢＣ 

ＥＮＵＭサーバ 

ＤＮＳサーバ 

メタルケーブル 

加入系光ケーブル 

中継系光ケーブル 

海底光ケーブル 

海底中間中継伝送装置 

無線伝送装置 

インタフェース変換装置 

無線アンテナ 

無線鉄塔 

衛星通信設備 

加入系電柱 

中継系電柱 

加入系管路 
中継系管路 

加入系中口径管路 

正味固定 

資産価額 

定額法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定率法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中継系中口径管路 

加入系共同溝 

中継系共同溝 

加入系とう道 

中継系とう道 

電線共同溝 

総合デジタル通信局内回線終端装

置 

アナログ局内回線収容部 

アナログ・デジタル回線共通部 

公衆電話機端末 

空調設備 

電力設備（整流装置） 

電力設備（直流変換電源装置） 

電力設備（交流無停電電源装置） 

電力設備（蓄電池） 

電力設備（受電装置） 

電力設備（発電装置） 

電力設備（小規模局用電源装置） 

電力設備（可搬型発動発電機） 

機械室建物 

機械室土地 

監視設備（総合監視） 
監視設備（収容局設備） 

監視設備（コア局設備） 

監視設備（伝送無線機械） 

監視設備（市外線路） 

監視設備（市内線路） 

共通用建物 

共通用土地 

構築物 

機械及び装置 

車両 

工具、器具及び備品 

無形固定資産 

正味固定 

資産価額 

定額法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定率法 
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47頁 

別
表

第
８

（
第

1
5
条

関
係

）
 

 
第

１
 

費
用

算
定

方
式

 

 
第

２
 

共
通

費
等

の
配

賦
基

準
 

費
用

区
分

 
算

定
方

式
 

減
価

償
却

費
 

（
（

（
投

資
額

－
最

低
残

存
価

額
）

÷
法

定
耐

用
年

数
）

×
法

定
耐

用
年

数
＋

除
去

損
）

÷
経

済
的

耐
用

年
数

 

土
地

は
、

減
価

償
却

し
な

い
。

除
去

損
＝

最
低

残
存

価
額

と
す

る
。

 

通
信

設
備

使
用

料
 
⑴

 
伊

豆
大

島
と

本
土

中
継

交
換

機
間

及
び

犬
石

と
中

継
交

換
局

間
の

伝
送

路
に

係
る

も
の

 

伝
送

路
数

×
専

用
線

料
金

単
価

 

⑵
 

都
道

府
県

区
域

間
伝

送
路

に
係

る
も

の
 

都
道

府
県

区
域

間
伝

送
路

の
最

繁
時

帯
域

（
メ

タ
ル

Ｉ
Ｐ

電
話

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

×
都

道
府

県
区

域
間

伝
送

路
設

備
帯

域
当

た
り

単
価

 

固
定

資
産

税
 

定
率

法
正

味
固

定
資

産
価

額
×

固
定

資
産

税
率

 

定
率

法
正

味
固

定
資

産
価

額
は

、
別

表
第

６
に

定
め

る
算

出
式

に
よ

り
算

定
す

る
。

 

施
設

保
全

費
 

⑴
 

加
入

系
線

路
に

係
る

も
の

 

設
備

延
長

k
m
×

１
k
m
当

た
り

の
施

設
保

全
費

＋
加

入
者

数
×

１
加

入
者

当
た

り
施

設
保

全
費

 

⑵
 

中
継

系
架

空
光

ケ
ー

ブ
ル

、
中

継
系

地
下

光
ケ

ー
ブ

ル
、

海
底

光
ケ

ー
ブ

ル
、

電
線

共
同

溝
、

自
治

体
管

路
、

監
視

設
備

（
市

外
線

路
）

及
び

監
視

設
備

（
市

内
線

路
）

に
係

る
も

の
 

設
備

延
長

k
m
×

１
k
m
当

た
り

の
施

設
保

全
費

 

⑶
 

管
路

、
中

口
径

管
路

、
共

同
溝

及
び

と
う

道
に

係
る

も
の

 

設
備

亘
長

k
m
×

１
k
m
当

た
り

の
施

設
保

全
費

 

⑷
 

公
衆

電
話

機
に

係
る

も
の

 

公
衆

電
話

機
台

数
×

１
台

当
た

り
の

施
設

保
全

費
 

⑸
 

上
記

以
外

の
も

の
 

投
資

額
×

施
設

保
全

費
対

投
資

額
比

率
 

道
路

占
用

料
 

⑴
 

電
柱

に
係

る
も

の
 

電
柱

本
数

×
電

柱
１

本
当

た
り

道
路

占
用

料
 

⑵
 

管
路

、
中

口
径

管
路

及
び

と
う

道
に

係
る

も
の

 

設
備

亘
長

k
m
×

１
k
m
当

た
り

道
路

占
用

料
 

⑶
 

電
線

共
同

溝
、

自
治

体
管

路
及

び
情

報
ボ

ッ
ク

ス
に

係
る

も
の

 

設
備

延
長

k
m
×

１
k
m
当

た
り

道
路

占
用

料
 

⑷
 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
に

係
る

も
の

 

き
線

点
遠

隔
収

容
装

置
ユ

ニ
ッ

ト
数

×
き

線
点

遠
隔

収
容

装
置

１
ユ

ニ
ッ

ト
当

た
り

道
路

占
用

料
 

⑸
 

公
衆

電
話

機
に

係
る

も
の

 

公
衆

電
話

機
台

数
×

公
衆

電
話

機
１

台
当

た
り

道
路

占
用

料
 

撤
去

費
用

 
投

資
額

×
撤

去
費

用
対

投
資

額
比

率
 

試
験

研
究

費
 

直
接

費
×

対
直

接
費

比
率

 

直
接

費
＝

減
価

償
却

費
＋

通
信

設
備

使
用

料
＋

固
定

資
産

税
＋

施
設

保
全

費
＋

道
路

占
用

料
＋

撤
去

費
用

 

管
理

共
通

費
 

（
施

設
保

全
費

＋
試

験
研

究
費

）
×

管
理

共
通

費
比

率
 

緊
急

通
報

用
専

用

線
 

Σ
｛

緊
急

通
報

用
専

用
線

回
線

数
（

距
離

帯
別

）
×

音
声

伝
送

専
用

線
月

額
基

本
回

線
料

（
距

離
帯

別
）

×
1
2
｝

×
一

般
専

用
収

支
率

×
端

末
回

線
コ

ス
ト

低
減

率
×

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

対
象

通
信

比
率

 

区
分

 
帰

属
対

象
設

備
 

配
賦

基
準
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48頁 

試
験

研
究

費
 

別
表

第
５

第
１

の
設

備
区

分
に

定
め

る
各

設
備

 
直

接
費

比
 

管
理

共
通

費
 

別
表

第
５

第
１

の
設

備
区

分
に

定
め

る
各

設
備

 
施

設
保

全
費

＋
試

験
研

究
費

の
合

計
額

比
 

監
視

設
備

 
総

合
監

視
 

収
容

局
以

上
の

各
設

備
 

資
本

コ
ス

ト
＋

保
守

コ
ス

ト
の

合
計

額
比

 

 
収

容
局

設
備

 
収

容
局

の
各

設
備

 
資

本
コ

ス
ト

＋
保

守
コ

ス
ト

の
合

計
額

比
 

 
コ

ア
局

設
備

 
コ

ア
局

の
各

設
備

 
資

本
コ

ス
ト

＋
保

守
コ

ス
ト

の
合

計
額

比
 

 
伝

送
無

線
機

械
 

伝
送

装
置

、
中

間
中

継
伝

送
装

置
、

無
線

伝
送

装
置

、
無

線
鉄

塔
、

無
線

ア
ン

テ
ナ

、
衛

星
通

信
設

備
及

び
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

 
資

本
コ

ス
ト

＋
保

守
コ

ス
ト

の
合

計
額

比
 

 
市

外
線

路
 

中
継

系
光

ケ
ー

ブ
ル

、
海

底
光

ケ
ー

ブ
ル

及
び

海
底

中
間

中
継

伝
送

装
置

 
資

本
コ

ス
ト

＋
保

守
コ

ス
ト

の
合

計
額

比
 

 
市

内
線

路
 

メ
タ

ル
ケ

ー
ブ

ル
及

び
加

入
系

光
ケ

ー
ブ

ル
 

資
本

コ
ス

ト
＋

保
守

コ
ス

ト
の

合
計

額
比

 

共
通

用
建

物
 

別
表

第
８

第
１

の
設

備
区

分
に

定
め

る
各

設
備

 
施

設
保

全
費

＋
試

験
研

究
費

の
合

計
額

比
 

共
通

用
土

地
 

別
表

第
８

第
１

の
設

備
区

分
に

定
め

る
各

設
備

 
施

設
保

全
費

＋
試

験
研

究
費

の
合

計
額

比
 

構
築

物
 

別
表

第
８

第
１

の
設

備
区

分
に

定
め

る
各

設
備

 
機

械
室

土
地

建
物

及
び

共
通

用
土

地
建

物
の

資
本

コ
ス

ト
＋

保
守

コ
ス

ト
の

合
計

額
比

 

機
械

及
び

装
置

 
別

表
第

８
第

１
の

設
備

区
分

に
定

め
る

各
設

備
 

施
設

保
全

費
＋

試
験

研
究

費
の

合
計

額
比

 

車
両

 
別

表
第

８
第

１
の

設
備

区
分

に
定

め
る

各
設

備
 

施
設

保
全

費
比

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

別
表

第
８

第
１

の
設

備
区

分
に

定
め

る
各

設
備

 
施

設
保

全
費

＋
試

験
研

究
費

の
合

計
額

比
 

無
形

固
定

資
産

 
別

表
第

８
第

１
の

設
備

区
分

に
定

め
る

各
設

備
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
備

投
資

額
比

 

空
調

設
備

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

、
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

、
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

、
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｃ
Ｓ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継

伝
送

装
置

、
無

線
伝

送
装

置
、

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

、
衛

星
通

信
設

備
、

関
門

系
ル

ー
タ

、
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｓ
Ｂ

Ｃ
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
、

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

及

び
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

 

電
力

容
量

比
 

電
力

設
備

 
整

流
装

置
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
、

共
用

収
容

ル
ー

タ
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
、

警
察

消

防
用

回
線

集
約

装
置

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

、
Ｃ

Ｓ
、

伝
送

装
置

、
中

間
中

継
伝

送
装

置
、

無
線

伝
送

装
置

、
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

、

衛
星

通
信

設
備

、
関

門
系

ル
ー

タ
、

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
Ｓ

Ｂ
Ｃ

、
Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
サ

ー
バ

及
び

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

 

電
流

比
 

 
蓄

電
池

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

、
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

、
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

、
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｃ
Ｓ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継

伝
送

装
置

、
無

線
伝

送
装

置
、

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

、
衛

星
通

信
設

備
、

関
門

系
ル

ー
タ

、
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｓ
Ｂ

Ｃ
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
、

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

及

び
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

 

電
流

比
 

 
交

流
無

停
電

電
源

装
置

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

、
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｃ
Ｓ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継

伝
送

装
置

、
関

門
系

ル
ー

タ
、

Ｓ
Ｂ

Ｃ
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
、

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

及
び

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
 

電
流

比
 

 
受

電
装

置
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
、

共
用

収
容

ル
ー

タ
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
、

警
察

消

防
用

回
線

集
約

装
置

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｃ
Ｓ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継

伝
送

装
置

、
無

線
伝

送
装

置
、

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

、
衛

星
通

信
設

備
、

関
門

系
ル

ー
タ

、
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｓ
Ｂ

Ｃ
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
、

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

及

び
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

 

電
力

容
量

比
 

 
発

電
装

置
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
、

共
用

収
容

ル
ー

タ
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
消

防
警

察
ト

ラ
ン

ク
、

警
察

消

防
用

回
線

集
約

装
置

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｃ
Ｓ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継

伝
送

装
置

、
無

線
伝

送
装

置
、

イ
ン

タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

、
衛

星
通

信
設

備
、

関
門

系
ル

ー
タ

、
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｓ
Ｂ

Ｃ
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
、

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

及

び
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

 

電
力

容
量

比
 

 
小

規
模

局
用

電
源

装
置

 
音

声
収

容
ル

ー
タ

、
共

用
収

容
ル

ー
タ

、
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

、
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

伝
送

装
置

、
中

間
中

継
伝

送
装

置
、

無
線

伝
送

装
置

、
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

及
び

衛
星

通
信

設
備

 

電
流

比
 

 
小

規
模

局
用

蓄
電

池
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
、

共
用

収
容

ル
ー

タ
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継

伝
送

装

置
、

無
線

伝
送

装
置

、
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

及
び

衛
星

通
信

設
備

 

電
流

比
 

 
可

搬
型

発
動

発
電

機
 

音
声

収
容

ル
ー

タ
、

共
用

収
容

ル
ー

タ
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継

伝
送

装
電

流
比
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49頁 

注
 

資
本

コ
ス

ト
＝

減
価

償
却

費
＋

自
己

資
本

費
用

＋
他

人
資

本
費

用
＋

利
益

対
応

税
＋

通
信

設
備

使
用

料
＋

固
定

資
産

税
 

保
守

コ
ス

ト
＝

施
設

保
全

費
＋

道
路

占
用

料
＋

撤
去

費
用

 

 
 

置
、

無
線

伝
送

装
置

、
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

及
び

衛
星

通
信

設
備

 

 
直

流
変

換
電

源
装

置
 

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

及
び

警
察

消
防

用
回

線
集

約
装

置
 

電
流

比
 

機
械

室
建

物
 

主
配

線
盤

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
、

音
声

収
容

ル
ー

タ
、

共
用

収
容

ル
ー

タ
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ

Ｗ
、

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

、
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｃ
Ｓ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継

伝

送
装

置
、

無
線

伝
送

装
置

、
イ

ン
タ

フ
ェ

ー
ス

変
換

装
置

、
衛

星
通

信
設

備
、

関
門

系
ル

ー
タ

、
相

互
接

続
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｓ
Ｂ

Ｃ
、

Ｅ

Ｎ
Ｕ

Ｍ
サ

ー
バ

、
Ｄ

Ｎ
Ｓ

サ
ー

バ
及

び
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

 

面
積

比
 

機
械

室
土

地
 

主
配

線
盤

、
光

ケ
ー

ブ
ル

成
端

架
、

音
声

収
容

ル
ー

タ
、

共
用

収
容

ル
ー

タ
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
、

メ
タ

ル
回

線
収

容
装

置
用

Ｌ
２

Ｓ

Ｗ
、

消
防

警
察

ト
ラ

ン
ク

、
警

察
消

防
用

回
線

集
約

装
置

、
共

用
コ

ア
ル

ー
タ

、
コ

ア
局

用
Ｌ

２
Ｓ

Ｗ
、

Ｃ
Ｓ

、
伝

送
装

置
、

中
間

中
継

伝

送
装

置
、

無
線

伝
送

装
置

、
無

線
鉄

塔
、

イ
ン

タ
フ

ェ
ー

ス
変

換
装

置
、

衛
星

通
信

設
備

、
関

門
系

ル
ー

タ
、

相
互

接
続

局
用

Ｌ
２

Ｓ
Ｗ

、

Ｓ
Ｂ

Ｃ
、

Ｅ
Ｎ

Ｕ
Ｍ

サ
ー

バ
、

Ｄ
Ｎ

Ｓ
サ

ー
バ

及
び

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
 

面
積

比
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50頁 

別
表

第
９

（
第

1
5
条

関
係

）
 

 
第

１
 

設
備

区
分

別
費

用
明

細
表

 

（
単

位
 

円
）

 
 

音声収容ルータ 

共用収容ルータ 

メタル回線収容装置 

メタル回線収容装置Ｌ２ＳＷ 

消防警察トランク 

警察消防用回線集約装置 

緊急通報用専用線 

緊急通報用総合デジタル通信サービス 

き線点遠隔収容装置 

主配線盤 

光ケーブル成端架 

共用コアルータ 

コア局用Ｌ２ＳＷ 

伝送装置 

中間中継伝送装置 

ＣＳ 

関門系ルータ 

相互接続局用Ｌ２ＳＷ 

ＳＢＣ 

ＥＮＵＭサーバ 

ＤＮＳサーバ 

メタルケーブル 

加入系光ケーブル 

中継系光ケーブル 

海底光ケーブル 

海底中間中継伝送装置 

無線伝送装置 

インタフェース変換装置 

無線アンテナ 

無線鉄塔 

衛星通信設備 

加入系電柱 

中継系電柱 

加入系管路 

中継系管路 

加入系中口径管路 

中継系中口径管路 

加入系共同溝 

中継系共同溝 

加入系とう道 

中継系とう道 

電線共同溝 

自治体管路 

情報ボックス 
総合デジタル通信局内回線終端装置 

アナログ局内回線収容部 

アナログ・デジタル回線共通部 

都道府県区域間伝送路設備 

公衆電話機端末 

設
備

区
分

直
接

の
減

価
償

却
費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設
備

区
分

直
接

の
通

信
設

備
使

用
料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設
備

区
分

直
接

の
固

定
資

産
税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設
備

区
分

直
接

の
施

設
保

全
費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設
備

区
分

直
接

の
道

路
占

用
料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設
備

区
分

直
接

の
撤

去
費

用
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附
属

設
備

の
減

価
償

却
費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附
属

設
備

の
固

定
資

産
税

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附
属

設
備

の
施

設
保

全
費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附
属

設
備

の
撤

去
費

用
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試
験

研
究

費
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接
続

関
連

事
務

費
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管
理

共
通

費
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設
備

区
分

ご
と

の
費

用
合

計
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51頁 

 
第

２
 

設
備

区
分

別
費

用
明

細
表

（
ア

ナ
ロ

グ
電

話
用

設
備

）
 

（
単

位
 

円
）

 
 

 
き線点遠隔収容装置 

主配線盤 

光ケーブル成端架 

メタルケーブル 

加入系光ケーブル 

加入系電柱 

加入系管路 

加入系中口径管路 

加入系共同溝 

加入系とう道 

電線共同溝 

自治体管路 

情報ボックス 

アナログ局内回線収容部 

アナログ・デジタル回線共通部 

設
備

区
分

直
接

の
減

価
償

却
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
通

信
設

備
使

用
料

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
固

定
資

産
税

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
施

設
保

全
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
道

路
占

用
料

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
撤

去
費

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
属

設
備

の
減

価
償

却
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
固

定
資

産
税

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
施

設
保

全
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
撤

去
費

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

試
験

研
究

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

接
続

関
連

事
務

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

管
理

共
通

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
備

区
分

ご
と

の
費

用
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

注
 

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
設

備
に

係
る

も
の

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。
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52頁 

 
第

３
 

設
備

区
分

別
費

用
明

細
表

（
第

一
種

公
衆

電
話

機
）

 

（
単

位
 

円
）

 

 
き線点遠隔収容装置 

主配線盤 

光ケーブル成端架 

メタルケーブル 

加入系光ケーブル 

加入系電柱 

加入系管路 

加入系中口径管路 

加入系共同溝 

加入系とう道 

電線共同溝 

自治体管路 

情報ボックス 

総合デジタル通信局内回線終端装置 

アナログ局内回線収容部 

アナログ・デジタル回線共通部 

公衆電話機端末 

設
備

区
分

直
接

の
減

価
償

却
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
通

信
設

備
使

用
料

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
固

定
資

産
税

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
施

設
保

全
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
道

路
占

用
料

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

設
備

区
分

直
接

の
撤

去
費

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
属

設
備

の
減

価
償

却
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
固

定
資

産
税

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
施

設
保

全
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属

設
備

の
撤

去
費

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

試
験

研
究

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

接
続

関
連

事
務

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

管
理

共
通

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

設
備

区
分

ご
と

の
費

用
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

注
 

第
一

種
公

衆
電

話
機

に
係

る
も

の
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。
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53頁 

  別
表

第
９

の
６

（
第

1
7
条

の
４

第
２

項
関

係
）

 

 
第

一
種

適
格

電
気

通
信

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度

分
 

（
単

位
 

円
）

 

 
 

対
象

設
備

 
設

備
区

分
 

端
末

系
伝

送
路

設
備

(
加

入
者

側
終

端
装

置
及

び
端

末
系

交
換

等
設

備
と

の
間

等
に

設
置

さ
れ

る
伝

送
装

置
等

を
除

く
。

)
及

び
メ

タ
ル

回
線

収
容

装
置

等
（

端
末

系
伝

送
路

設
備

と
の

間
に

設
置

さ
れ

る
伝

送
路

装
置

等
を

含
む

。
）

に
係

る
設

備
区

分
の

う
ち

、
回

線

数
の

増
減

に
応

じ
て

当
該

設
備

に
係

る
費

用
が

増
減

す
る

も
の

 

市
内

線
路

設
備

 
ケ

ー
ブ

ル
及

び
そ

の
支

持
物

並
び

に
こ

れ
ら

に
附

帯
す

る
設

備
（

加
入

者

線
路

及
び

市
内

中
継

線
路

を
構

成
す

る
も

の
に

限
る

。
）

 

土
木

設
備

 
ケ

ー
ブ

ル
等

を
収

容
又

は
保

護
を

す
る

た
め

に
設

け
ら

れ
た

管
路

、
と

う

道
、

マ
ン

ホ
ー

ル
及

び
ハ

ン
ド

ホ
ー

ル
並

び
に

こ
れ

ら
に

附
帯

す
る

設
備

（
金

額
が

僅
少

な
も

の
に

つ
い

て
は

「
市

内
線

路
設

備
」

又
は

「
そ

の
他

設
備

」
に

含
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

）
 

そ
の

他
設

備
 

－
 

別
表
第
九
の
五
の
次
に
次
の
三
表
を
加
え
る
。 
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54頁 

別
表

第
９

の
７

（
第

1
7
条

の
４

第
３

項
関

係
）

 

 
第

一
種

適
格

電
気

通
信

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度

分
 

（
単

位
 

円
）

 

 
 

 
対

象
設

備
 

正
味

固
定

資
産

価
額

 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
の

２
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
係

る
資

産
 

市
内

線
路

設
備

 
 

土
木

設
備

 
 

そ
の

他
設

備
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55頁 

別
表

第
９

の
８

（
第

1
7
条

の
４

第
３

項
関

係
）

 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
の

２
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
係

る
区

分
別

費
用

明
細

表
 

 
第

一
種

適
格

電
気

通
信

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度

分
 

（
単

位
 

円
）

 

 
 

対
象

区
分

 
施

行
規

則
第

1
4
条

第
２

号
の

２
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
係

る
も

の
 

営
業

費
 

 

運
用

費
 

 

施
設

保
全

費
 

 

共
通

費
 

 

管
理

費
 

 

試
験

研
究

費
 

 

通
信

設
備

使
用

料
 

 

租
税

公
課

 
 

減
価

償
却

費
 

 

固
定

資
産

除
却

費
 

 

 
う

ち
固

定
資

産
除

却
損
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56頁 

  別
表

第
1
0
（

第
1
9
条

関
係

）
 

設
備

利
用

部
門

の
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
原

価
明

細
表

 

第
一

種
適

格
電

気
通

信
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度

分
 

（
単

位
 

円
）

 

１
 

科
目

 
２

 
科

目
内

訳
 

３
 

科
目

内
訳

の
内

容
 

４
 

控
除

対
象

原
価

の
内

容
 

５
 

前
年

度
に

実
際

に
要

し
た

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
提

供
に

係
る

設
備

利
用

部
門

の
原

価
 

６
 

５
の

原
価

か
ら

控
除

対
象

原
価

を
控

除
し

た
後

の
も

の
 

７
 

６
の

原
価

に
効

率
化

率
を

乗
じ

た
後

の
も

の
 

一
 

営
業

費
 

イ
 

注
文

獲
得

費
 

(
1
)
 

窓
口

又
は

電
話

受
付

部

門
に

お
け

る
加

入
電

話
の

新
規

申
込

み
、

移
転

等
の

受
付

又
は

割
引

サ
ー

ビ
ス

等
の

受
付

若
し

く
は

販
売

に
係

る
原

価
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
イ

に
掲

げ
る

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

に
係

る
原

価
 

 
 

 

(
2
)
 

販
売

部
門

に
お

け
る

加

入
電

話
の

新
規

申
込

み
、

移
転

等
の

取
次

ぎ
又

は
割

引
サ

ー
ビ

ス
等

の
取

次
ぎ

若
し

く
は

販
売

に
係

る
原

価
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
イ

に
掲

げ
る

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

に
係

る
原

価
並

び
に

同
条

第
１

号
イ

及
び

ロ
並

び
に

第
４

号
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
に

係
る

原
価

の
う

ち
、

当
該

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
能

動
的

な
営

業
活

動
に

係
る

も
の

 

(
3
)
 

技
術

支
援

部
門

に
お

け

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
に

関
す

る
技

術
支

援
に

係
る

原
価

 

一
の

科
目

イ
(
2
)
に

お
い

て
控

除
さ

れ
る

前
の

原
価

に
占

め
る

控
除

さ
れ

た
原

価
の

割
合

に
５

の
欄

に
掲

げ
る

値
を

乗
じ

た
も

の
 

(
4
)
 

代
理

店
営

業
部

門
に

お

け
る

加
入

電
話

の
新

規
申

込
み

、
移

転
等

の
取

次
ぎ

又
は

割
引

サ
ー

ビ
ス

等
の

取
次

ぎ
若

し
く

は
販

売
に

係
る

原
価

 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
イ

に
掲

げ
る

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

に
係

る
原

価
並

び
に

同
条

第
１

号
イ

及
び

ロ
並

び
に

第
４

号
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
の

能
動

的
な

営
業

活
動

に
係

る
も

の
 

別
表
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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57頁 

(
5
)
 

販
売

サ
ポ

ー
ト

部
門

に

お
け

る
割

引
サ

ー
ビ

ス
等

の
受

付
オ

ー
ダ

ー
の

シ
ス

テ
ム

へ
の

投
入

及
び

顧
客

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の
維

持
管

理
の

う
ち

、
通

話
に

係
る

も
の

又
は

テ
レ

ホ
ン

カ
ー

ド
の

販
売

及
び

作
成

等
に

係
る

原
価

 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
に

係
る

原
価

の
う

ち
、

テ
レ

ホ
ン

カ
ー

ド
に

関
す

る
も

の
(
報

奨
金

に
係

る

も
の

を
除

く
。

)
以

外
の

も
の

 

(
6
)
 

広
報

又
は

宣
伝

に
係

る

原
価

 

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
能

動
的

な
営

業
活

動
を

目
的

と
す

る
広

報
又

は
宣

伝
に

係
る

原
価

 

(
7
)
 

企
画

業
務

に
係

る
原

価
 

一
の

科
目

イ
(
1
)
か

ら
(
6
)
ま

で

及
び

ロ
(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
に

お

い
て

控
除

さ
れ

る
前

の
原

価
に

占
め

る
控

除
さ

れ
た

原
価

の
割

合
に

５
の

欄
に

掲
げ

る
値

を
乗

じ
た

も
の

 

ロ
 

注
文

履
行

費
 

(
1
)
 

販
売

サ
ポ

ー
ト

部
門

に

お
け

る
加

入
電

話
の

新
規

申
込

み
、

移
転

等
の

受
付

オ
ー

ダ
ー

の
シ

ス
テ

ム
へ

の
投

入
及

び
顧

客
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

維
持

管
理

に
係

る
原

価
の

う
ち

、
加

入
者

管
理

に
係

る
も

の
 

 
 

(
2
)
 

料
金

の
受

入
業

務
に

係

る
原

価
 

 
 

(
3
)
 

通
話

に
係

る
デ

ー
タ

の

蓄
積

若
し

く
は

料
金

の
計

算
、

料
金

請
求

書
の

編

集
、

作
成

若
し

く
は

発
行

又
は

料
金

の
督

促
若

し
く

は
回

収
等

に
係

る
原

価
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
２

号
イ

に
掲

げ
る

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

に
係

る
原

価
の

う

ち
、

割
引

通
話

に
係

る
原

価
 

(
4
)
 

貸
倒

損
失

又
は

貸
倒

引

当
金

繰
入

額
に

係
る

原
価
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ハ
 

営
業

管
理

費
 

営
業

業
務

の
共

通
部

分
に

係
る

原
価

 

一
の

科
目

イ
及

び
ロ

(
1
)
か

ら

(
3
)
ま

で
に

お
い

て
控

除
さ

れ

た
原

価
に

占
め

る
控

除
さ

れ
た

原
価

の
割

合
に

５
の

欄
に

掲
げ

る
値

を
乗

じ
た

も
の

 

二
 

試
験

研
究

費
 

イ
 

試
験

研
究

費
 

(
1
)
 

利
用

者
系

ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク
サ

ー
ビ

ス
等

の
研

究
開

発
に

係
る

原
価

 

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
提

供
の

確
保

に
直

接
資

す
る

研
究

開
発

に
係

る
原

価
以

外
の

も
の

 

 
 

 

(
2
)
 

利
用

者
系

の
研

究
開

発

に
必

要
な

基
礎

又
は

基
盤

技
術

研
究

に
係

る
原

価
 

同
上

 

(
3
)
 

将
来

の
通

信
技

術
に

関

係
す

る
新

し
い

概
念

の
技

術
等

の
純

粋
基

礎
研

究
に

係
る

原
価

 

同
上

 

(
4
)
 

研
究

開
発

業
務

の
共

通

部
分

に
係

る
原

価
 

二
の

科
目

イ
(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で

に
お

い
て

控
除

さ
れ

る
前

の
原

価
に

占
め

る
控

除
さ

れ
た

原
価

の
割

合
に

５
の

欄
に

掲
げ

る
値

を
乗

じ
た

も
の

 

(
5
)
 

法
人

営
業

部
門

に
お

け

る
研

究
開

発
等

に
係

る
原

価
 

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
提

供
の

確
保

に
直

接
資

す
る

研
究

開
発

に
係

る
原

価
以

外
の

も
の

 

(
6
)
 

試
験

開
発

部
門

に
お

け

る
共

通
的

作
業

（
庶

務
、

経
理

等
）

に
係

る
原

価
 

二
の

科
目

イ
(
1
)
か

ら
(
5
)
ま

で

に
お

い
て

控
除

さ
れ

る
前

の
原

価
に

占
め

る
控

除
さ

れ
た

原
価

の
割

合
に

５
の

欄
に

掲
げ

る
値

を
乗

じ
た

も
の

 

三
 

管
理

共
通

費
 

イ
 

営
業

管
理

費
 

(
1
)
 

支
店

に
お

け
る

建
物

、

事
業

企
画

、
庶

務
、

厚

生
、

人
事

又
は

経
理

関
係

業
務

に
係

る
原

価
 

建
物

に
係

る
原

価
に

あ
っ

て

は
、

一
の

科
目

イ
、

ロ
(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
及

び
ハ

並
び

に
二

の
科

目
に

お
い

て
控

除
さ

れ
る

前
の

原
価

に
占

め
る

控
除

さ
れ

た
原

価
の

割
合

に
５

の
欄

に
掲

げ
る

値
を

乗
じ

た
も

の
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建
物

に
係

る
原

価
以

外
の

も
の

に
あ

っ
て

は
、

一
の

科
目

イ
、

ロ
(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
及

び
ハ

に

お
い

て
控

除
さ

れ
る

前
の

原
価

に
占

め
る

控
除

さ
れ

た
原

価
の

割
合

に
５

の
欄

に
掲

げ
る

値
を

乗
じ

た
も

の
 

(
2
)
 

物
品

調
達

、
管

理
等

に

係
る

原
価

 

一
の

科
目

イ
、

ロ
(
1
)
か

ら
(
3
)

ま
で

及
び

ハ
に

お
い

て
控

除
さ

れ
る

前
の

原
価

に
占

め
る

控
除

さ
れ

た
原

価
の

割
合

に
５

の
欄

に
掲

げ
る

値
を

乗
じ

た
も

の
 

(
3
)
 

営
業

部
門

業
務

に
対

す

る
研

修
に

係
る

原
価

 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
１

号
、

第
２

号
及

び
第

４
号

に
掲

げ
る

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

に
係

る
原

価
 

(
4
)
 

共
通

的
作

業
（

庶
務

、

経
理

等
）

に
対

す
る

研
修

に
係

る
原

価
 

一
の

科
目

イ
、

ロ
(
1
)
か

ら
(
3
)

ま
で

及
び

ハ
並

び
に

二
の

科
目

に
お

い
て

控
除

さ
れ

る
前

の
原

価
に

占
め

る
控

除
さ

れ
た

原
価

の
割

合
に

５
の

欄
に

掲
げ

る
値

を
乗

じ
た

も
の

 

(
5
)
 

研
修

の
共

通
部

門
に

係

る
原

価
 

三
の

科
目

イ
(
3
)
及

び
(
4
)
に

お

い
て

控
除

さ
れ

る
前

の
原

価
に

占
め

る
控

除
さ

れ
た

原
価

の
割

合
に

５
の

欄
に

掲
げ

る
値

を
乗

じ
た

も
の

 

(
6
)
 

社
員

の
健

康
診

断
等

の

福
利

厚
生

に
係

る
原

価
 

一
の

科
目

イ
、

ロ
(
1
)
か

ら
(
3
)

ま
で

及
び

ハ
並

び
に

二
の

科
目

に
お

い
て

控
除

さ
れ

る
前

の
原

価
に

占
め

る
控

除
さ

れ
た

原
価

の
割

合
に

５
の

欄
に

掲
げ

る
値

を
乗

じ
た

も
の

 

(
7
)
 

建
物

等
の

借
料

又
は

現

状
資

産
の

維
持

管
理

に
係

る
原

価
 

建
物

等
の

借
料

に
係

る
原

価
の

う
ち

、
一

の
科

目
イ

、
ロ

(
1
)

か
ら

(
3
)
ま

で
及

び
ハ

並
び

に

二
の

科
目

に
お

い
て

控
除

さ
れ

る
前

の
原

価
に

占
め

る
控

除
さ

れ
た

原
価

の
割

合
に

５
の

欄
に
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掲
げ

る
値

を
乗

じ
た

も
の

及
び

建
物

等
の

借
料

に
係

る
原

価
以

外
の

も
の

 

(
8
)
 

電
気

通
信

役
務

の
提

供

条
件

、
料

金
等

の
制

度
に

係
る

原
価

 

一
の

科
目

イ
、

ロ
(
1
)
か

ら
(
3
)

ま
で

及
び

ハ
に

お
い

て
控

除
さ

れ
る

前
の

原
価

に
占

め
る

控
除

さ
れ

た
原

価
の

割
合

に
５

の
欄

に
掲

げ
る

値
を

乗
じ

た
も

の
 

(
9
)
 

窓
口

等
に

対
す

る
業

務

運
営

支
援

又
は

管
理

に
係

る
原

価
 

同
上

 

(
1
0
)
 

料
金

請
求

又
は

売
掛

金

管
理

に
対

す
る

業
務

運
営

支
援

又
は

管
理

に
係

る
原

価
 

同
上

 

(
1
1
)
 

法
人

営
業

部
門

に
対

す

る
業

務
運

営
支

援
又

は
管

理
に

係
る

原
価

 

同
上

 

(
1
2
)
 

公
衆

電
話

部
門

に
対

す

る
業

務
運

営
支

援
又

は
管

理
に

係
る

原
価

 

同
上

 

(
1
3
)
 

三
の

科
目

(
1
)
か

ら

(
1
2
)
ま

で
に

掲
げ

る
原

価

以
外

の
管

理
共

通
費

に
係

る
原

価
（

(
1
4
)
及

び
(
1
5
)

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
 

施
行

規
則

第
1
4
条

第
１

号
、

第
２

号
及

び
第

４
号

に
掲

げ
る

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

に
係

る
原

価
 

(
1
4
)
 

本
社

に
お

け
る

建
物

、

事
業

企
画

、
総

務
、

厚

生
、

人
事

又
は

経
理

関
係

業
務

に
係

る
原

価
 

建
物

に
係

る
原

価
に

あ
っ

て

は
、

一
の

科
目

イ
、

ロ
(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
及

び
ハ

並
び

に
二

の
科

目
に

お
い

て
控

除
さ

れ
る

前
の

原
価

に
占

め
る

控
除

さ
れ

た
原

価
の

割
合

に
５

の
欄

に
掲

げ
る

値
を

乗
じ

た
も

の
 

建
物

に
係

る
原

価
以

外
の

も
の

に
あ

っ
て

は
、

一
の

科
目

イ
、

ロ
(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
及

び
ハ

に

お
い

て
控

除
さ

れ
る

前
の

原
価
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に
占

め
る

控
除

さ
れ

た
原

価
の

割
合

に
５

の
欄

に
掲

げ
る

値
を

乗
じ

た
も

の
 

(
1
5
)
 

印
紙

税
、

固
定

資
産

税

等
の

租
税

公
課

 

一
の

科
目

イ
、

ロ
(
1
)
か

ら
(
3
)

ま
で

及
び

ハ
並

び
に

二
の

科
目

に
お

い
て

控
除

さ
れ

る
前

の
原

価
に

占
め

る
控

除
さ

れ
た

原
価

の
割

合
に

５
の

欄
に

掲
げ

る
値

を
乗

じ
た

も
の

 

四
 

共
通

設
備

費
用

 
イ

 
注

文
履

行
費

 
(
1
)
 

事
務

室
、

事
務

用
機

器

等
に

係
る

減
価

償
却

費
、

固
定

資
産

除
却

費
、

他
人

資
本

費
用

、
自

己
資

本
費

用
及

び
利

益
対

応
税

等
に

係
る

原
価

 

同
上

 
 

 
 

注
１

 
施

行
規

則
第

1
4
条

第
１

号
イ

及
び

ロ
、

第
２

号
イ

及
び

ロ
、

第
２

号
の

２
並

び
に

第
４

号
イ

及
び

ロ
に

掲
げ

る
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
ご

と
に

記
載

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
同

号
イ

に
掲

げ
る

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役

務
に

係
る

５
、

６
及

び
７

の
欄

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
１

号
イ

に
掲

げ
る

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
提

供
に

係
る

こ
れ

ら
の

項
の

原
価

等
の

算
出

に
お

い
て

、
ワ

イ
ヤ

レ
ス

固
定

電
話

加
入

者
回

線
を

同
号

イ
に

掲
げ

る
第

一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

の
提

供
に

係
る

ア
ナ

ロ
グ

加
入

者
回

線
と

み
な

し
て

算
出

し
た

額
の

う
ち

、
ワ

イ
ヤ

レ
ス

固
定

電
話

加
入

者
回

線
に

相
当

す
る

も
の

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

２
 

５
の

欄
に

掲
げ

る
原

価
か

ら
４

の
欄

に
掲

げ
る

も
の

の
原

価
を

控
除

し
た

後
の

も
の

を
６

の
欄

に
記

し
、

当
該

記
し

た
も

の
に

効
率

化
率

を
乗

じ
た

後
の

も
の

を
７

の
欄

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

３
 

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

と
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
以

外
の

電
気

通
信

役
務

と
に

関
連

す
る

原
価

に
つ

い
て

は
、

施
行

規
則

第
4
0
条

の
５

の
３

第
２

項
各

号
の

表
に

掲
げ

る
基

準
に

よ
る

ほ
か

、
適

正
な

基
準

に
よ

り

そ
れ

ぞ
れ

の
役

務
に

配
賦

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

当
該

基
準

に
よ

っ
て

配
賦

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

な
と

き
は

、
そ

の
全

部
を

主
た

る
関

連
を

有
す

る
役

務
に

整
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
 

一
の

科
目

の
第

一
号

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
と

他
の

第
一

号
基

礎
的

電
気

通
信

役
務

と
に

関
連

す
る

原
価

に
つ

い
て

は
、

施
行

規
則

第
4
0
条

の
５

の
３

第
２

項
各

号
の

表
に

掲
げ

る
基

準
に

よ
る

ほ
か

、
適

正
な

基
準

に
よ

り
そ

れ

ぞ
れ

の
役

務
に

配
賦

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該

基
準

に
よ

っ
て

配
賦

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

な
と

き
は

、
そ

の
全

部
を

主
た

る
関

連
を

有
す

る
役

務
に

整
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

５
 

控
除

対
象

原
価

と
控

除
対

象
原

価
以

外
の

原
価

と
に

関
連

す
る

原
価

に
つ

い
て

は
、

施
行

規
則

第
4
0
条

の
５

の
３

第
２

項
各

号
の

表
に

掲
げ

る
基

準
に

よ
る

ほ
か

、
適

正
な

基
準

に
よ

り
そ

れ
ぞ

れ
の

役
務

に
配

賦
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

当
該

基
準

に
よ

っ
て

配
賦

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

な
と

き
は

、
そ

の
全

部
を

主
た

る
関

連
を

有
す

る
役

務
に

整
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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62頁 

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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63頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

［
１
・
２ 
略
］ 

［
削
る
］ 

     

［
削
る
］ 

３
～
６ 

［
略
］ 

附 

則 

［
１
・
２ 

同
上
］ 

３ 

当
分
の
間
、
新
施
行
規
則
第
十
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気

通
信
事
業
者
は
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
か
ら
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
第

一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
へ
の
円
滑
な
移
行
そ
の
他
の
電
気
通
信
の
健
全
な
発
達
及
び
利
用
者
の
利
益
の
保

護
を
図
る
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
届
出
契
約
約
款

に
定
め
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
（
同
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
料
金
を
減
免
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

新
施
行
規
則
様
式
第
三
十
八
の
二
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５
～
８ 

［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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64頁 

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
総
務
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、

こ
れ
を
削
る
。
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65頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
法
第
十
六
条

第
一
項
の
届
出
を
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
又
は
第
九
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と

み
ま
し
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
第
十
三
条
第
四
項
又
は
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。 

［
削
る
］ 

附 

則 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
又
は
同
法
第
十
六
条

第
一
項
の
届
出
を
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
又
は
第
九
条
第
二
項
に

掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ま
し
て
、
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
第
十
三
条

第
四
項
又
は
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

新
施
行
規
則
様
式
第
三
十
八
の
二
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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66頁 

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
五
年
総
務
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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67頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

附 

則 

［
１ 

略
］ 

 

［
削
る
］ 

   

２ 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法

施
行
規
則
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定

等
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

［
１ 

同
上
］ 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
三

十
八
の
二
の
第
一
表
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
一
の
項
⑵
、
三
の
項
及
び
四
の
項
を
記
載
し
な
い
こ
と
と
す

る
。 

 

（
検
討
） 

３ 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
新
施
行
規
則
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
そ

の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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68頁 

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
五
年
総
務
省
令
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
及
び
二
重
傍
線
を
付
し
た
共
通
見

出
し
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
二
重

傍
線
を
付
し
た
共
通
見
出
し
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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69頁 

改

正

後

改

正

前

附

則

［
１

略
］

［
見
出
し
を
削
る
。
］

［
削
る
］ 

 

（
経
過
措
置
）

２ 

令
和
六
年
度
中
に
提
出
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
三
十
八
の
二

第
一
表
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
第
十
四
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
営
業
収
益
、
営
業
費
用
及
び
営
業

利
益
は
、
欄
を
設
け
て
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
同
表
の
注
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
注
二
中
「 

 

 
 

 
 

 

」
と
あ
る
の
は
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

」
と
す
る
。 

３

［
略
］ 

４

［
略
］

附

則

［
１

同
上
］

（
経
過
措
置
）

２ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
三
十
八
の
二
（
以
下
「
第
一
号
基
礎
的
電

気
通
信
役
務
収
支
表
」
と
い
う
。
）
第
一
表
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
三
の
項
を
記
載
し
な
い
こ
と
と
す
る

。 

［
見
出
し
を
加
え
る
。
］

３ 

令
和
六
年
度
中
に
提
出
す
る
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
収
支
表
第
一
表
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
二
号
ロ
に
規
定

す
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
営
業
収
益
、
営
業
費
用
及
び
営
業
利
益
は
、
欄
を
設
け
て
記
載
す
る
こ
と

と
し
、
同
表
の
注
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
注
二
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
と
あ
る
の
は
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
と
す
る
。 

４

［
同
上
］

５

［
同
上
］

備
考 

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

条
第

２
号

イ
 

 

令
和

６
年

１
月

１
日

か
ら

同
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
提

供
し

た
第

1
4
号

第
２

 

第
1
4
条

第
２

号
イ

 

 
年

１
月

１
日

か
ら

同
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
提

供
し

た
第

1
4
条

第
２

号
イ

 

号
イ

 

第
1
4
 

 

令
和

６
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70頁 

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案
（災害時用公衆電話の補填等に関する規定の整備）

概要
【諮問第3217号】

令和8年６月
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
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1諮問概要

 情報通信審議会 電気通信事業政策部会 答申 「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方
二次答申」（令和8年3月16日）において、第一号基礎的電気通役務（電話のユニバーサルサービス）に係る交付金について、
下記のとおり提言がなされた。
(1) 令和7年度（令和8年度認可申請）以降の交付金の算定方法について、当分の間は現行制度を踏襲することが適当。

具体的には、①第9次IP-LRICモデルのみに基づき算定を行うこと、②実際の回線種別に基づき算定を行うこと、
③FRTの台数に係るモデル外補正を継続することが適当。

(2) 災害時用公衆電話については、令和8年度認可申請分から、第一種公衆電話の維持費・撤去費に係る補填額の合計額が、
基準額37.2億円*を下回る場合に、その差額を上限として、実際に要した費用をベースに補填を開始することが適当。
* 第一種公衆電話の撤去を開始する直前の令和4年度認可分における第一種公衆電話の維持費に係る補填額（実績）。

 これらを踏まえ、所要の制度整備を行うため、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定
等規則（平成14年総務省令第64号。以下「第一種交付金・負担金算定規則」という。）等の改正を行う。

省令改正の背景・概要

今後のスケジュール案
【令和8年】
 4月24日 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会（第168回）

⇒ 第一種交付金・負担金算定規則等の改正案について諮問。
 4月25日～5月29日 算定規則等改正案について意見募集（35日間）
 6月17日 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会（第170回）

⇒ 提出意見、当該提出意見に対する回答とそれらを踏まえた改正案の修正の要否について検討・答申。
 ～7月末 答申を踏まえた第一種交付金・負担金算定規則等の改正案の公布・施行

⇒ 令和8年度認可申請分より、交付金・負担金に係る新たな算定方法を適用。
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2【参考】 災害時用公衆電話に係る補填イメージ（補填額の上限）
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【認可年度】

第一種公衆電話の維持費に係る補填額
第一種公衆電話の撤去費に係る補填額

基準額

39.9
（＋2.9）

35.4
（－1.8）

36.7
（－0.5）

35.3
（－1.9）

第一種公衆電話の
維持費・撤去費に係る
補填額の合計額

（基準額との差額）

【凡例】
* ユニバーサルサービス制度における交付金・負担金

の算定等に関するワーキンググループ（第2回）
資料1（NTT東西提出資料）において示された
予測額。

||
第一種公衆電話の
撤去開始前

災害時用公衆電話に
係る補填額の上限額

*

 今後、第一種公衆電話の撤去が続くことに伴い、第一種公衆電話の維持費 ・撤去費に係る補填額の合計額は逓減傾向が続く見込みであることを
踏まえ、第一種公衆電話の維持費 ・撤去費に係る補填額の合計額が、令和4年度認可分（第一種公衆電話の撤去を開始する直前）における
第一種公衆電話の維持費に係る補填額（基準額：37.2 億円）を下回る場合に、その差額を上限として、災害時用公衆電話について補填を行う。

10.4

24.9
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3第一種交付金・負担金算定規則 主な改正事項 一覧

第一種交付金・負担金
算定規則の改正箇所
（改正後の条項）

現行規定・改正の概要 電気通信事業法
における委任規定

第5条第1項第5号

 交付金額の算定において合算する要素を規定。
 新たに交付金による補填対象となる災害時用公衆電話に係る原価を下記のとおり追加。

* 災害時用公衆電話については、第一種公衆電話の維持費 ・撤去費に係る補填額の合計額が、令和4年度認可分
（第一種公衆電話の撤去を開始する直前）における第一種公衆電話の維持費に係る補填額（基準額：37.2 億円）
を下回る場合に、その差額を上限として補填を行うとされていることを踏まえ、「37.2億円」と定める予定。

第109条第1項

第7条第4号・第5号  支援機関における交付金額の算定のために、適格事業者が支援機関に届け出なければならない事項を規定。
 災害時用公衆電話に係る原価、他人資本費用・自己資本費用・利益対応税を新たに追加。 第109条第2項

第15条第1項
 適格事業者は、設備管理部門の資産・費用について、総務大臣が通知する手順を用いて整理しなければ

ならない旨を規定しているところ、災害時用公衆電話については、実費ベースで算定を行うため、本規定の
対象から除外。

第109条第3項

第17条の4
別表第9の6
別表第9の7
別表第9の8

 災害時用公衆電話の設備管理部門の資産・費用の整理方法について新たに規定。
 併せて、この整理のため、資産については、対象設備・設備区分表（別表第9の6）、固定資産明細表

（別表第9の7）、費用については、区分別費用明細表（別表第9の8）を整備。

第17条の5  災害時用公衆電話の設備管理部門の原価は、区分別費用明細表（別表第9の8）に記載された費用
とする旨を新たに規定。

第18条  電話のユニバーサルサービスに係る設備管理部門全体の原価の算定方法を規定しており、合算する要素として、
災害時用公衆電話の設備管理部門の原価を追加。

NTT東/NTT西の災害時用公衆電話
に係る原価

NTT東西の災害時用公衆電話
に係る原価の合計

総務大臣が
告示で定める額*

NTT東西の第一種公衆電話
の維持費・撤去費に係る

原価の合計
－ ×

※ 表中の改正事項はいずれも諮問事項。このほか、加入電話等の原価について第9次IP-LRICモデルのみに基づき算定を行うことを踏まえ、IP網の設備・ネットワーク構成に対応した
別表の整備を行うとともに、災害時用公衆電話について補填を開始することを踏まえ、既存の別表に災害時用公衆電話に係る欄を追加する等の改正を行う。79



4参照条文（諮問関係）

■電気通信事業法（昭和59年法律第86号）（抄）

（第一種交付金の交付）

第百九条 支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第一号の交付金（以下「第一種交付金」と
いう。）の額を算定し、当該第一種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

２ 第一種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第一種交付金の額の算定をするための資料として、
当該算定の前年度における前条第一項の規定による指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当
該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け
出なければならない。

３ 前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しな
ければならない。

４ 支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第一種交付金の額を公表しなければ
ならない。

（審議会等への諮問）

第百六十九条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）
第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事
項と認めたものについては、この限りでない。

一～三 （略）

四 （略）第百七条第二号、第百八条第一項各号若しくは第三項、第百九条第一項から第三項まで、第百十条第一項
ただし書若しくは第二項（第百十条の五第二項において準用する場合を含む。）、第百十条の二第一項若しくは第二
項、第百十条の三第一項第一号、第百十条の四第一項、第三項若しくは第四項、第百十条の五第一項又は第百六十四
条第二項第一号、第四号若しくは第五号の規定による総務省令の制定又は改廃

■電気通信事業法施行令（昭和60年政令第75号）（抄）

（審議会等で政令で定めるもの）

第十二条 法第百六十九条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
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